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"資"

;:料"価
格
拘
束
特
許
実
施
許
諾
契
約
と
反
ト
ラ
ス
ト
法

稗

日

次

は

じ

め

に

第
一
節
特
約
位
、
特
許
実
施
計
諾
お
よ
び
同
契
約
上
の
制
限
的
商
慣
行

一
、
特
許
倍
、
特
寸
前
笑
肱
許
諾
の
法
的
性
格

二
、
特
許
乍
〈
施
許
諾
契
約
上
の
制
限
的
商
慣
行
と
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
の
範
閤

第
二
郎
仰
絡
拘
束
特
許
実
施
許
諾
の
初
期
反
ト
ラ
ス
ト
法
事
件

一
、
初
期
判
決
に
つ
い
て

二
、
ベ

I
メ
ン
ト
率
引
こ
九

O
二
年
)

三
、
特
許
前
川
の
法
理
の
形
成
と
そ
の
影
響

四
、
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
事
件
(
一
九
二
六
年
〉

五
、
初
期
判
決
の
ま
と
め

第
三
郎
価
神
的
拘
束
特
許
実
施
許
諾
の
後
期
反
ト
ラ
ス
ト
法
事
件

一
、
後
期
判
決
に
つ
い
て

二
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
事
件
(
一
九
四
二
年
)

貫

俊

文

北法27(1・59)59



料

一
一
一
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
(
一
九
四
八
年
〉

四、

U
・

s
-
ジ
プ
サ
ム
事
件
こ
九
四
八
年
)

五
、
ニ
ュ

l

・
リ
ン
ク
ル
事
件
(
一
九
五
二
年
)

六
、
ェ
ュ

l
パ

l
グ
・
モ
イ
ア
事
件
(
一
九
五
二
年
〉

七
、
ハ
ッ
ク
事
件
(
一
九
六
四
年
〉

八
、
後
期
判
決
の
ま
と
め

第
四
的
判
例
全
体
の
総
括

資

は
じ
め
に

本
稿
は
、
特
許
信
〈
焔
川
市
治
契
約
上
の
側
絡
拘
束
条
項
に
対
す
る
反
ト
ラ
ス

ト
法
の
規
制
状
況
を
、
主
に
、
米
国
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
の
検
討
を
通

じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
価
格
拘
束
は
、
特
許
権

者
、
か
突
施
権
者
の
製
造
・
販
売
す
る
特
約
製
品
の
価
絡
を
拘
束
す
る
も
の
で

あ
り
、
市
場
分
割
、
生
産
数
民
制
限
、
使
用
分
野
制
限
等
の
制
限
的
条
別
、
と

と
も
に
、
特
話
実
施
許
諾
契
約
に
際
し
て
な
す
制
限
的
行
為
で
あ
る
。
こ
の

種
の
制
限
的
行
為
は
、
特
花
川
製
品
お
よ
び
そ
の
代
替
品
の
市
場
の
競
争
秩
序

に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、

一九一一一

0
年
代
末
よ
り
反
ト
ラ
ス
ト

法
の
厳
格
な
規
制
を
う
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

本
来
、
特
許
政
策
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。

特
許
制
度
は
、
産
業
上
有
益
な
技
術
の
発
明
者
に
対
し
て
、
一
(
疋
期
間
そ
の

北法27(1・60)60

発
明
に
関
す
る
製
造
・
使
用
・
販
売
の
排
他
的
権
利
を
付
与
す
る
制
度
で
あ

る
。
こ
の
制
度
の
目
的
は
、
発
明
者
に
発
明
の
報
償
の
機
会
を
与
え
、
そ
れ

を
手
段
と
し
て
、
産
業
上
よ
り
有
益
な
技
術
開
発
を
促
進
さ
せ
る
と
こ
ろ
に

あ
り
、
一
一
層
革
新
的
な
技
術
を
開
発
さ
せ
、
そ
の
成
果
を
国
民
に
享
受
さ
せ

る
こ
と
を
目
差
し
て
い
る
。
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
は
、
市
場
に
有
効
競
争
を
維

持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
創
意
工
夫
に
満
ち
た
経
済
社
会
を
存
続
さ
せ
、
そ

の
成
果
を
国
民
す
な
わ
ち
一
般
消
費
者
に
享
受
さ
せ
る
こ
と
を
目
差
し
て
い

る
。
両
政
策
は
、
こ
う
し
て
、
目
的
に
お
い
て
究
極
的
問
一
性
を
有
し
て
い

る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
は
、
特
許
法
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ

た
発
明
の
独
占
権
を
尊
重
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
両
政
策
の
相
互

(
1
v
 

補
完
性
お
よ
び
共
存
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

研
究
開
発
に
膨
大
な
費
用
と
期
間
を
費
す
現
代
企
業
は
、
特
許
制
度
に
よ

っ
て
、
そ
の
成
果
に
相
応
す
る
報
償
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な



っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
代
企
業
が
、
作
作
の
排
他
的
な
権
利
と
、
そ
の
尖

施
れ
誌
に
伴
『
各
時
間
の
制
限
的
商
慣
行
を
、
競
争
回
避
の
合
法
的
手
段
と
し

て
利
用
す
る
面
も
少
な
く
な
い
。
特
攻
川
制
度
は
、
特
定
企
業
の
市
場
支
配
力

の
維
持
・
強
化
の
戦
略
的
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
、
特
許
制
度
本
米
の
日
的

か
ら
逸
脱
し
て
濫
用
さ
れ
る
傾
向
が
出
で
立
た
の
で
あ
る
。
そ
の
版
闘
は
、

特
許
制
度
自
体
に
よ
り
も
、
川
制
度
の
置
か
れ
た
経
済
的
環
境
の
変
化
の
中

に
見
い
出
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
経
済
力
、
が
集
中
し
、
各
産
業
分
野
の
市
場

価格拘束特許実施許諾契ー約と反トラスト法

構
造
、
が
、
独
占
的
あ
る
い
は
寡
占
的
市
場
権
造
に
な
る
に
つ
れ
て
仙
刊
行
制
度

(
2
d
 

の
利
用
に
伴
う
幣
容
が
顕
著
な
形
で
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

特
許
の
濫
用
は
、
主
と
し
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
主

た
。
こ
の
場
合
、
裁
判
所
は
、
仕
付
詳
法
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
独
占
を
符
重

す
る
こ
と
を
前
提
に
、
杭
付

A
権
者
の
疋
当
な
権
利
行
使
と
不
当
な
権
利
濫
用

《

8
v

と
を
促
別
し
た
。
そ
し
て
、
特
有
訂
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
に
は
反
ト
ラ
ス

ト
法
を
適
用
し
な
い
と
い
う
原
則
を
た
て
た
。
裁
判
所
の
こ
の
↓
臥
別
の
判
断

の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
作
汗
権
者
を
保
護
す
る
こ
と
と
反
ト
ラ
ス
ト
訟
の
保
護

法
益
と
は
対
立
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所
の
こ
の
内
…
に
つ

い
て
の
判
断
に
よ
っ
て
特
許
権
者
の
特
作
法
に
基
づ
く
正
当
な
権
利
行
使
の

範
開
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
保
護
法
益
の
範
聞
と
の
境
界
線
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

価
格
拘
束
、
生
産
数
日
収
制
限
、
市
場
分
割
、
使
用
分
野
等
の
特
許
実
施
許

諾
契
約
上
の
制
限
的
商
慣
行
は
、
こ
う
し
た
裁
判
所
の
判
断
に
よ
っ
て
そ
の

適
否
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
分
野
で
あ
っ
た
。

特
許
権
者
に
よ
る
こ
の
穐
の
価
絡
拘
束
は
、
当
初
か
ら
、
特
許
者
の
特
許

法
に
基
づ
く
民
有
の
権
利
行
使
と
見
な
さ
れ
、
人
「
，
日
に
お
い
て
も
、
辛
う
じ

て
で
は
あ
る
が
、
こ
の
見
解
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
近
で
は
む

し
ろ
、
特
許
権
者
の
利
益
保
護
よ
り
も
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
保
護
法
益
を
優
先

さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
初
期
の
判
決
の
適
用
範
囲
は
次
第
に
限
定
さ
れ
て
き

て
い
る
、
と
い
っ
た
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
本
稿
に
お
け
る
判
例
の
検
討
を

通
じ
て
、
こ
の
規
制
状
況
の
歴
史
的
H
理
命
的
変
遷
が
一
不
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

(
1
)

特
許
法
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
と
の
関
係
を
調
整
す
る
規
定
は
、
雨
法

の
い
ず
れ
に
も
存
在
し
な
い
。
同
法
の
関
係
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
事

件
の
判
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
亡
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
同
法
の
基
本
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
左
の

諸
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

口
百
四

E
夕
、
『

ZMι
丘
町
ロ
マ
〉
ロ
片
岡
片

E
m仲
間

以

H
G
E
E
d
-
a
y白
Z
ロ
-
r

月
間
〈
一
{
〕
国

ω.

。
同
}
同
河
口

F
Z
2・
同
μ
p
円
。
口
丹
ω
ω
ロ
仏
〉
口
円

E
E
m昨
日
宮
山
口

m
p
一8
2ユ
込
1

2
B
J吋

2
7向
吉
田
「
岡
山

5
・
3
u
・

m，op.
、H
，
Z
刃
包
え

3
5
0『
刃
品
。
ロ
門
印
件
。
子
。
〉
三
芹
門
戸
ω丹

Fmw岩
♂
一
ω
F
h
F
巧

除

。

。
Z
4
凹
昌
司
・
円
以
声
。
∞
-

M
吋
∞
〈
一
出
品
∞

γ
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中+

こ
れ
ら
の
論
文
は
、
判
的
政
策
と
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
あ
る
い
は
特

許
法
と
反
ト
ス
ラ
ト
訟
と
の
間
に
基
本
的
な
対
立
・
反
触
は
な
い
と

い
う
前
提
に
立
脚
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
前
提
に
疑
川
を
投
じ
る
見
解
も
あ
る
。
こ

の
見
解
に
よ
れ
ば
、
特
許
制
度
の
現
状
は
、
特
許
制
度
本
来
の

H
的

を
見
失
い
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
保
護
法
益
に
対
立
し
て
況
代
独
占
の

礎
石
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
。
こ
の
見
解
は
、
担
、
作
の
解
釈
九
州
で

は
な
く
て
、
む
し
ろ
現
状
批
判
的
な
立
法
論
も
し
く
は
政
策
み
で
あ

る
。
こ
の
見
解
の
代
表
的
著
作
と
し
て
は
、
宅
問

2
4
Z
L
5
3

阿匂タ》J凡〉戸包4
閏
廿
Z角司
4
3『z叫
k

〉〆リ同己内2阿巴)司同同
E岡
閏
山
何
珂
司
4『E凹E同切宮H口百阿司》」阿河ヨ凶己同
z田開(一弓∞宝品士一
C)γ.
、
が
が
あ
る
が
、

同
じ
著
者
に
よ
る
左
の
小
-
論
井
諭
岬
文
が
vこ
」
の
見
解
を
筒
潔
に
ま
と
め
て
い

る
。
出
釦
E同

臥伶昨(のU
G吋」
4『
同
=
勺
.
回
以
問
。
∞
-

N
ム一山(一一山品目山〉

な
お
、
特
許
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
基
本
的
関
係
に
つ
い
て
の
我
同

に
お
け
る
研
究
と
し
て
は
左
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

有
賀
美
智
子
「
特
許
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
序
説
」
海
外
商
事
法
務
五

七
号
一

O
頁
以
下
。

(
2〉
前

掲

巴

ω
E
x
g
h
w
]」
一
一
論
文
参
照
。
ま
た
、
将
司
川
酔
畑
山
川
の
円
ベ

体
的
実
態
を
知
る
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
沼
田
信
一
郎
一
-
企

業
と
法
律
』
五
五
頁
以
下
に
「
独
占
と
ミ
シ
ン
特
許
」
と
い
う
興
味

深
い
論
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
川
際
的
規
模

に
よ
る
特
許
戦
略
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
事
件
〈
シ
ン
ガ
ー
ミ
シ
ン

事
件
一
九
六
二
午
)
を
素
材
に
し
て
、
豊
富
な
統
計
的
資
料
と
コ
メ

n 

ン
ト
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
注
(
1
)掲
載
の
、
盟
四
四
国
ロ
F

O
宅

g
Z
5
w
司《
)-F
そ
し
て
有
賀

の
各
論
文
参
照
。

(
4
)
特
許
突
施
許
諾
契
約
上
の
制
限
的
商
慣
行
一
般
に
対
す
る
反
ト
ラ

ス
ト
法
の
規
制
現
状
に
つ
い
て
は
左
の
諸
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

H
N
担

M
M
O
m
4
0
司
4
Z
目
〉
-H-4C
再出回凶
J

円
。
間
四
回
同
〉
同
し
、
ω

Z伶↓円。司
'CL

門
リ

Z
Z
2
4
4
開
聞
き

ω
2
2
2出
〉

2
3
3
3
r
=
d
冨
2
n
r

ω
ア
一
回
目
七
-Mω
一
ー
ー
さ
・
邦
訳
「
資
料
特
許
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
」

海
外
商
事
法
務
四
三
号
七
頁
以
下
。

〉
-
D
-
Z凹
hp
『
F
吋，

E
出
〉
R
1
2
2
w
d
ω
4
「
〉
唱
ω

O
司、『国間

deω

〉
目
℃
・

ω
D
M
1
5
(
M
L
E
-
一
句
。
)

巴
提
言

T
E
E
E
Z
(
C
W
a
s
s
-一一
C
印

そ
の
他
に
、
米
国
の
況
状
紹
介
論
文
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

ワ
ァ

l
ス
・
ウ
ェ
イ
ド
(
小
原
喜
雄
訳
)
「
F
メ
リ
カ
に
お
け
る
反

ト
ラ
ス
ト
法
と
特
許
実
施
許
諾
」
海
外
商
事
法
務
五
七
サ
二
頁
以

下。
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ロ
イ
・
プ
ロ
ス
タ

γ
「
特
許
お
よ
び
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
ラ
イ
セ
ン
ス

契
約
に
お
け
る
制
限
条
項
、
と
介
衆
国
反
ト
ラ
ス
ト
」
法
海
外
商
事

法
務
六
四
号
二
頁
以
下
。

ウ
ィ
ル
パ

l
・
L
・
フ
ユ

l
ゲ
イ
ト
「
一
反
ト
ラ
ス
ト
法
と
パ
テ
ン

ト
・
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
」
海
外
商
事
法
務
七
七
号
二
頁
以
下
。



第
一
節

特
許
権
・
特
許
実
施
許
諾
お
よ
び
同
契
約
上

の
制
限
的
商
慣
行

一
、
特
許
権
、
特
許
災
施
詐
請
の
法
的
性
絡

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
一
条
八
郎
八
項
は
、
連
邦
議
会
に
対
し
て
、
「
詩
作

者
お
よ
び
発
明
者
に
、
一
定
期
間
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
お
よ
び
発
明
に
問
、
「
る

排
他
的
権
利
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
お
よ
び
有
益
な
技
芸
の
進
歩
を

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

促
進
す
る
」
権
限
を
与
え
て
い
る
。

合
衆
国
特
許
法
は
、
窓
法
の
こ
の
規
ん
止
に
基
づ
く
連
邦
議
会
の
立
法
権
限

に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。
川
特
司
法
ば
、
有
益
な
新
技
術
の
治
明
者
お

よ
び
そ
の
相
続
人
、
譲
受
人
に
、
発
明
の
製
造
・
使
用
・
版
先
に
つ
い
て
、

十
七
年
間
の
合
衆
一
同
全
域
で
の
排
他
的
権
利
を
付
与
し
て
い
か
な

特
司
法
が
発
明
者
に
与
え
る
の
は
排
他
的
権
利
で
あ
る
。
特
売
川
法
が
な
く

と
も
発
明
者
は
、
本
来
、
そ
の
発
明
の
製
造
・
使
用
・
販
売
の
権
利
を
有
し

て
い
る
。
こ
れ
は
コ
モ
ン
・
ロ
!
上
の
権
利
で
あ
る
。
特
許
法
は
、
こ
の
完

〈

2
〉

明
者
の
権
利
に
排
他
性
を
付
与
す
る
。
作
汗
権
が
法
的
独
占
と
祢
さ
れ
る
の

は
、
こ
の
意
味
に
お
い
ご
で
あ
る
。

こ
の
特
許
権
の
付
与
は
、
発
明
者
の
発
明
に
対
す
る
報
償
を
直
践
の
け
的

に
し
亡
い
る
。
し
か
し
、
滋
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
件
付
託
出
恨
の
付

与
は
「
科
学
お
よ
び
有
益
な
技
芸
の
進
歩
」
を
第
一
義
的
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
私
的
理
釘
は
第
二
義
的
目
的
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
特
許
権
者
の
過
大
保
護
の
制
約
原
理
と
し
て
、
裁
判
所
に
よ
っ

て
、
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

特
許
権
の
付
与
範
簡
は
、
判
例
に
よ
っ
て
厳
格
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
す

べ
て
の
特
許
権
は
、
当
該
特
許
の
山
阪
の
請
求
範
囲
に
記
載
さ
れ
た
発
明
に

限
定
さ
れ
、
明
細
書
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
発
明
の
範

囲
を
決
定
す
る
と
き
は
‘
必
、
ず
そ
の
訪
求
範
聞
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
請
求
範
閥
を
越
え
て
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
は

{
3
)
 

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

特
許
権
の
譲
渡
に
関
し
て
は
、
特
許
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
規
定

に
よ
れ
ば
、
特
許
州
-
験
者
、
特
許
権
者
あ
る
い
は
譲
受
人
と
そ
の
法
定
代
理

人
は
、
い
ず
れ
も
、
特
許
の
介
衆
同
全
域
あ
る
い
は
そ
の
特
定
地
域
の
排
他

的
権
利
を
他
の
者
に
譲
渡
で
ま
る
。
こ
の
場
合
、
特
許
権
の
譲
渡
は
、
動
皮

、
邑
)

の
性
格
を
持
つ
財
産
の
譲
渡
で
あ
る
と
同
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
特
許
権

の
譲
渡
は
、
特
許
良
山
内
訴
訟
を
提
訴
す
る
権
利
の
譲
渡
も
含
ん
で
い
る
。
特

~t法27(1 ・ 63)63

許
権
の
譲
渡
に
か
か
わ
る
契
約
は
連
邦
法
に
準
拠
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
特
許
実
姉
許
諾
は
、
特
許
法
に
そ
の
点
に
つ
い
て
の
規
定

が
な
く
、

一
般
の
契
約
ー
と
し
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
契
約
は
、
各
州
法
に
準
拠



業}

す
る
。

資

特
昨
日
実
施
許
諾
と
は
、
特
許
権
者
が
、
自
己
の
特
許
の
所
有
権
お
よ
び
村

許
佼
包
訴
訟
権
を
保
有
し
た
ま
ま
、
{
宍
施
河
川
請
の
範
囲
で
他
者
に
特
冷
川
治
閉
山

を
利
用
さ
せ
る
権
限
で
あ
る
。
川
刊
行
災
施
権
は
、
特
許
権
全
体
の
泌
受
と
ち

が
っ

c、
実
施
権
者
が
発
明
の
製
造
・
使
川
・
販
売
を
、
特
訓
伐
中
一
け
に
な
ら

ず
に
災
施
で
き
る
権
利
に
す
ぎ
な
い
。
し
ば
し
ば
、
特
許
突
比
他
府
ぷ
は
、
川
村

、、

許
権
の
譲
渡
が
排
他
的
権
利
全
体
の
議
波
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
よ
り

(
6〕

最
的
に
少
な
い
権
利
の
移
転
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
。
特
許
実
施
椛
は
、

特
許
権
を
動
産
に
煩
す
る
財
派
と
見
な
せ
ば
、
そ
の
動
産
の
賃
貸
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
引
許
公
〈
施
許
訪
は
、
特
定
の
一
者
に
だ
け
そ
の

権
限
を
与
え
る
場
人
け
は
、
専
用
ボ
〈
胞

nJ山
と
祢
し
、
そ
れ
以
外
は
通
常
災
焔

許
諸
と
称
す
る
。

(
1
)
ω
印

C目
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こ
の
よ
う
に
、
特
許
法
が
琵
明
者
に
与
え
る
権
利
は
、
ま
さ
に
溌

明
の
利
用
の
「
排
他
的
依
利
」
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
一
ィ
山
及
す

る
代
表
的
な
判
例
と
し
て
左
の
判
決
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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二
、
特
許
実
施
許
諾
契
約
ト
い
の
制
限
的
商
慣
行
と
特
許
権
者
の
正
当
な
権

利
行
使
の
範
閉

価
格
、
生
産
数
長
、
使
用
分
野
、
市
場
分
割
等
の
実
施
許
諾
上
の
制
限
的

条
項
は
、
普
通
、
特
許
実
姉
許
諾
に
伴
う
、
制
限
的
商
慣
行
で
あ
る
。
こ
の

商
慣
行
の
法
的
性
格
は
反
ト
ラ
ス
ト
訟
の
適
用
と
関
連
し
て
問
題
に
な
る
。

反
ト
ラ
ス
ト
法
は
、
特
許
法
に
基
づ
く
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
に
適

用
さ
れ
な
い
と
い
う
原
則
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
制
限
的
商
慣
行

が
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
の
範
聞
に
含
ま
れ
る
か
否
か
問
題
と
な
る

の
で
あ
る
。

文
字
通
り
商
慣
行
で
あ
っ
て
、
特
許
法
に
特
別

の
規
定
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
に
は
、
こ
の
商
慣

行
は
一
般
の
契
約
仁
の
制
限
で
あ
り
、
特
許
権
者
の
固
有
の
権
利
行
使
と
は

こ
の
制
限
的
商
慣
行
は
‘



い
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
特
許
実
施
許
浦
上
の
側
格

拘
束
は
、
判
例
に
よ
っ
て
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
と
見
な
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
種
の
制
限
は
そ
れ
自
体
で
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
と
は
き
れ
な
い
。

こ
の
点
は
、
特
許
製
品
の
購
入
者
に
対
す
る
特
許
権
者
の
制
限
と
は
対
照
的

で
あ
る
。
再
販
売
価
絡
の
拘
束
や
抱
令
せ
条
項
の
よ
う
な
特
許
製
品
の
購
入

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

者
に
対
す
る
特
許
権
者
の
制
限
は
、
判
例
に
よ
っ
て
、
特
許
権
者
の
正
当
な

権
利
行
使
に
該
当
し
な
い
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
一
種
の
制
限
に
は
反
ト
ラ
ス
ト

法
が
一
律
に
適
用

3
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
特
許
権
者
を
市
場
の
競
争

秩
序
に
反
し
て
ま
で
過
大
保
護
す
ベ
ぎ
で
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。

特
許
実
施
許
諾
上
の
制
限
的
商
慣
行
が
、
こ
れ
と
対
照
的
に
、
特
治
権
長
引

の
固
有
の
権
利
行
使
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
こ
の
種
の
制
限

が
、
特
許
権
者
に
適
切
な
超
過
利
潤
を
佐
保
さ
せ
る
の
に
不
可
欠
な
行
為
で

あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
判
例
は
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。
「
:
:
:
特
許
権
者
は
、
ど
の
よ
う
な
使
用
料
や
条
件
を
課
し
て
も
、

そ
の
成
果
が
特
許
権
者
に
認
め
ら
れ
た
報
償
獲
得
の
合
理
的
範
囲
内
に
含
ま

れ
る
な
ら
ば
、
当
該
特
許
に
基
づ
く
製
品
の
製
造
・
使
用
・
販
売
の
実
姉
許

《
金
d

d

諾
を
し
て
よ
い
。
」
と
。
こ
の
理
論
は
、
本
稿
で
扱
う
価
格
拘
束
実
施
許
諾
に

対
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
事
件
の
判
決
に
典
形
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
特
許
実
施
許
諾
上
の
制
限
的
商
慣
行
は
、
個
別
的
に
は
特
許

権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
と
見
な
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
よ
り
総
合
的
な

観
点
l
|
皮
業
内
の
競
争
秩
序
へ
の
影
響
お
よ
び
特
許
権
者
や
実
施
権
者
た

ち
の
意
凶
や
け
的
ー
ー
か
ら
、
特
許
権
者
の
配
当
な
権
利
行
使
か
否
か
を
問

題
に
さ
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
庫
業
内
の
相
当
数
を
占

め
る
特
兵
権
者
お
よ
び
実
施
権
者
た
ち
が
、
こ
の
種
の
制
限
的
商
慣
行
を
産

業
支
配
的
な
怠
図
や
日
的
を
持
っ
て
利
用
し
て
い
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
制
限

は
特
許
者
の
正
当
な
権
利
行
使
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に

山
わ
れ
よ
う
。

特
許
権
占
の
正
当
な
権
利
行
使
か
一
合
か
の
、
こ
の
総
合
的
な
観
点
か
ら
の

判
断
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
ル

1
ル
・
オ
ブ
s

リ
l
ズ
ン
に
類
似
す
る
裁

(
4
v
 

判
所
の
広
い
裁
量
権
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
特
許
実
施
許
諾
上
の
制
限
的
商

慣
行
は
、

M
H
許
権
者
の
合
理
的
報
僚
の
閣
改
論
に
よ
っ
て
、
特
許
権
者
の
正
当

な
権
利
行
使
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
、
が
、
そ
の
理
論
の
適
用
範
囲
は
、
裁
判

所
の
こ
う
し
た
総
合
的
な
観
点
か
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
、
次
第
に
狭
く
限
定

さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
分
だ
け
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
が
広
く
適
用

さ
れ
て
き
て
い
る
。

北法(271・65)65

(
1
)

こ
の
点
は
、
第
二
節
以
下
で
述
べ
る
初
期
判
決
、
ベ

1
メ
ン
ト
事

件
(
一
九

O
二
年
〉
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
事
件
(
一
九
二

六
年
〉
に
よ
っ
て
、
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。



料

(

2

)

特
許
製
品
の
購
入
者
に
対
す
る
再
販
売
価
格
維
持
の
拘
束
、
か
問
題

に
な
っ
た
事
件
と
し
て
は
、
左
記
の
事
件
を
参
照
。
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の
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に
際
し
て
、
特
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行

使
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し
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い
る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
の
点
の
裁
判
所
の
判

断
は
、
い
わ
ゆ
る
ル

l
ル
・
オ
ブ
・
リ
l
ズ
ン
か
、
そ
れ
に
煩
似
す

る
裁
散
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

特
許
権
に
関
す
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反
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に
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ル
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リ
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さ
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文
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あ
る
。
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第
二
節

価
格
拘
束
特
許
実
施
許
諾
の
初
期
反
ト
ラ
ス

卜
法
事
件

一
、
初
期
判
決
に
つ
い
て

本
稿
で
は
、

一
九
三

0
年
代
末
以
降
の
判
決
を
そ
れ
以
前
の
判
決
と
区
別

し
て
扱
う
。

一
九
三

0
年
代
末
以
降
の
判
決
は
、
特
許
権
に
基
づ
く
権
利
行

使
の
範
閉
を
厳
格
に
限
定
し
、
広
く
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
適
用
し
て
い
る
。
ま

た
、
判
決
の
論
理
構
成
お
よ
び
判
断
の
実
質
も
そ
れ
以
前
と
は
異
っ
て
い



円

1
〕

る
。
し
た
が
っ
て
、

一
九
三

O
年
末
を

K
切
り
と
し
て
、
初
期
判
決
と
後
期

判
決
と
に
分
け
て
考
察
す
る
の
が
便
宜
で
あ
る
。
本
節
で
は
初
期
判
決
を
扱

〉
円
ノ
。

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

一
九

O
二
年
の
ベ
l
メ
ン
ト
事
件
と
一
九
二
六
年
の

ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
事
件
の
判
決
を
検
討
す
る
。
附
判
決
は
、
川
村

許
実
施
許
諾
契
約
卜
.
の
価
絡
拘
束
は
、
特
許
権
者
の
特
許
訟
に
基
づ
く
正
当

な
権
利
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
特
許
権
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
訟
は
、
こ
の
種
の
側
格
拘
束
を
一

般
の
価
格
拘
束
と
は
異
る
も
の
と
し
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
と
は
し
な

い
、
と
宣
言
し
た
。
と
り
わ
け
、
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
判
決
は
、

こ
の
点
を
明
確
に
し
た
判
決
と
し
て
、
今
日
で
も
古
典
的
な
リ
l
デ
ン
グ
・

初
期
判
決
と
し
て
、

ケ
ー
ス
と
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)

判
決
の
理
論
構
成
お
よ
び
判
断
の
実
質
に
つ
い
て
の
差
異
は
、
第

四
節
以
下
で
検
討
す
る
。
一
九
三

0
年
代
末
を
区
切
り
と
す
る
理
由

は
、
ニ
ュ

l
・
デ
ィ

l
ル
政
策
の
後
期
に
お
い
て
、
特
許
制
度
が
、

経
済
力
集
中
に
よ
る
社
会
的
幣
害
を
生
む
ひ
と
つ
の
原
因
と
し
て
批

判
的
に
再
検
討
さ
れ
、
そ
の
影
響
が
裁
判
所
の
判
決
に
も
現
わ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
2
v
 

二
、
ベ

l
メ
ン
ト
事
件
(
一
九

O
二
年
〉

本
件
は
、
価
格
拘
束
特
許
実
施
許
諾
が
、
初
め
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に

問
わ
れ
た
事
件
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
特
許
権
が
関
連
す
る
初
め
て
の
反
ト

ラ
ス
ト
法
事
件
で
も
あ
る
。

本
件
被
告
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ハ
ロ
ウ
社
は
、
農
業
機
械
で
あ
る
ま
ぐ
わ
に
関

す
る
多
数
の
特
許
を
所
有
す
る
特
許
ヅ
l
ル
会
社
で
、
多
く
の
農
業
機
械
製

造
事
業
者
に
、
当
該
特
許
の
製
造
・
板
一
一
冗
実
施
権
を
与
え
て
い
た
。
そ
の
実

施
権
者
の
中
に
、
本
件
の
原
告
で
あ
る
べ
i
メ
ン
ト
社
も
含
ま
れ
て
い
た
。

べ
l
J
ン
ト
社
は
、
当
時
、
当
該
実
施
許
諾
契
約
の
不
履
行
を
理
由
に
ナ
シ

ョ
ナ
ル
・
ハ
ロ
ウ
礼
れ
に
よ
っ
て
州
裁
判
所
に
訴
え
ら
れ
て
い
た
。
ベ

I
メ
ン

ト
社
は
、
こ
れ
に
対
し
、
当
該
突
施
許
諾
契
約
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
違
反
し

て
無
効
で
あ
る
旨
を
主
張
し
て
連
邦
最
高
裁
判
所
に
反
訴
を
提
訴
し
た
。
ベ

ー
メ
ン
ト
社
は
、
当
該
実
施
許
諾
契
約
に
は
価
格
拘
束
条
項
が
含
ま
れ
て
お

り
、
こ
の
条
項
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ハ
ロ
ウ
社
の
他
社
に
対
す
る
実
施
許
諾

上
の
同
一
条
項
と
と
も
に
.
合
衆
国
全
域
に
お
け
る
特
許
農
具
の
製
造
・
販

売
お
よ
び
価
格
に
つ
き
、
す
べ
て
の
販
売
業
者
を
支
配
す
る
目
的
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
契
約
、
結
合
は
公
益
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に
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
シ
ャ
l
マ
ン
法
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
主
張
し

た。

(
3
v
 

し
か
し
、
ペ
l
メ
ン
ト
社
の
こ
の
主
張
は
、
訴
訟
手
続
上
の
理
由
で
事
実



料

認
定
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
ベ

l
メ
ン
ト
社
自
身
に
対
す
る
特
許
実
施
許

諾
上
の
価
格
拘
束
条
項
が
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
違
反
す
る
か
否
か
の
問
題
だ
け

資

に
限
定
さ
れ
た
。

裁
判
所
は
、
全
員
一
致
で
こ
の
契
約
が
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
違
反
し
な
い
と

判
決
し
た
。
ベ
ッ
カ
ム
判
事
が
裁
判
所
を
代
表
し
て
意
見
を
述
べ
た
。

ベ
ッ
カ
ム
判
事
は
、
本
件
実
施
許
諾
上
の
価
格
拘
束
条
項
を
、
反
ト
ラ
ス

ト
法
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
前
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ハ
ロ
ウ
れ
は
農
業
機
械

ま
ぐ
わ
の
特
許
所
有
者
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
合
衆
国
憲
法
お
よ
び
特
許

法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
発
明
の
独
占
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
し

て
最
初
に
、
特
許
法
の
観
点
か
ら
、
本
件
突
脆
許
諾
上
の
価
格
拘
束
の
合
理

性
を
認
め
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
:
:
:
(
特
許
法
の
)
一
般
原
則
は
、
介
衆
鼠
特
許
法
に
基
づ
く
特
許
権

の
利
用
・
譲
渡
は
完
全
に
自
由
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
許
法
の

目
的
は
、
ま
さ
に
独
占
の
保
護
に
あ
り
、
こ
の
原
則
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な

く
、
裁
判
所
が
以
下
の
よ
う
な
制
限

l
i特
許
製
品
の
製
造
・
使
用
・
飯
t
叩

の
権
利
に
関
し
て
、
特
許
権
者
が
課
し
実
施
権
者
が
受
諾
し
た
と
こ
ろ
の
こ

の
穫
の
財
産
の
性
格
か
ら
み
て
不
合
理
で
は
な
い
制
限
ー
ー
を
容
-1
附
す
る
だ

ろ
う
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
の
契
約
上
の
制
限
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
独
占
が

維
持
さ
れ
、
価
格
、
が
拘
束
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
違
法
と
は
さ
れ
な
い
の

(
4
V
 

で
あ
る
。
」
と
。
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こ
の
論
理
を
前
提
に
し
て
、
ベ
ツ
カ
ム
判
事
は
、
次
に
シ
ャ

l
マ
ン
法
の

観
点
か
ら
、
本
件
価
格
拘
束
特
許
実
施
許
諾
契
約
の
適
否
を
検
討
し
た
。
ベ

ツ
カ
ム
判
事
は
、
ま
ず
、
以
下
の
事
を
醗
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
シ
ャ
l
マ

ン
法
は
、
合
理
的
で
あ
ろ
う
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
取
引
制

限
も
同
法
の
規
制
下
に
お
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
は
、
特

許
譲
受
者
や
実
施
権
者
に
課
さ
れ
た
合
理
的
で
適
法
な
条
件
か
ら
生
ず
る
州

際
通
商
の
制
限
、
す
な
わ
ち
、
特
許
製
品
が
使
用
さ
れ
る
べ
き
条
件
お
よ
び

側
栴
の
制
限
に
つ
い
て
は
何
等
言
及
し
て
い
な
い
、
と
。
そ
し
て
、
シ
ャ

1

7

ン
法
の
立
法
者
た
ち
は
、
こ
の
種
の
シ
ャ

l
マ
ン
法
解
釈
の
問
題
を
ま
っ

た
く
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
。

」
の
よ
う
な
シ
ャ
1

マ
ン
法
の
特
許
権
に
関
わ
る
現
状
を
念
頭
に
お
い

て
、
ベ
ツ
カ
ム
判
事
は
、
木
件
実
施
許
諾
契
約
卜
.
の
価
格
拘
束
条
項
を
、
反

ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
契
約
・
結
合
と
構
成
?
る
こ
と
を
回
避
し
た
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
ベ
ッ
カ
ム
判
事
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
当
該
特
許
実
施
許
諾
契
約
を
検
討
し
て
も
、
我
々
は
シ
ャ

1
7
ン
法
違

反
で
無
効
に
す
べ
き
条
項
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。
:
:
:
当
該
実
施
許
諾
の
下

で
製
造
・
販
売
さ
れ
る
特
許
製
品
の
価
格
に
関
す
る
条
項
も
、
適
切
で
合
理

的
な
制
限
で
あ
る
。
こ
の
制
限
は
、
製
造
・
販
売
さ
れ
る
改
良
口
問
の
価
格
を



維
持
さ
せ
る
傾
向
を
持
つ
が
、
そ
れ
は
当
該
財
産
(
特
許
権

性
格
J

有
承
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
で
き
る
限
り
そ
の
財
産
価
値
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
を
付
与
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
当
事
者
は
、
こ
の
程
度
の
こ
と
を

筆
者
註
)
の

合
法
的
に
行
う
権
限
が
あ
る
。
特
許
製
品
の
所
有
者
は
、
当
然
、
任
意
の
価

格
を
そ
れ
に
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
特
許
権
の
所
有
者
は
そ
れ
を
譲

渡
す
る
こ
と
も
で
主
る
し
、
特
許
製
品
の
製
造
・
販
売
の
実
施
権
を
、
実
施

権
者
に
、
そ
の
製
品
に
一
定
価
格
を
課
す
と
い
う
条
件
で
、
付
与
す
る
こ
と

(
5
)
 

も
で
き
る
。
」
と
。

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

か
く
て
、
木
作
判
決
は
、
作
時
川
実
施
許
諾
契
約
上
の
価
格
拘
束
条
件
を
、

特
許
法
に
泉
づ
く
特
許
権
者
の
迎
法
な
権
利
行
使
で
あ
る
と
し
、
シ
ャ

l
f

ン
法
は
そ
の
よ
う
な
行
為
を
途
法
と
し
な
い
事
を
、
最
初
に
宣
言
し
た
の
で

あ
る
。本

判
決
は
、
論
環
的
に
、
二
つ
の
内
容
に
分
け
る
事
が
で
き
る
と
思
わ
れ

る
。
第
一
一
は
、
刑
判
許
訟
に
基
づ
く
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
は
、
反
ト

ラ
ス
ト
訟
述
反
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
特
許
法
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
調
整

に
か
か
わ
る
基
本
原
則
で
あ
る
。
第
二
は
、
特
許
実
施
許
諾
契
約
上
の
価
格

拘
束
条
項
は
、
特
許
権
者
の
適
法
な
権
利
行
使
の
範
囲
に
含
ま
れ
、
そ
れ
だ

け
で
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
第

二
の
論
理
は
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
一
般
化
で
き
る
か
、
こ
の
判
決
だ
け
で
は

ま
だ
未
定
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

〈

2
)
開
・
切
内
同
国
内
百
件
除

ωcロω
〈

-
Z己
F
O
E
-
Z耳『
O耳
《
U
G
-
-

一
白
白

C-

ω・
吋
〔
〕
(
一
出
口
同
)
・

(
3
)
本
件
の
発
端
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ハ
ロ
ウ
社
が
ベ
l
メ
ン
ト
社

に
、
特
許
実
施
許
諾
契
約
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
の
支
払
い
を

請
求
し
て
、
ニ
ュ
l
・
ヨ
l
F
州
裁
判
所
に
訴
え
た
こ
と
か
ら
始
ま

る。
こ
の
事
件
の
事
実
審
理
は
、
-
二

1
・
ョ
l
ク
州
法
に
従
っ
て
、

仲
裁
人
公
え

2
2
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ハ
ロ
ウ
社
勝
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
ベ
1

メ
ン
ト
社
は
、
こ
れ

に
対
し
て
、
ニ
ュ
l
・
ヨ
ー
ク
州
最
高
裁
判
所
に
上
訴
し
、
そ
の
結

果
、
前
判
決
は
破
棄
さ
れ
、
事
実
の
再
審
理
を
請
求
し
て
差
し
戻
さ

れ
た
。
し
か
し
、
州
上
訴
審
は
、
こ
の
請
求
を
取
り
消
し
て
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ハ
ロ
ウ
社
勝
訴
の
判
決
を
再
認
確
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ベ

ー
メ
ン
ト
社
は
、
さ
ら
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
ヘ
ミ
広
口
町
刊

HH2

を
理
由
に
提
訴
し
た
が
、
そ
れ
が
本
件
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
件
で
ベ

l
メ
ン
ト
社
が
主
張
し
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ハ
ロ
ウ
社
の
特
許
プ
ー
ル
を
利
用
し
た
合
衆
国
全
域
の
特
許
ま
ぐ
わ

の
製
造
・
販
売
お
よ
び
価
格
の
規
制
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
事
実
認

定
は
、
ニ
ヨ
l
・
ヨ
l
ク
州
裁
判
所
の
仲
裁
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

北法27(1・69)69



が}

い
ず
、
ま
た
連
邦
最
高
裁
判
所
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
事
実
審
理
を

行
う
事
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ハ
ロ
ウ
社

の
ベ

l
メ
ン
ト
社
に
対
す
る
特
許
実
施
許
諾
上
の
価
格
拘
束
だ
け

が
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
4
)

一
g
d・
ω
吋

0

・
釦
片
山
一
-

(
5
)
E
-
三
田

J':f 

、
特
許
濫
用
の
法
理
の
形
成
と
そ
の
影
響

ベ
l
メ
ン
ト
判
決
以
降
、
村
清
一
川
権
者
が
特
許
法
に
基
づ
く
権
利
行
使
を
し

て
い
る
か
否
か
は
、
裁
判
所
に
と
っ
て
反
ト
ラ
ラ
ト
法
の
適
用
に
か
か
わ
る

重
要
な
問
題
と
な
っ
た
。
他
方
、
こ
の
よ
う
な
正
当
な
権
利
行
使
の
決
定
の

問
題
は
、
特
許
訟
の
分
野
に
お
い
て
も
前
要
な
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
問
題

(
7
)
 

一
九
一
七
年
の
モ

l
シ
ョ
ン
・
ピ
ク
チ
ャ

l
・
パ
テ
ン
ツ
事
件
に
始
ま

はる
。
原
告
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ピ
ク
チ
ャ
!
・
パ
テ
ン
ツ
社
は
、
映
写
機
の
機
械

の
一
部
の
特
許
を
有
し
て
い
た
。
川
礼
れ
は
映
写
機
製
造
業
者
に
当
該
杓
許
の

製
造
・
販
売
の
実
施
権
を
与
え
、
か
っ
、
災
施
権
者
が
こ
の
映
写
機
を
販
売

す
る
時
、
そ
の
購
入
者
に
対
し
旅
行
製
作
の
劇
場
用
フ
ィ
ル
ム
の
み
を
使
用

す
る
条
件
を
課
す
こ
と
を
要
求
し
た
。
中
火
焔
権
者
は
、
原
告
の
要
求
に
従
つ

て
、
こ
の
条
件
を
映
写
機
購
入
者
に
告
知
し
た
。
そ
の
後
、
あ
る
映
画
館
が

当
該
映
写
機
に
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
フ
ィ
ル
ム
社
の
製
作
し
た
劇
場
周
フ
ィ
ル

ム
を
使
用
し
た
の
で
、
原
告
は
、
映
画
館
所
有
者
と
当
該
映
画
製
作
社
を
特

許
侵
害
で
訴
え
た
。

し
か
し
、
最
高
裁
判
所
は
、
原
告
が
当
該
映
写
機
の
購
入
者
に
課
し
た
条

件
は
、
特
許
権
を
付
与
さ
れ
た
発
明
の
範
囲
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て

本
件
訴
訟
を
却
下
し
た
。
裁
判
所
は
、
こ
の
種
の
購
入
者
に
対
す
る
制
限
の

法
的
性
格
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
特
許
機
械
の
所
有
者
が
、
そ
の
特
許
機
械
に
使
用
さ
れ
る
資
材
に
対
し

て
、
ど
の
よ
う
な
支
配
権
を
有
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
一
般
法
に
よ
る
当

該
機
械
の
所
有
権
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
新
規
の
有
益
な
発
明
に

排
他
的
権
利
の
み
を
与
え
る
特
許
法
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、

(
8
v
 

た
、
同
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
o
」と。

木
件
は
、
特
許
製
品
の
購
入
者
に
対
す
る
制
限
が
単
な
る
契
約
上
の
制
限

で
あ
り
、
特
許
権
か
ら
派
生
す
る
制
限
で
は
な
い
と
し
て
、
特
許
侵
害
の
救

済
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
従
来
、
こ
の
種
の
特
許
製
品
購
入
者
に
す
る
制
限
は
、
い
く
つ

か
の
先
例
に
よ
っ
て
、
特
許
権
者
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
た
と

え
ば
、
そ
れ
ら
の
先
例
で
は
靴
に
フ
ァ
ス
ナ
ー
・
ボ
タ
ン
を
取
付
け
る
機
械

の
特
許
権
を
所
有
す
る
者
が
、
そ
の
特
許
機
械
の
阪
死
に
際
し
て
、
特
許
権

~Ut27(1 ・ 70)70
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者
の
製
造
す
る
フ
ァ
ス
ナ
ー
-
ボ
タ
ン
の
み
を
使
用
す
る
と
い
う
拘
束
約
款

を
販
売
契
約
上
に
挿
入
し
、
こ
の
約
款
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の

フ
ァ
ス
ナ
ー
・
ボ
タ
ン
の
販
売
業
者
と
、
特
許
機
械
の
購
入
者
を
特
許
侵
害

F
n
u
d
 

で
訴
え
る
こ
と
が
話
さ
れ
た
。
ま
た
、
回
転
勝
写
機
の
特
許
権
を
所
有
す
る

者
も
、
そ
の
製
品
の
購
入
者
に
対
し
て
、
当
該
謄
写
機
に
使
用
す
る
イ
ン

ク
、
原
紙
、
等
を
特
許
権
者
か
ら
の
み
購
入
す
る
よ
う
制
限
を
課
し
、
こ
れ

に
反
し
た
場
合
は
、
当
該
謄
写
機
購
入
者
と
イ
ン
ク
、
原
紙
、
等
の
販
売
業

者
会
}
特
許
侵
害
で
訴
え
る
こ
と
が
叶
訂
さ
れ
た
。
モ
ー
シ
ョ
ン
e

ピ
ク
チ
ャ

l

価格拘束特許ブミぬ許諾契約と反トラスト法

-
パ
テ

γ
ツ
判
決
は
、
こ
う
し
た
従
来
の
先
例
を
廃
棄
し
、
特
許
法
上
レ
わ

ゆ
る
特
許
濫
用
の
法
理
を
初
め
て
形
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。

本
件
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
特
許
法
上
の
従
来
の
先
例
を
廃
棄
す
る
の
み

な
ら
ず
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
か
亦
わ
る
べ

l
メ
ン
ト
事
件
の
先
例
性
を
も
揺

が
す
も
の
で
あ
っ
た
。
特
許
権
者
の
特
許
法
に
基
づ
く
固
有
の
権
利
行
使
の

範
囲
は
、
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ピ
ク
チ
ャ
!
・
パ
テ
ン
ツ
事
件
に
よ
っ
て
そ
の
境

界
線
を
変
更
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
特
許
権
者
の
特
許
製
品
購
入
者

に
対
す
る
拘
束
条
件
は
、

一
般
の
契
約
上
の
制
限
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
。
こ

の
境
界
線
の
変
更
は
、
特
許
権
者
の
実
施
権
者
に
対
す
る
価
格
拘
束
の
権
利

に
も
影
響
す
る
可
能
性
を
苧
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
、
も
し
、
こ
の
径
の
価

格
拘
束
も
ま
た
特
許
権
の
保
護
範
囲
外
に
お
か
れ
れ
ば
、
ベ
l
メ
ン
ト
事
件

の
判
決
は
、
近
い
将
来
に
お
い
て
廃
棄
さ
れ
、
同
一
種
の
事
件
が
反
ト
ラ
ス
ト

法
違
反
の
価
格
決
定
の
契
約
・
結
合
と
さ
れ
え
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
。
右
の
議
論
は
ひ
と
つ
の
論

理
的
可
能
性
を
示
し
た
だ
け
に
止
ま
り
、
こ
の
種
の
価
格
拘
束
は
、
次
の
ゼ

ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
事
件
に
よ
っ
て
、
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行

使
に
該
当
す
る
と
再
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

此
村
計
濫
用
の
法
理
は
、
特
許
法
上
の
法
理
で
あ
っ
て
、
反
ト
ラ
ス

ト
法
と
は
直
接
関
係
が
無
い
。
同
法
理
の
形
成
に
つ
い
て
は
左
の
論

文
参
照
。

川
口
博
也
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
特
許
権
乱
用
と
公
共
政

策
」
一
橋
論
叢
五
八
巻
三
号
、
九
九
頁

l
一
O
五
頁
。

な
お
、
本
稿
で
特
許
の
濫
用
、
特
許
の
濫
用
的
行
為
と
述
べ
る
場

合
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
と
の
関
係
で
特
許
の
濫
用
を
問
題
に
し
て
お

り
、
右
の
特
許
濫
用
の
法
理
と
は
関
係
が
な
い
。

(
7
)
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料

(
け
〉
そ
の
後
の
特
許
滋
用
の
法
理
が
適
用
さ
れ
た
事
件
と
し
て
、
次
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

h
R
E
n
m
n
o弓
・
ぐ
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ロ
ミ
ョ
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丘
一
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p
-
ω
N
O
C
-
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-
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(
一也ムム)・

な
お
、
特
許
権
者
が
特
許
製
品
の
購
入
者
に
抱
き
合
せ
条
件
を
課

し
て
い
る
場
合
、
特
許
獄
用
の
法
理
の
他
に
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
三
条

の
適
用
が
問
題
に
な
る
。
両
者
の
区
別
と
連
関
に
つ
い
て
は
、
さ
し

あ
た
り
左
の
論
文
を
参
照
。

Z
開

i
p
H
L
P
、
『
出
回
〉
Z
J『
HJ『
同
町
田
司
戸
主
主
凶

C
吋

同

J回
目

C
ω
・
〉
-

m同一

ωMAf--ω
回

(
M
L
E日
.
一
也
吋
{
〕
〉

資

四
、
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
事
件
(
一
九
二
六
年
〉

ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
事
件
(
以
下
G
E
事
件
と
い
う
)
判
決

は
、
村
引
一
川
実
随
許
諾
上
の
価
格
拘
束
条
項
を
、
特
許
権
者
が
通
常
か
つ
合
理

的
な
報
償
を
確
保
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
制
限
で
あ
る
と
い
う
論
拠
で
、
特

許
権
の
保
護
範
囲
に
合
ま
れ
る
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
制
限

は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
違
反
し
な
い
と
し
て
、
ベ
l
メ
ン
ト
事
件
を
再
確
認

し
た
。

北法27(1・72)72

被
告
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
社
(
以
下
G
E
社
〉
は
、
白
熱
電
灯

の
製
造
工
程
の
三
つ
の
特
許
樵
を
所
有
し
、
こ
れ
ら
の
特
許
権
の
下
で
白
熱

電
灯
の
製
造
、
販
売
事
業
に
従
事
し
て
い
た
。

G
E
社
製
造
の
白
熱
電
灯

は
、
本
件
で
問
題
と
さ
れ
た
同
社
の
各
積
代
理
府
を
通
じ
て
合
衆
国
全
域
で

販
売
さ
れ
て
い
た
。

G
E
社
は
、
ま
た
、
競
争
関
係
に
あ
る
被
告
ウ
エ
ス
テ

ン
グ
・
ハ
ウ
ス
社
(
以
下
W
H社
〉
に
、
同
社
所
有
の
特
許
の
製
造
販
売
の

実
施
権
を
付
与
し
て
い
た
。
当
該
特
許
実
施
許
諾
契
約
は
、

G
E
社
に
よ
る

同
製
品
の
販
売
条
件
お
よ
び
側
格
拘
束
の
制
限
を
含
ん
で
い
た
。

W

H
社

は
、
当
該
特
許
の
実
施
権
の
下
で
、
同
製
品
の
製
造
・
販
売
事
業
に
従
事
し

て
い
た
。
同
社
は
、
同
製
品
の
販
売
条
件
、
側
格
を

G
E
社
の
指
示
に
従
つ

て
決
定
ま
た
は
変
更
し
て
い
た
。

一
九
一
二
年
に
お
け
る
電
灯
製
造
・
販
売

事
業
の
全
取
引
高
は
六
千
八
百
一
二
十
万
ド
ル
に
及
び
、

G
E
社
は
そ
の
六
九

パ
ー
セ
ン
ト
、

W
H
社
は
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
両
社
で
八
五
パ

l
セ

(
H
)
 

ン
ト
に
達
し
て
い
e

た。

政
府
は
、

G
E
社
と
W
H
社
を
反
ト
ラ
ス
ト
訟
述
反
で
起
訴
し
た
。
政
府

側
の
第
一
の
主
張
点
は
、
白
熱
電
灯
の
製
造
・
販
売
事
業
に
従
事
す
る
G
E

社
が
、
二
万
一
千
以
上
の
代
理
府
と
称
す
る
販
売
組
織
を
通
じ
て
、
合
衆
国

全
域
に
お
け
る
同
電
灯
の
取
引
制
限
お
よ
び
販
売
独
占
の
企
図
に
該
当
す
る



販
売
計
画
を
遂
行
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
当
該
販
売
組

織
は
、
川
電
灯
の
購
入
者
に
対
す
る
再
販
売
価
格
を
維
持
さ
せ
る
た
め
の
工

夫
に
す
ぎ
ず
、

い
わ
ゆ
る
代
理
府
は
、
実
際
に
は
、
卸
怠
業
者
お
よ
び
小
売

商
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
政
府
側
の
第
二
の
主
張
点
は
、

G
E
社

の
W
H
托
に
対
寸
る
村
リ
江
川
実
施
許
諾
上
の
販
売
条
件
お
よ
び
価
格
の
制
限

が
川
恒
幻
の
取
引
制
限
お
よ
び
販
先
独
占
の
企
図
と
い
う
第
一
の
主
張
点

と
同
様
の
ド
的
を
遂
行
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

-
E
O
 

半
ιド

本
件
判
決
は
、
令
日
一
致
で
政
府
側
の
主
張
を
棄
却
し
た
。
タ
フ
ト
判
事

が
ト
ヰ
裁
判
所
を
代
表
し
て
怠
見
を
述
べ
た
。

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

政
府
側
の
第
一
の
主
正
以
内
…
に
関
し
て
、
タ
フ
ト
判
事
は

い
わ
ゆ
る
G
E

れ
の
代
閣
内
山
が
汀
(
下
止
の
代
理
的
で
あ
る
か
否
か
を
、
代
理
応
契
約
の
内
容
を

詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
当
該
代

閉
山
信
契
約
ト
い
の
枕
利
義
務
関
係
を
分
析
し
て
、
本
件
代
理
広
は
G
E
社
所
有

の
屯
灯
製
品
の
管
理
・
阪
ι
%
を
委
託
さ
れ
て
い
る
真
正
の
代
理
広
で
あ
り
、

そ
の
代
田
町
広
に
対
し
て
G
E
壮
が
販
売
条
件
や
価
格
を
指
示
寸
る
こ
と
は
シ

ャ

1
7
ン
日
以
迩
以
の
取
引
制
限
に
は
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。

さ
ら
に
、
屯
幻
製
品
販
先
の
独
占
化
の
主
張
も
退
け
た
。
タ
フ
ト
判
事

は
、
結
人
口
が
価
格
を
左
右
す
る
ほ
ど
事
業
の
相
当
部
分
を
網
羅
す
れ
ば
、
通

常
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
需
要
な
証
拠
と
な
る
が
、
特
許
法
に
基
づ
く
特

詐
製
品
の
販
売
事
業
の
包
括
的
支
配
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
な
ら
な
い
と

述
べ
た
。

結
局
、
政
府
の
第
一
の
主
張
点
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
は
、
本
件
代
理

広
が
真
正
な
代
理
応
か
否
か
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
、
本
件
製
品
が
特
許
製
品

で
あ
る
こ
と
は
、
販
売
事
業
の
独
占
化
の
問
題
を
除
け
ば
、
判
断
を
左
右
す

る
事
実
で
は
な
か
っ
た
。

政
府
の
第
二
の
主
張
点
は
、
第
一
の
主
町
駅
点
と
悶
述
す
る
部
分
は
除
外
さ

れ
、
特
許
権
者
G
E
社
が
、

W
H
社
に
対
寸
る
当
該
特
許
実
施
許
諾
契
約

で、

W
H社
の
製
造
す
る
特
許
製
品
の
販
売
価
終
守
拘
束
す
る
権
利
を
有
す

る
か
否
か
に
限
定
さ
れ
た
。

タ
フ
ト
判
事
は
、
ま
ず
、
特
許
実
施
許
諾
契
約
卜
の
制
限
条
項
一
般
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
特
許
権
者
は
、
特
許
製
品
の
製
造
・
販
売
に
か
か
わ
る
実
施
許
諾
に
、
い

か
な
る
使
用
料
や
条
件
を
1

1
そ
れ
が
特
許
権
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
特
許
権

者
の
報
償
を
合
理
的
に
確
保
す
る
範
囲
内
に
あ
れ
ば

l
l課
し
て
も
よ
い
」

と。
こ
の
こ
と
は
、
特
許
実
施
許
諾
上
の
制
限
が
、
特
許
権
者
の
合
理
的
報
償

を
縫
保
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
特
許
法
の
保
護
範
聞
に
含
ま
れ
る
事
を
意

北法27(1・73)73



午、}

味
し
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
適
法
な
制
限
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
e

タ
フ
ト
判
事
は
、
こ
の
理
論
を
本
件
価
格
拘
束
に
適
用
し
て
次
の
よ

ifi 

う
に
述
べ
た
。

「
特
許
権
者
は
、
特
許
製
品
の
製
造
に
従
事
し
つ
つ
、
同
製
品
の
製
造
・

使
用
の
実
施
権
を
、
販
先
の
尖
施
権
は

AW保
し
て
、
他
の
者
に
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
場
介
、
実
施
権
者
は
そ
の
製
品
の
長
所
を
享
受
で
ざ
る
。

彼
は
そ
の
製
品
を
所
有
し
、
使
川
で
き
る
。
し
か
し
、
彼
が
そ
の
製
品
を
販

売
す
れ
ば
、
件
前
権
者
の
依
利
を
佼
山
γ
げ
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
損
主
賠
償

を
請
求
さ
れ
、
侵
害
行
為
を
差
止
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
も
し
特
許
権
者
が
一

歩
進
ん
で
そ
の
製
品
の
版
先
権
を
も
与
え
た
場
合
、
彼
は
販
売
条
件
や
悩
格

は
制
限
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
も
し
そ
の
販
必
条

件
が
、
特
許
権
者
の
独
占
の
金
銭
的
報
償
を
確
保
す
る
た
め
に
正
常
で
合
理

的
に
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
特
許
権
者
の
排

他
的
権
利
の
価
値
的
要
素
の
ひ
と
つ
は
、
特
許
製
品
の
販
売
価
格
設
定
か
ら

収
益
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
法
外
な
側
格
で
な
い
限
り
、
価
格
が
ι

両
い
ほ
ど

収
益
も
大
き
く
な
る
。
も
し
、
件
前
権
者
が
他
者
に
製
造
・
販
売
の
突
胞
権

を
与
え
、
ま
た
、
自
ら
も
川
様
の
権
利
を
印
刷
保
し
て
、
自
己
の
た
め
に
製
造

・
販
売
を
し
て
い
る
場
合
、
実
施
依
者
の
特
許
製
品
の
販
売
価
格
は
、
特
許

権
者
自
ら
販
売
す
る
川
製
品
の
販
必
側
格
に
必
ず
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。

(
そ
こ
で
)
、
特
許
権
者
が
自
己
の
実
施
権
者
に
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
全

く
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る

0
2頁
社
は
我
が
社
の
特
許
を
利
用
し
て
特
許
製
品

を
製
造
販
売
し
て
よ
ろ
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
我
が
社
が
自
ら
製
造
販
必

し
て
得
る
収
益
を
損
わ
な
い
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
』
」
と
。

こ
う
し
て
タ
フ
ト
判
事
は
、
ベ
[
メ
ン
ト
事
件
の
先
例
を
、
新
し
い
論
拠

ー

l
特
許
権
の
通
常
で
合
理
的
報
償
の
範
囲
内
で
あ
る
と
い
う
論
拠
|
1
に

基
づ
い
て
、
再
確
認
し
た
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ベ

l
メ
ン
ト
事
件
判
決
は
、
特
許
実
施
許
諸
契
約

上
の
価
格
拘
束
条
項
が
特
許
権
者
の
適
法
な
権
利
行
使
の
範
囲
に
含
ま
れ
、

反
ト
ラ
ス
ト
法
に
は
違
反
し
な
い
と
い
う
判
旨
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
村
山
川

濫
用
の
法
理
の
形
成
は
、
特
許
法
に
基
づ
く
特
許
権
者
の
合
理
的
な
権
利
行

使
の
範
囲
を
大
幅
に
制
限
し
た
の
で
、
ベ

l
メ
ン
}
事
件
判
決
の
先
例
性
に

影
響
を
与
え
る
よ
う
に
見
ら
れ
た
。
本
件
G
E
判
決
は
、
そ
の
点
に
つ
い

て
、
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ピ
ク
チ
ャ

l

・
パ
テ
ン
ツ
判
決
に
よ
る
先
例
の
廃
楽

は
、
ベ

l
メ
ン
ト
事
件
判
決
の
廃
棄
が
子
伴
う
も
の
で
は
な
い
と
し
、
次
の
よ

う
に
述
べ
た
。

「
前
者
の
事
件
(
モ

l
シ
ョ
ン
・
ピ
ク
チ
ャ

l
・
パ
テ
ン
ツ
事
件

一
七
年
)
の
判
決
は
、
後
者
の
事
件
(
ベ

l
メ
ン
ト
事
件

一九

O
二
午
)

の
判
決
よ
り
も
広
範
で
一
般
的
で
あ
る
。
特
許
製
品
の
価
格
拘
束
は
特
許
製

北法27(1・74)74
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口
問
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
非
特
許
製
品
の
購
入
拘
束
よ
り
も
、
特
許
権
者
の

権
利
に
密
接
か
つ
直
接
の
関
連
を
持
つ
℃
い
る
。
事
実
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
価
終
決
定
は
特
許
権
の
適
切
な
報
償
を
確
保
す
る
の
に
不
可
欠
で
あ

ハ
げ
)
る
。
」
と
。
G
E判
決
は
、
本
件
の
悩
格
拘
束
を
特
許
権
者
の
通
常
で
合
理
的
な
報
償

に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
論
理
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
し
、
特

許
実
施
許
諾
契
約

t
の
価
格
拘
束
に
対
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
リ
l
デ
ン
グ

-
ケ

l
ス
と
な
っ
た
。

(ロ)
C
E
Z
L
ω
官
庁
∞
ぐ
・

0
2
5
2
一
巴
2
丹
コ
口
。
0
・咽日〕
1
N
C・
ω
・
古
田

価絡拘束特許尖地許諾契約と反トラスト法

(
一

U
M
m
)

(
門
川
)
こ
の
三
つ
の
特
許
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
電
灯
に
タ

ン
グ
ス
テ
ン
・
フ
ィ
ラ
メ
ソ
ト
を
使
用
す
る
こ
と
へ
の
基
本
特
許
。

②
タ
ン
グ
ス
テ
ン
・
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
の
強
度
と
耐
久
性
を
増
す
製
造

工
程
の
特
許
。
③
屯
灯
の
照
明
力
を
強
く
す
る
た
め
に
パ
ル
プ
に
ガ

ス
を
入
れ
る
こ
と
へ
の
特
許
。

(
川
門
〉
両
被
告
の
九
日
計
の
市
場
占
有
率
は
相
当
高
い
。
こ
の
市
場
占
有
率

は
、
第
三
郎
で
扱
う
ジ
プ
サ
ム
事
件
、
ニ
ュ
l
・
リ
ン
ク
ル
事
件
の

そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

(
江
川

)
N吋
N
C・
ω
ミ
?
え
お
山
・

〈
ぽ
山

)

5
・
伊
丹
お
0
.

(
げ
)

円門戸・白押品田
ω
・

五
、
初
期
判
決
の
ま
と
め

へ
l
j
ン
ト
判
決
お
よ
び

G
E判
決
は
、
特
許
実
施
許
諾
契
約
上
の
倒
的
附

拘
束
条
唄
は
、
特
許
権
者
の
権
利
に
含
ま
れ
る
事
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
く

に
G
E判
決
は
、
特
許
権
者
の
通
常
で
合
理
的
な
報
償
の
理
論
に
よ
っ
て
そ

れ
を
根
拠
づ
け
た
。
そ
し
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
は
特
許
権
者
の
こ
の
よ
う
な

権
利
行
使
を
違
反
に
し
な
い
事
を
明
ら
か
に
し
、
一
般
の
側
絡
決
定
に
か
か

わ
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
適
用
分
野
と
区
別
し
た
。

こ
の
場
合
、
勿
論
、
特
許
実
施
許
諾
契
約
上
の
価
絡
拘
束
条
項
は
、
州
際

通
商
の
取
引
制
限
に
該
当
し
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
競
争
秩
序
に
影
響
を
及

ぼ
す
効
果
に
お
い
て
は
他
の
価
格
拘
束
行
為
と
同
様
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

裁
判
所
は
、
そ
の
行
為
が
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
で
あ
る
こ
と
を
理

出
に
、
シ
ャ

1
7
ン
法
違
反
の
価
格
決
定
の
契
約
・
結
合
と
し
て
構
成
す
る

こ
と
を
避
け
た
の
で
あ
る
。
初
期
判
決
は
、
特
許
笑
施
許
諾
契
約
上
の
伽
格

拘
束
に
つ
い
て
、
特
許
権
者
に
広
範
な
権
限
を
与
え
た
よ
う
に
見
え
る
。

我
々
は
、
こ
れ
ら
の
初
期
判
決
の
背
後
に
、
一
発
明
者
の
私
的
収
益
の
保
障

北法27(1・75)75

に
よ
っ
て
、
廃
業
に
貢
献
す
る
新
技
術
の
発
明
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
主
る

と
い
う
作
治
制
度
に
内
在
す
る
規
範
的
論
理
へ
の
信
奉
を
見
川
す
こ
と
が
で

主
る
。
発
明
者
へ
の
報
償
こ
そ
、
技
術
開
発
の
原
動
力
で
あ
る
と
い
う
の
で



ト止F

あ
る
。

資

だ
が
、
こ
の
村
許
制
度
の
理
念
は
、
過
去
に
お
け
る
独
立
自
営
の
企
業
家

た
ち
の
個
人
主
義
的
理
想
が
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
特
許
制
度
の
置

か
れ
た
庭
菜
社
会
は
、
と
う
に
、
こ
う
し
た
時
代
を
終
え
て
し
ま
っ
て
い

(
刊
〉た
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
が
、
現
代
の
斥
業
社
会
の
中
で
新
し
い
使
命
と
役
割
を

与
え
ら
れ
る
に
作
い
、
判
的
制
度
も
発
明
者
へ
の
報
償
の
論
理
だ
け
で
は
、

そ
の
社
会
的
信
頼
を
つ
な
、
ぎ
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と

が
、
後
期
判
決
理
論
へ
の
推
移
の
背
が
な
の
で
あ
る
。

(
国
〉
も
っ
と
も
、

G
E
判
決
当
同
は
、
水
平
的
な
価
格
決
定
に
つ
い

て
、
ま
だ
、
当
然
違
法
の
法
理
守
2
2
E
O聞
と
)
が
形
成
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
ο

こ
の
法
理
が
形
成
さ
れ
る
に
伴
っ
て
、

G

E
判
決

は
、
そ
の
例
外
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
ち
な

み
に
、
ト
レ
ン
ト
ン
・
ポ
タ
リ
l
ズ
事
件
の
判
決
時
は
、

G
E
判
決

の
翌
年
の
一
九
二
七
年
で
あ
り
、
ソ
コ
ニ

l

・
バ
キ
ュ
ー
ム
事
件

は
、
一
九
四

O
年
で
あ
る
。

(
悶
)
の

g
m
O国
有
・
∞
吋
C
C
E
2
0
・
宅
2
E
E
o
円

U
0
5
日出

t
t
g
g仏

〉
ロ
立
件
円

zm門
司

crnuご
【
y
N
S
l
M
N
O
(
呂
田
一
〉
.

第
三
節

価
格
拘
束
特
許
実
施
許
諾
の
後
期
反
ト
ラ
ス

ト
法
事
件

後
期
判
決
に
つ
い
て

一
九
三

0
年
代
末
よ
り
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
は
、
現
代
的
な
新
し
い
使
命
と
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役
割
を
担
う
よ
う
に
な
り
、
特
許
制
度
も
ま
た
そ
の
社
会
的
使
命
の
再
検
討

を
迫
ら
れ
る
機
会
を
持
つ
に
到
っ
た
。

大
恐
慌
後
の
米
国
に
お
い
て
、

F
・ロ

l
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
、
ニ
ュ

1

・
デ
ィ

l
ル
政
策
を
遂
行
し
、
托
会
改
革
の
気
運
を
古
川
め
た
。
一
九
三
五
年

に
令
国
庫
業
復
興
法
が
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
違
憲
と
判
決
さ
れ
、
ニ

ュ
1
・
デ
ィ
l
ル
政
策
は
急
転
換
を
迫
ら
れ
た
。
し
か
し
、
高
ま
っ
た
社
会

改
革
的
気
運
は
、
経
済
力
の
集
中
に
伴
う
社
会
的
弊
告
の
是
正
に
向
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
現
代
的
展
開
、
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

九
三
八
年
に
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
ロ

i
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
い
わ
ゆ
る

反
独
占
教
室
尺
お
よ
び
、
そ
れ
を
受
け
た
連
邦
議
会
の
臨
時
全
国
経
済
委
員

会
の
設
立
に
よ
っ
て
、
経
済
力
集
中
に
伴
う
社
会
的
弊
容
の
実
態
調
査
と
是

正
手
段
の
検
討
が
開
始
さ
れ
た
。

特
許
制
度
に
基
く
独
占
の
付
与
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
制
限
的
商

慣
行
は
、
経
済
力
の
集
中
に
寄
与
し
、
社
会
的
幣
申
告
を
生
む
独
占
の
源
泉
の

ひ
と
つ
と
し
て
調
賓
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
調
査
を
も
と
に
特
許
法
の
改
正

門

2
)

も
提
附
さ
れ
た
。

こ
の
時
期
か
ら
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
運
用
は
強
化
さ
れ
た
が
、

そ
の
影
響

は
、
伝
統
的
な
反
ト
ラ
ス
ト
法
関
係
の
分
野
に
限
ら
れ
ず
、
特
許
権
に
関
連



す
る
競
争
制
限
的
行
為
の
分
野
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

特
許
実
施
許
諾
契
約
上
の
価
格
拘
束
条
項
に
対
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
通

用
も
、
こ
の
時
代
の
要
請
を
反
映
し
て
厳
絡
に
な
っ
た
。
本
節
で
扱
う
後
期

判
決
は
、
初
期
判
決
と
比
較
し
て
、
特
在
川
権
者
の
収
益
保
護
よ
り
も
反
ト
ラ

ス
ト
法
の
保
護
法
益
で
あ
る
競
争
秩
序
の
維
持
の
方
へ
重
点
を
移
し
て
い

る。

G
E
事
件
判
決
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
一
連
の
判
決
に
よ
っ
て
、
そ

の
適
用
範
囲
を
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
道
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、

G
E
事
件
の
先
例
性
自
体
は
、
司
法
省
反
ト
ラ
ス
ト
部
の
精

円

3
)

力
的
な
廃
棄
提
唱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て

辛
く
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
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「
企
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ニ
ュ

l
テ
ィ

i
ル
』
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
現
代
史

5

新
川
健
三
郎
一
純
一
九
三
頁
l
一
九
八
頁

(
2
)

国
・
〉
吋
。
司
F
Z
H
F
』
ロ
;
同
J
P
4
4
開司

13
〉
Z
U
4
回
目
〉
リ
4

2
・4岡
山
台
出
、
『

戸
〉
，
ぐ

vL-ω
丹

M
m
o
l
l
N
で干(一回印(〕)

(
3

〉。Hrrcロ
P
P
M
2
2
5口
問

E
吋
防
庁
口
門
戸
一

2
口出

2
2
L
S巾

〉
口
同
伊
丹
司
広

ω丹
F
N
Z
2
・
2
〈
k
f
円
‘
列
国
J

J

M

吋一凶・

ω
昨日吋
mv

〈一回目印一)・

一4〕

メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
事
件
(
一
九
回
二
)

本
件
は
、
特
許
建
築
材
、

ハ
ー
ド
ボ

l
、
ト
の
阪
先
に
関
連
す
る
競
争
企
業

間
の
代
理
山
契
約
が
、
政
府
に
よ
っ
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
価
格
決
定
の

結
九
川
と
し
亡
問
責
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

被
告
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
社
他
九
社
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
建
築
材
の
製
造
・
販
売

事
業
あ
る
い
は
他
社
製
造
に
か
か
る
建
築
材
の
販
売
事
業
に
従
事
し
て
い

た
。
各
被
告
は
、
自
己
の
販
売
組
織
を
有
し
、
同
一
市
場
で
競
争
関
係
に
た

っ
て
い
た
。
そ
の
中
、
数
社
は
競
争
関
係
に
あ
る
特
許
を
所
有
し
て
い
た
。

一
九
二
六
年
に
ハ

l
ド
ボ

i
ド
の
生
産
を
開
始
し

メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
社
は
、

自
己
の
販
売
組
織
を
通
じ
て
そ
れ
を
販
売
し
て
い
た
。
こ
の
ハ

l
ド
ボ
l
ト

の
製
品
お
よ
び
製
造
工
程
に
四
つ
の
特
許
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
セ
ロ
テ
ッ

ク
ス
托
は
、
一
九
二
八
年
に
素
材
の
異
る
何
種
の
ハ
!
ド
ボ

l
ド
の
生
産
を

宣
言
し
、
翌
年
に
生
産
を
開
始
し
た
。
こ
の
製
品
に
も
数
種
の
特
許
が
与
え

ら
れ
た
。
セ
ロ
テ
ッ
ク
ス
社
の
特
許
ハ

i
ド
ボ
ー
ト
は
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
社

の
同
製
品
と
競
争
関
係
に
あ
り
、
か
つ
安
価
で
販F
売
さ
れ
て
い
た
。

一
九
二
八
年
に
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
社
は
セ
ロ
テ
ヅ
グ
久
社
に
特
許
侵
害
の

加
巧
日
行
を
免
し
、
両
社
は
交
渉
の
機
会
を
持
っ
た
が
成
果
は
無
か
っ
た
。

一
一
一
一
年
に
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
社
は
、
同
社
所
有
の
特
許
の
ひ
と
つ
が
、
セ
ロ

テ
ッ
ク
ス
社
に
侵
申
一
目
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
特
許
侵
害
訴
訟
を
提
起
し
た
。

巡
回
裁
判
所
の
段
階
で
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
れ
は
、
自
己
の
特
許
が
有
効
で
あ

り
か
つ
ハ
収
得
さ
れ
て
い
る
と
い
う
判
決
を
受
け
勝
訴
し
た
。
セ
ロ
テ
ッ
ク
ス 九

北法27C1・77)77



一手'i

社
は
こ
の
判
決
に
不
服
で
上
代
し
た
。

こ
の
当
時
か
ら
、
再
ひ
両
社
の
交
渉
が
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
交
渉

は
特
許
侵
害
訴
訟
の
当
事
者
間
の
和
解
と
、
本
件
で
問
題
と
な
る
一
九
三
一
一
一

年
の
代
理
庖
契
約
の
締
結
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
セ
ロ
テ
ッ
ク
ス
仕

資

は
、
特
許
ハ
l
ド
ボ
ー
ド
の
販
売
に
つ
丘
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
批
の
代
頭
山
と

な
っ
た
。

メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
利
は
、
こ
の
川
町
、
セ
ロ
テ
ッ
ク
ス
社
と
締
結
し
た
代

m山

契
約
と
向
越
行
の
協
定
案
を
、
本
件
の
他
の
被
合
た
ち
に
送
付
し
た
。
一
九

一
一
一
一
一
一
年
十
月
か
ら
一
九
一
一
一
間
年
の
六
汀
の
期
間
中
、
送
付
を
う
け
た
各
被
告

は
、
相
互
に
無
交
沙
で
、
そ
れ
ぞ
れ
呉
っ
た
日
付
に
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
H
N
と

代
理
由
契
約
を
締
結
し
た
。
こ
の
過
税
で
、
し
か
し
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
付

は
、
他
社
と
す
で
に
締
結
し
た
契
約
の
内
容
を
未
締
結
の
各
引
に
知
ら
せ
、

ま
た
、
新
た
に
契
約
が
締
結
さ
れ
る
と
そ
の
契
約
の
コ
ピ
ー
を
他
の
既
作
契

約
締
結
者
に
送
付
し
た
。

一
九
三
五
年
に
、
競
争
関
係
に
あ
る
イ
ン
ス
テ
ィ

チ
ュ

l
卜
社
も
、
同
様
に
代
閣
内
応
契
約
に
加
山
し
た
。

」
れ
ら
の
各
代
珂
応
契
約
は
、
そ
の
後
、

一
九
三
六
年
に
、
全
体
と
し
て

修
正
さ
れ
、
新
契
約
が
締
結
さ
れ
た
。

一
九
三
七
年
に
は
新
た
に
、
小
小
川
什
被

告
で
あ
る
他
の
二
托
も
新
突
約
に
加
入
し
た
。
こ
の
二
礼
れ
も
、
契
約
締
結
当

時
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
机
と
他
の
被
肌
け
と
の
代
照
広
契
約
の
存
在
お
よ
び
内
容

の
同
一
性
を
知
っ
て
い
た
。

:ltI1、27(1・78)78

一
九
三
一
一
一
年
の
各
代
即
応
契
約
は
、
そ
の
後
の
契
約
と
実
質
的
に
同
一
で

あ
っ
た
。
特
に
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
社
は
、
各
契
約
上
で
、
代
理
広
の
販
売
す

る
特
許
ハ

l
ド
ボ

l
ド
の
最
侭
価
格
お
よ
び
最
恵
販
売
条
件
の
指
定
権
限
を

有
し

C
い
た
。

い
く
つ
か
の
点
で
、
シ
ャ

1
7
ン
法
違
反

の
取
引
制
限
の
結
合
を
行
っ
た
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
当
裁
判
所
は
、
政

府
の
主
張
の
中
で
、
被
合
た
ち
の
代
理
信
契
約
は
特
許
ハ
l
ド
ボ
1

ド
の
途

政
府
は
、
本
件
被
作
た
ち
は
、

法
な
師
協
決
定
の
結
合
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
限
定
し
て
倹
討
し
た
。
そ
し

て
、
本
件
事
実
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
決
し
た
。

ダ
グ
ラ
ス
判
事
が
裁
判
所
な
代
表
し
て
意
見
を
述
べ
た
。

ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
ま
ず
、
本
件
事
実
に
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
社
の
特
許
権
と

代
理
広
契
約
と
が
関
係
し
て
い
な
け
れ
ば
、
被
告
た
ち
の
行
為
は
、
シ
ャ
l

マ
ン
法
違
反
の
違
法
な
価
格
決
定
の
結
合
で
あ
る
と
述
べ
た
。

た
と
え
代
理
広
と
な
る
被
告
た
ち
が
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
社
と
の
代
理
広
契

約
の
交
渉
・
締
結
の
過
程
で
相
互
に
無
関
係
で
無
交
渉
で
あ
っ
て
も
、
被
告

た
ち
の
共
同
行
為
は
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
被
告
が
、
そ
の
契
約
が
孤
立
し
た
も
の
で
な
く
、
包
括
的

な
協
定
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
ど
の
時
点
で
気
づ
い
た
か
は
明
ら
か
で
は
な



ぃ
。
し
か
し
、
各
被
行
は
協
定
が
継
続
さ
れ
る
に
伴
い
、
そ
の

H
的
と
範
囲

と
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
:
:
:
一
九
三
六
年
の
新

協
定
と
一
九
三
七
年
の
協
定
に
よ
っ
て
、
全
員
が
協
定
の
一
般
的
日
的
と
範

囲
に
気
付
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
」

こ
の
共
謀
の
推
定
は
、

イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ツ
・
サ
!
キ
ヅ
ト
事
件

(ω
口
町

C-

∞-
M
O

∞-
-US
・
)
の
先
例
に
ぷ
づ
い
て
い
る
。
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
さ

ら
に
、
被
告
た
ち
の
結
合
・
共
謀
が
価
的
決
定
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

「
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
托
だ
け
が
価
終
決
定
を
行
い
、
他
の
被
代
た
ち
は
側
格

に
つ
い
て
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
社
と
相
談
し
た
事

'r(が
な
い
こ
と
は
、
結
ん
川
の
進

法
性
を
減
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
倒
的
桁
は
、
彼
等
、
が
本
件
契
約
の
ん
川
怠
を
し

た
時
に
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
明
一
ぶ
の
、
ま
た
は
暗
黙
の
了
解
に
よ
る
委

任
で
行
な
わ
れ
た
グ
ル
ー
プ
内
の
一
社
の
側
格
決
定
は
、
直
後
の
共
川
γ
行
為

ハ
G
》

に
よ
る
価
格
決
定
と
川
様
に
違
法
で
あ
る
o

」
と
。
こ
の
よ
う
な
制
約
決
定
の

違
法
性
の
判
断
に
は
、
ト
レ
ン
ト
ン
・
ポ
タ
リ
l
ズ
事
件
(
一
九
二
七
作
)

お
よ
び
ソ
コ
ニ

l

・
ヴ
ァ
キ
ュ
1

ム
事
件
へ
一
九
四

O
年
)
の
当
然
違
法
の

法
理
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

次
に
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
代
理
問
契
約
お
よ
び
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
社
の
村
許

の
存
在
を
含
め
て
本
件
を
検
討
し
た
。
ダ
グ
ラ
ス
判
事
に
よ
れ
ば
、
代
煙
山

契
約
と
い
う
形
式
は
、
一
般
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
シ
ャ
i
マ
ン
法
の
適
用
を

免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
本
件
の
事
情
で
は
、

シ
ャ

1
7
ン
法
の
適
用
か
ら
免
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
本
件
の

事
情
と
は
、
被
告
た
ち
の
特
許
の
利
用
形
態
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
件
特
許
の
利
用
形
態
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
次

の
よ
う
な
基
本
的
前
提
を
述
べ
た
。

「
特
許
の
所
有
者
は
、
契
約
ゃ
ん
川
意
に
よ
っ
亡
、
法
律
〈
特
許
法
〉
が
附

与
し
た
も
の
を
拡
大
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
許
は
、
公
正
明
白
に
特
許

(
7〉

付
与
の
範
囲
に
入
ら
な
い
独
上
円
に
免
除
を
与
え
な
い
。
」
と
。

さ
ら
に
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
本
件
が
ベ

l

j
ン
ト
事
件
や
G
E
事
件
の

先
例
の
拘
束
を
受
け
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
理
由
は
、
本
件
で
は
、
メ

イ
ソ
ナ
イ
ト
托
が
、
作
許
製
品
の
販
完
権
守
主
命
己

-Rg耳
切
円
。
〈

gL)

を
代
理
広
に
与
え
る
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
ベ
j

メ
ン
ト
事
件
や
G
E
事
件

に
お
け
る
製
造
・
販
売
の
特
許
突
破
権
の
付
与
と
は
区
別
さ
れ
る
点
に
あ
っ

た。
そ
し
て
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
本
件
に
は
、
次
の
よ
う
な
先
例

l!特
許
製

~Ul;27(l ・ 79)79

口
問
が
販
売
さ
れ
て
購
入
者
の
所
有
に
な
っ
た
ら
、
す
で
に
当
該
製
品
は
特
許
ハ
8
v

独
占
の
範
閣
を
脱
し
て
し
ま
っ
て
お
り
特
許
法
の
保
護
下
に
は
お
か
れ
な
い

ー
ー
が
、
必
用
さ
れ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
先
例
の
適
用
に
あ
た
り
、
再
び
、
ダ



不}

グ
ラ
ス
判
事
は
次
の
こ
と
を
舷
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
科
学
及
び
有
益
な
技

芸
の
進
歩
の
促
進
が
特
汗
制
度
の
主
要
目
的
で
あ
り
、
発
明
者
へ
の
報
償
は

資

第
二
義
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
、
単
な
る
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
特

許
独
占
の
特
権
を
私
的
契
約
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ

1
7
ン
法
に
反
し
て
肱
大
さ

せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
寸
る
こ
と
、
か
、
本
件
事
実
の
判
断
の
山
発
点
で
あ

る
、
と
。
以
上
の
こ
と
を
前
提
に
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
次
の
よ
う
に
判
決

し
た
。「
確
か
に
、
特
許
権
者
、
が
特
許
製
品
の
販
売
に
代
理
庖
を
利
用
す
る
の
に

適
当
な
箱
囲
と
い
う
も
の
か
あ
る
。

EH己
の
特
許
製
品
の
販
売
に
代

m山
を

利
用
し
た
特
許
権
者
、
か
、
も
し
、
そ
の
販
先
事
業
が
特
許
権
者
向
身
の
事
業

の
一
部
で
あ
り
、
か
っ
、
議
会
か
ら
与
え
ら
れ
た
発
明
の
報
償
を
昨
保
す
る

た
め
だ
け
に
利
用
し

C
い
る
の
だ
、
と
公
正
に
述
べ
る
こ
と
が
で
主
る
な
ら

ば
、
彼
は
特
許
権
の
範
聞
を
拡
大
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
別
の
事
業

の
販
売
組
織

l
l彼
と
関
係
の
な
い
事
業
ー
ー
を
利
用
す
る
場
介
、
そ
の
よ

う
な
販
売
組
織
の
統
合
は
、

シ
ャ

l
マ
ン
法
述
反
の
取
引
制
限
に
な
り
や
す

く
、
ま
っ
た
く
別
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
そ
し
て
本
件
の
よ
う
に
、
代
理

広
契
約
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
た
販
売
組
織
が
、
特
許
権
者
の
競
争
者
の
そ

れ
で
あ
り
、
そ
の
目
的
が
特
許
製
品
の
販
必
価
総
決
定
で
あ
る
こ
と
が
明
白

な
場
合
、
そ
の
計
画
は
そ
れ
だ
け
で
限
定
さ
九
た
特
許
特
権
の
拡
大
で
あ

(
9
)
 

り
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
違
反
で
あ
る
。
」
と
。

」
う
し
て
、
特
許
権
者
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
任
は
、
先
に
述
べ
た
先
例
の
適
用

に
よ
っ
ぐ
、
代
理
的
に
特
許
製
品
を
引
き
渡
し
た
時
に
、
当
該
製
口
問
へ
の
特

許
権
者
と
し
て
の
支
配
権
を
失
い
、
そ
の
結
果
、
当
該
悩
絡
拘
束
は
通
常
の

契
約
上
の
制
限
と
し
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
な
っ
た
。

本
件
で
は
、
被
告
た
ち
の
行
為
の
倹
討
に
際
し
て
、
ベ
1

メ
ン
ト
事
件
や

G
E
事
件
の
先
例
の
拘
束
を
受
け
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
そ
の
こ
と
を
お
く
と
す
れ
ば
、
価
格
拘
束
実
施
許
諾
の
分
野
で
従
来

見
ら
れ
な
か
っ
た
ア
プ
ロ
?
チ
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ

ぅ
。
本
件
判
決
の
論
理
構
成
は
、
ま
ず
特
許
権
を
考
慮
か
ら
除
外
し
て
、
反

ト
ラ
ス
ト
法
の
新
し
い
先
例
に
基
づ
き
、
師
陣
約
決
定
の
結
合
・
共
談
合
積
極

的
に
構
成
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
次
に
、
特
許
権
の
利
用
形
態
を
含
め
て
検

討
し
て
い
る
が
、
特
許
権
に
基
づ
く
特
討
権
者
の
権
利
行
使
は
、
憲
法
の
白

的
規
定
「
科
学
及
び
有
益
な
技
芸
の
促
進
」
と
い
う
制
約
原
理
に
よ
っ
て
、

従
米
よ
り
も
そ
の
範
閤
を
厳
格
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。

特
日
制
度
の
目
的
を
規
定
す
る
憲
法
条
項
か
ら
派
生
す
る
こ
の
制
約
原
理

は
、
す
で
に
他
の
分
野
で
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
特
許
法
上

の
特
治
政
川
の
法
斑
の
形
成
に
は
、
こ
の
制
約
原
理
が
働
い
て
い
た
。
ま
た

特
許
製
品
の
再
販
価
格
維
持
行
為
や
抱
き
介
せ
条
項
に
対
す
る
反
}
ラ
ス
ト
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法
の
適
用
に
も
、
こ
の
制
約
原
理
が
働
い
亡
い
が

γ本
判
決
を
契
機
に
、
同

原
理
は
、
特
許
権
者
の
特
許
実
施
許
諸
契
約
L
L

の
価
格
拘
束
の
分
野
に
も
浸

透
し
℃
き
た
と
い
え
よ
う
。

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法
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本
件
判
決
の
前
に
、
木
判
決
と
ほ
ぼ
同
旨
の
見
解
に
た
っ
て
地
放

判
決
を
評
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・

ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
(
一
九
四
八
年
)

本
件
は
、
電
気
器
具
・
安
全
器
の
特
許
に
関
連
す
る
相
互
特
許
実
施
許
諾

(
ク
ロ
ス
・
ラ
イ
セ
ン
シ
ン
グ
)
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
多
数
の
側
栴
拘
束
耐
火

施
許
諾
が
、
政
府
に
よ
っ
て
、
特
許
安
全
器
の
販
売
価
格
決
定
の
紡
介
と
し

て
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
間
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
と
く
に
、
本
件
に
お
い

て、

G
E
判
決
の
先
例
性
が
川
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
裁

判
所
の
怠
見
が
四
対
四
の
同
数
に
割
れ
、
辛
く
も
G
E
判
決
の
先
例
性
が
維

持
さ
れ
た
v

)

と
が
九
社
円
さ
れ
る
。

被
告
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
任
は
、
安
全
器
の
二
つ
の
特
汗
を
所
有
し
℃

い
た
。
サ
ザ
ン
社
は
安
全
器
の
ひ
と
つ
の
特
許
を
所
有
し
て
い
た
。
サ
ザ
ン

社
の
特
許
は
、
安
全
器
の
基
本
特
許
で
あ
り
、
J

ブ
イ

γ
・
マ
テ
リ
ア
ル
社
の

特
許
の
ひ
と
つ
は
そ
の
改
良
特
許
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
両
社
の
こ
の
ふ
た

つ
の
特
許
は
、
相
互
に
相
手
の
特
許
権
を
利
用
で
き
な
け
れ
ば
、
実
用
化
や

商
業
化
が
で
き
な
い
関
係
に
あ
っ
た
。

両
社
は
、
交
渉
し
て
一
九
一
一
一
六
午
に
最
初
の
相
互
特
許
実
施
許
諾
契
約
を

締
結
し
た
。
双
方
と
ホ
使
別
料
無
料
で
あ
り
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
社
は

自
己
の
特
許
の
専
用
再
災
施
許
諾
格
も
サ
ザ
ン
社
に
与
え
た
。
契
約
文
書
上

の
要
請
は
な
い
が
、
ラ
イ
ン
・

7

テ
リ
ア
ル
社
は
、
特
許
安
全
器
を
十
ザ
ン

任
の
販
売
価
格
以
下
の
側
格
で
は
販
売
し
な
い
こ
と
を
合
意
し
て
い
た
。

ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
社
は
、
こ
の
時
、
他
の
被
告
六
社
に
対
し
、
自
己
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の
特
許
の
実
施
主
川
諾
権
限
は
サ
ザ
ン
社
が
持
っ
て
い
る
と
通
知
し
た
。
そ
の

結
果
、

一
社
が
サ
ザ

γ
社
か
ら
丙
特
許
の
価
格
拘
束
付
ぎ
の
実
施
権
を
受
け

た
が
、
残
り
の
五
社
は
態
度
を
保
留
し
た
。



料

価
格
拘
束
特
許
実
施
許
諾
の
新
協
定
の
提
案
が
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル

社
よ
り
な
さ
れ
、
特
許
権
者
二
社
と
実
施
権
者
た
ち
の
協
議
が
な
さ
れ
た
。

資

た
と
え
ば
、
争
い
の
な
い
事
実
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
九
年
一

O
月
二
四
日
に
、

ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
社
は
、
他
の
被
告
た
ち
と
シ
カ
ゴ
で
新
協
定
に
つ
い

て
協
議
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
協
議
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
特
許

実
施
許
諾
の
提
案
が
、
再
び
各
社
に
送
付
さ
れ
た
。
各
社
が
こ
の
協
定
に
加

入
す
る
前
の
一
九
四

O
年
一
月
に
、

一
九
三
八
年
の
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル

社
と
サ
ザ
ン
社
と
の
最
初
の
相
互
特
許
唱
え
施
計
諾
契
約
の
内
容
が
変
更
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
托
は
、
自
己
の
特
許
実
施
権
を
側

格
拘
束
付
き
で
、
か
っ
、
使
用
料
無
料
で
サ
ザ
ン
社
に
与
え
た
。
サ
ザ
ン
社

は
、
使
用
料
無
料
で
自
己
の
特
許
の
実
施
権
と
専
用
再
実
施
許
諾
権
を
ラ
イ

ン
社
に
与
え
た
。
側
栴
拘
束
は
な
か
っ
た
。
こ
の
契
約
の
内
容
は
、

九

八
年
の
最
初
の
相
互
特
許
実
施
許
諾
の
内
容
を
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
什
と

サ
ザ
ン
社
の
地
位
を
入
れ
換
え
る
だ
け
で
、
他
は
以
前
の
形
式
を
そ
の
ま
ま

引
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。

ラ
イ
ン
・
ゴ
ア
リ
ア
ル
社
は
、
こ
の
新
し
い
相
互
実
施
許
諾
契
約
に
基
づ

き
、
不
可
分
の
両
特
許
を
他
の
被
告
た
b
i
l
l
G
E
社
や
W
H
社

を

含

む

ー
ー
に
実
施
許
諾
し
た
。
そ
れ
ら
の
各
契
約
に
は
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル

社
に
よ
る
価
格
拘
束
の
条
件
、
が
含
ま
れ
て
い
た
。

一
九
四

O
年
内
に
数
多
く

の
被
告
た
ち
が
同
特
許
実
施
許
諾
契
約
に
入
り
、
数
回
の
被
告
た
ち
の
会
議

を
経
て

一
九
四
一
年
一
月
一
八
日
に
当
該
価
格
計
画
が
実
施
さ
れ
た
。

各
被
告
た
ち
は
、
ど
の
会
議
に
お
い
て
も
、
特
許
安
全
器
の
販
売
価
格
に

つ
い
て
議
論
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
認
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
契
約
の
協

議
・
締
結
の
段
階
で
、
被
告
た
ち
が
各
契
約
に
価
格
拘
束
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
を
知
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
っ
た
。

な
お
、
本
件
被
告
た
ち
の
製
造
・
販
完
す
る
特
許
安
全
器
は
、
合
衆
国
全

体
で
販
売
さ
れ
る
同
種
の
製
品
の
四

0
・
七
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い

た
。
当
該
特
許
安
全
器
と
競
争
関
係
に
あ
る
代
替
製
品
が
、
本
件
被
告
や
そ

の
他
の
電
気
器
具
製
造
業
者
に
よ
っ
て
製
造
・
販
売
さ
れ
て
い
た
。

政
府
側
は
、
木
件
被
告
た
ち
の
行
為
は
、
シ
ャ

1
7
ン
法
違
反
の
価
格
決

定
の
結
合
で
あ
る
と
申
し
立
て
た
。
政
府
側
は
、
同
時
に
、
本
裁
判
所
に
対

し
、
本
件
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る

G
E
事
件
の
先
例
性
を
再
検
討
す

る
よ
う
要
求
し
た
。

本
裁
判
所
は
、
ま
ず
、

G
E
事
件
の
先
例
を
四
対
四
で
辛
う
じ
て
肯
定

し
、
次
に
、
五
対
三
の
多
数
で
政
府
の
主
張
を
認
め
、
本
件
被
告
た
ち
の
行

為
を
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
と
し
た
。

リ
I
ト
判
事
が
、
多
数
窓
見
を
代
表
し
て
意
見
を
述
べ
た
。
ま
ず
、
リ
l

ト
判
事
は
、

G
E
事
件
の
先
例
性
に
対
す
る
裁
判
所
の
態
度
を
説
明
し
た
。
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本
件
に
関
与
し
た
八
人
の
判
事
中
、

G
E
判
決
を
廃
棄
す
べ
き
だ
と
主
援
し

た
の
が
四
人
、

G
E
判
決
の
先
例
性
を
肯
定
し
た
の
が
四
人
で
、
怠
見
は
真

二
つ
に
割
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
リ
ー
ド
判
事
は
、

G
E
判
決
の

先
例
を
有
効
な
も
の
と
見
な
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
こ
の
よ
う
な
場
介
、

G
E
判
決
が
た
例
で
あ
る
と
見
な
し
て
本
件
判
決

を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
取
引
制
限
の
共
謀
や
独
占
の
企
図
が
含

ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
特
許
権
者
(
凶
吉
宮
口
件
。
。
)
は
、
価
格
拘
束
を
し
て

他
の
者

(
E
0
5
2
)
に
特
許
の
製
造
・
販
必
実
施
権
を
与
え
て
も
よ
い
。
」
と
。

リ
ー
ド
判
事
の
こ
の
論
述
は
、

G
E
判
決
の
先
例
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

れ
を

G
E
事
件
類
似
の
一
般
的
事
実
状
況
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

(
同
〉

に
、
注
意
深
く
ゴ
口
莱
を
選
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な

G
E
事
件
の
先
制
川
の
理
解
に
立
っ
て
、
リ
ー
ド
判
事
は
、
木

件
の
検
討
に
入
っ
た
。
シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条
に
照
ら
し
た
場
合
、
川
一
特
許

分
野
の
複
数
の
特
許
権
者
た
ち
は
、
そ
の
実
施
権
者
と
の
特
許
製
品
の
価
格

決
定
の
契
約
・
協
定
を
通
じ
亡
、
自
分
た
ち
の
収
益
を
確
保
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
、
と
い
う
の
が
本
件
の
問
題
で
あ
っ
た
。

リ
ー
ド
判
事
は
、
本
件
培
た
の
中
に
、
全
当
事
者
に
よ
る
価
絡
決
定
の
人
口

窓
が
あ
り
、
も
し
特
許
権
者
が
、
特
許
権
に
基
づ
き
価
格
拘
束
を
た
す
権
限
を

与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
当
該
協
定
は
シ
ャ

l
マ
γ
渋
に
違

反
す
る
と
述
べ
た
。
本
件
合
意
の
立
証
も
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
事
件
と
同
様
、

イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ツ
・
サ
ー
キ
ッ
ト
事
件
の
先
例
に
拠
っ
て
い
た
。
次
に
リ

ー
ド
判
事
は
、
本
件
と

G
E
事
件
の
事
実
の
相
違
を
明
確
に
し
た
。
「
ラ
イ
ン

.
マ
テ
リ
ア
ル
礼
れ
の
特
許
は
サ
ザ
ン
任
の
特
許
な
し
に
は
利
用
で
き
な
か
っ

た
の
で
.
両
者
の
相
互
実
施
許
諾
の
合
意
の
結
果
は
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア

ル
社
の
手
中
に
、
同
特
許
に
よ
り
完
成
し
た
特
許
製
品
の
価
格
決
定
の
権
限

を
集
中
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
た
と
え
再
実
施
権
の
許
諾
は
、

文
言
上
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
紅
白
身
の
特
許
に
基
づ
く
価
格
決
定
と
し

て
G
E
事
件
の
パ
タ
ー
ン
含
ま
ね
て
は
い
る
が
、
一
九
四

O
年
一
月
の
相
互

実
施
許
諾
に
よ
っ
て
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
社
に
付
加
さ
れ
た
権
利
は
、
自

己
の
特
許
に
基
づ
く
製
品
の
価
格
決
定
の
効
果
を
、
サ
ザ
ン
社
の
特
許
を
も

具
現
し
た
同
製
品
に
及
ぼ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

M
P」
と
。
リ
ー
ド
判
事
は
、

本
件
と

G
E
事
件
と
の
差
異
を
、
所
有
者
の
異
る
特
許
に
基
づ
く
価
格
決
定

と
い
う
点
に
見
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
リ

I
ド
判
事
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
と
特
許
法
の
]
般
的
関
係
に
つ

い
て
言
及
し
た
。
そ
し
て
、
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
阻
害
さ
れ
な
い
機
能
こ
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そ
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
を
立
法
し
た
議
会
の
意
思
で
あ
り
、
自
由
経
済
の
原
別

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
こ
の
例
外
は
議
会
の
立
法
に
よ
っ
て
の
み
創
設
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
特
許
法
は
、
議
会
に
よ
っ



料

て
立
法
さ
れ
た
例
外
で
あ
る
が
、
そ
の
例
外
は
特
許
法
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ

た
独
占
に
の
み
限
定
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
こ
と
か

資

ら
、
リ
l
ド
判
事
は
、
特
許
法
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
な
命
題
を
導
き
出
し
た
。

「
無
効
な
の
は
特
許
の
独
占
で
は
な
く
、
そ
の
独
占
の
不
当
な
利
用
で
あ

〔
印
)
る
。
」
と
。

こ
の
命
題
は
、
前
述
し
た
特
許
法
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
共
存
可
能
性
を
前

提
に
し
て
、
両
法
の
関
係
を
規
律
す
る
基
本
的
原
則
を
示
す
命
別
で
あ
り
、

リ
ー
ド
判
事
は
、
ま
さ
に
こ
の
原
則
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
ω

も
っ
と
も
、

こ
の
命
題
は
、
裁
判
所
に
と
っ
て
具
体
的
な
判
断
基
準
と
は
な
ら
ず
、
何
が

特
許
独
占
の
不
当
な
利
用
に
該
当
す
る
か
、
と
い
う
調
整
川

M
F、
あ
ら
た

め
て
具
体
的
ケ
ー
ス
に
お
い
て
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
内
山
を
、
リ

i
ド
判
事
は
本
件
に
即
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
か
く
て
、
我
々
は
、
特
許
権
に
よ
る
迎
法
な
取
引
制
限
と
シ
ャ
i
マ
ン

法
が
広
範
に
禁
止
し
て
い
る
違
法
な
取
引
制
限
と
の
調
整
を
要
請
さ
れ
る
。

こ
の
調
整
は
、
し
か
し
、
す
で
に
達
せ
ら
れ
て
い
る
。
?
な
わ
ち
、
先
例
の

現
状
で
は
、
特
許
権
者
合
同
出
常
三

2
)
は、

G
E
判
決
の
下
で
、
競
争
者

(
m
n
O
B
円
高
言
。
円
)
に
、
価
格
拘
束
を
し
て
製
造
・
販
売
の
作
汗
実
施
許
諾

を
適
法
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
数
多
く
の
判
例
の
下
で
、
競
争

か
ら
免
れ
る
限
界
は
、
特
許
権
の
付
与
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
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特
許
独
占
の
限
界
を
超
え
た
特
許
製
品
の
価
格
拘
束
は
シ
ャ

1
7
γ
法
に

違
反
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
特
許
権
の
付
与
範
囲
は
厳
格
に
解
釈
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
、
と
い
う
原
則
を
念
頭
に
お
け
ば
、
本
件
協
定
の
価
格
拘
束
の
法

(
引
〉

的
効
力
の
問
題
は
た
だ
ち
に
解
釈
で
き
よ
う
じ
と
。

つ
づ
い
て
、
リ
!
ド
判
事
は
、
次
の
よ
う
に
判
決
し
た
。

「
特
許
法
は
、
実
施
権
者
が
販
売
す
る
特
許
製
品
の
価
格
を
、
特
許
権
者

が
決
定
す
る
と
い
う
権
利
に
つ
い
て
特
別
に
規
定
し
て
い
な
い
。

G
E事
件

は
、
二
疋
の
条
件
の
下
で
、
特
許
権
者
が
、
実
施
権
者
の
販
売
す
る
特
許
制
捜

口
山
の
価
格
を
合
法
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
判
決
し
た
け
れ
ど
も
、
本

裁
判
所
は
、
別
々
の
特
許
の
異
っ
た
所
有
者
達
が
、
相
互
特
許
実
施
許
諾
や

そ
の
他
の
協
定
に
よ
っ
て
、
彼
等
と
そ
の
実
施
権
者
と
が
付
け
る
と
こ
ろ
の

特
許
製
品
の
販
売
価
格
を
、
決
定
で
き
る
と
認
め
た
事
は
な
い
。
競
争
関
係

に
あ
る
、
相
互
に
侵
害
し
な
い
特
許
の
所
有
者
た
ち
が
、
そ
の
特
許
を
結
合

し
て
、
そ
の
特
許
で
製
造
さ
れ
る
製
品
の
す
べ
て
を
価
格
拘
束
す
る
場
合
、

単
一
の
特
許
権
者
が
実
施
権
者
の
価
神
的
を
拘
束
す
る
よ
り
、
よ
り
一
一
層
重
大

な
競
争
侵
害
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
た
と
え
本
件
の
よ
う
に
、
改
良
特
許
が

基
本
特
許
の
実
施
権
な
し
に
は
利
用
で
き
ず
商
業
的
に
競
争
関
係
に
た
っ
て

〈

mv

い
な
い
場
合
で
も
、
こ
の
議
論
は
妥
当
す
る
。
」
と
。



さ
ら
に
、
被
合
た
ち
が
、
価
終
決
定
権
を
行
使
し
た
の
は
特
許
権
者
ラ
イ

γ
・
マ
テ
リ
ア
ル
托
の
み
で
あ
り
、

G
E
判
決
が
有
効
な
ら
、
本
件
も
適
法

に
な
る
の
が
論
朝
内
的
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
事
に
対
し
、
リ
ー
ド
判
事
は
次

の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
し
か
し
、
我
々
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
詳
論
は
、
本
件
の
複
数
の
実

施
権
許
諾
が
、
取
引
制
限
の
窓
図
を
立
証
す
る
累
積
的
効
果
を
有
す
る
こ
と

を
考
慮
し
て
い
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
当
該
協
定
の
明
白
な
目
的
と
効
果

は
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
れ
に
批
判
許
製
品
の
価
格
を
決
定
さ
せ
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
た
と
え
、
側
協
決
定
、
か
村
治
権
者
た
ち
の
少
数
に
よ
っ
て
行
な
わ

れ
て
も
、
我
々
は
、
そ
れ
が
、
取
引
制
限
|
|
特
許
権
者
と
実
施
権
者
に
よ

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

る
取
引
制
限
で
あ
っ
て
も
!
ー
を
禁
止
す
る
シ
ャ

l

マ
ン
法
に
対
す
る
防
墜

を
こ
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
」
と
。

か
く
し
て
、
被
竹
た
ち
の
行
為
は
、
特
許
法
の
保
護
範
囲
を
逸
脱
し
て
シ

ヤ
|
マ
ン
訟
に
違
反
す
る
悩
絡
決
定
の
結
合
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

多
数
意
見
に
組
み
し
た
タ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
さ
ら
に
、

G
E
事
件
判
決
を

廃
棄
す
べ
き
だ
と
い
う
立
場
か
ら
、
補
足
意
見
を
述
べ
た
。
他
の
三
人
の
判

事
も
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
る
。

ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
憲
法
の
特
許
制
度
の
目
的
規
定
か
ら
、

G
E
事
件
を

廃
棄
す
べ
き
原
則
を
引
き
出
し
て
い
る
。

「
発
明
者
に
確
保
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
発
明
の
排
他
的
権
利
で
あ
る
。

発
明
者
に
対
す
る
報
償
は
ま
っ
た
く
第
二
義
的
な
も
の
で
あ
る
の
憲
法
に
規

定
さ
れ
て
い
る
特
許
法
の
目
的
は
、
科
学
お
よ
び
有
益
な
技
芸
一
の
進
歩
の
促

進
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

議
会
は
、
そ
の
基
準
に
従
つ
℃
、
特
許
権
者
に
発
明
の
製
造
・
使
用
・
販

売
の
排
他
的
権
利
の
み
を
与
え
て
い
る
。
」
と
。

さ
ら
に
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
こ
う
し
た
憲
法
的
基
準
が
、
原
則
的
に
適

用
さ
れ
て
い
る
分
野
に
言
及
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ピ
ク
チ
ャ

1
・
パ
テ

γ
ツ
事
件
か
ら
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ソ
ル
ト
事
件
ま
で
、
裁
判
所
は
、
特
許
権
者
の
排
他
的
権
利
を
、
任

意
の
条
件
を
課
し
て
実
施
権
を
与
え
る
権
利
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
を
一
貫

し
て
許
さ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
条
件
を
付
す
る
制
限
は

特
許
権
者

に
、
契
約
に
よ
る
独
占
の
拡
大
を
可
能
に
さ
せ
、
す
べ
て
の
財
産
に
適
用
さ

〔

mv

れ
る
べ
き
一
般
法
の
要
請
を
免
れ
さ
ぜ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
G

こ
れ
ら
の
分
野
は
、
特
許
権
者
の
特
許
製
品
購
入
者
に
対
す
る
制
限
を
対

象
に
し
た
特
許
務
用
の
法
理
や
ク
レ
イ
ト
ン
法
三
条
の
適
用
事
件
の
分
野
で

あ
る
。
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
そ
れ
ら
の
事
件
分
野
の
判
決
の
精
神
を
、
同
分

野
の

7
1
コ
イ
ド
事
件
を
引
用
し
て
、
次
の
よ
う
に
明
確
に
し
て
い
る
。

「
特
許
権
者
に
と
っ
て
必
要
・
便
宜
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
特
許
権
に
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が}

よ
っ
て
別
の
独
占
を
形
成
す
る
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
特
許
権
者
が
実

路
許
諾
を
拒
絶
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
彼
が
使
用
条
件

iff 

を
課
し
J

し
特
許
独
占
十
一
肱
大
す
る
こ
と
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。
特
許
は
特

権
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
共
的
日
的
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
特
権
で
あ

る
。
そ
の
特
権
は
発
明
か
ら
山
来
し
、
明
細
書
に
記
載
さ
れ
た
発
明
の
範
囲

に
限
定
さ
れ
る
。
特
許
権
者
が
自
己
の
発
明
に
何
か
を
結
び
つ
け
れ
ば
彼

は
、
財
産
の
所
有
権
者
と
し
て
、
自
己
の
権
利
の
た
め
に
契
約
し
て
い
る
に

す
ぎ
ず
、
他
の
何
物
で
も
な
い
。
彼
は
、
そ
の
場
合
、
一
般
渋
が
そ
の
よ
う

(
幻
}

な
契
約
を
規
制
す
る
す
べ
て
の
制
限
に
服
す
る
。
」
と
。

ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
こ
の
よ
う
な
原
則
が
側
絡
拘
束
特
許
突
施
許
諾
の
分

野
に
は
貰
ぬ
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
疑
山
を
投
じ
、
か
っ
こ
の
原
則
を
貫
ぬ

く
べ
き
で
あ
る
と
次
の
よ
う
に
主
訴
し
た
。

「
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
一
述
の
事
件
の
中
で
例
外
を
一
泊
し
た
。
一

九
二
六
年
の

G
E
率
引
に
お
い
て
、
川
判
決
は
ベ
l
メ
ン
ト
事
件
に
従
レ
、

特
許
発
明
の
製
造
・
版
先
の
災
施
河
川
訪
に
側
格
拘
束
を
付
す
る
こ
と
を
支
持

し
た
。
こ
の
判
決
に
よ
り
、
シ
ャ

l
マ
ン
訟
違
反
と
な
る
価
格
決
定
で
も
、

そ
れ
に
特
許
権
が
関
連
し
て
い
る
場
人
け
に
は
、
適
法
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、

ど
の
よ
う
な
権
限
に
基
づ
い
て
こ
の
よ
う
な
判
決
が
下
さ
れ
た
の
か
。

特
許
訟
は
価
格
決
定
の
結
介
に
つ
い
て
何
も
規
定
し
て
い
な
い
。
事
実
、

特
許
法
は
、
結
合
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
連
す
る
限
り
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
特
許
訟
が
付
与
す
る
も
の
は
、
『
発
明
の
製
造
・
使

用
・
販
売
を
な
す
排
他
的
権
利
』
で
あ
る
。
他
の
者
と
結
合
し
て
特
許
製
品

の
価
格
を
決
定
す
る
権
利
は
与
え
ら
れ
て
は
な
い
。
特
許
法
が
こ
の
点
に
関

し
て
沈
黙
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
分
野
の
仙
格
決
定
の
有
効
性
は
、
一
般
法

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
シ
ャ

1
7
ン
訟
が
価
格
決
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定
の
結
合
を
違
法
に
し
て
い
る
の
で
、
特
許
権
に
も
他
の
財
産
権
と
同
様
に

こ
の
法
作
の
禁
止
を
適
用
す
る
こ
と
が
、
論
理
的
で
あ
り
、
か
つ
シ
ャ

l
マ

(
拙
〕

ン
訟
に
表
現
さ
れ
た
公
共
政
策
(
公
益
〉
と
調
和
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
。

さ
ら
に
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、

G
E
事
件
判
決
は
、
特
約
権
者
に
で
き
る

だ
け
向
い
収
録
を
縫
保
さ
せ
る
こ
と
に
関
心
が
あ
り
、
窓
法
の
規
定
す
る

「
科
学
お
よ
び
有
益
な
技
芸
の
進
歩
の
促
進
」
と
い
う
目
的
よ
り
も
、
収
益

の
佐
保
と
い
う
手
段
を
特
許
制
度
の
第
一
義
的
目
的
と
み
て
い
る
、
と
批
判

し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

G
E
判
決
に
よ
っ
て
、
特
許
権
者
は
、
排
他
的
権

利
に
よ
る
固
有
の
収
益
を
得
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
競
争
者
と
の
結
合

に
よ
る
競
争
抑
圧
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
取
引
制
限
の
た
め

の
結
合
に
よ
り
利
益
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
最
後
に
、
ダ

グ
ラ
ス
判
事
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
議
会
で
は
な
く
、
本
裁
判
所
が
、
本
件
が
依
拠
し
た
〈

G
E
)
理
論
の



創
設
者
で
あ
っ
た
。
本
裁
判
所
の
認
め
た

(
G
E
)
ル
l
ル
は
、
議
会
が
特

許
法
に
書
き
込
ん
だ
私
的
収
益
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
同
ル

l
ル

を
創
設
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
が
附
ル
ー
ル
を
廃
棄
す
る
イ
ニ
シ
ア
テ

ィ
ブ
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、
同
ル
l
ル
を
、
憲
法
が
特
許
制

度
に
課
し
た
基
準
に
介
致
さ
せ
る
事
は
難
か
し
い
と
考
え
る
。

同
ノレ

ノレ

は
、
明
ら
か
に
、
議
会
が
シ
ャ
l
マ
ン
訟
に
記
載
し
た
競
争
的
基
準
に
反
す

る
。
」
と
。

ダ
グ
ラ
ス
判
事
の
見
解
は
、
特
治
実
施
許
諾
上
の
価
格
拘
束
を
、
特
許
権

者
の
特
許
法
に
基
づ
く
'
作
利

μ使
の
範
囲
か
ら
締
め
出
し
、

一
般
の
契
約
上

の
制
限
と
し
イ

一
律
に
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
と
処
理
し
よ
う
と
す
る
も
の

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

で
あ
っ
た
。

G
E
判
決
の
先
例
は
廃
来
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ダ
グ
ラ
ス
判

事
を
含
め
た
四
判
事
が

G
E
事
件
の
廃
来
を
主
張
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

G

E
事
件
が
全
員
一
致
の
判
決
で
あ
っ
た
事
を
想
起
す
る
と
、
ま
さ
に
隔
世
の

感
が
あ
る
。

本
件
の
反
対
意
見
は
、
バ

1
ト
ン
判
事
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
少

数
意
見
は
、
パ

1

ト
ン
判
事
を
含
め
た
三
判
事
の
見
解
で
あ
る
。
パ
ー
ト
ン

判
事
は
、

G
E
事
件
判
決
の
正
当
性
を
、
特
許
の
排
他
的
権
利
か
ら
悩
格
拘

束
の
制
限
を
論
理
的
に
演
料
い
す
る
こ
と
を
通
じ
て
主
張
し
た
。
ま
た
、
価
格

拘
束
に
よ
る
特
許
権
者
の
収
益
の
確
保
の
必
要
説
を
説
い
た
。
そ
し
て
、

G

E
事
件
が
先
例
と
し
て
有
効
で
あ
る
か
ら
、
本
件
事
実
も
そ
の
先
例
に
従
っ

て
適
法
と
さ
れ
る
、
と
述
べ
た
。
パ

1

ト
ン
判
事
は
、
本
件
に
お
い
て
、
特

許
の
所
有
者
が
異
る
と
い
う
形
式
を
重
視
せ
ず
、
本
件
特
許
が
同
一
製
品
の

不
可
分
の
二
特
許
で
あ
り
、

G
E
事
件
の
コ
一
つ
の
特
許
よ
り
も
関
連
性
が
高

い
の
で
、
そ
れ
ら
の
特
許
に
基
づ
く
価
格
拘
束
は
合
理
的
で
あ
る
と
述
べ

た
。
そ
し
て
、
リ

1
ト
判
事
の
意
見
は
実
質
よ
り
も
形
式
に
拘
泥
し
て
い
る

と
批
判
し
た
。
ま
た
、
本
件
で
は

G
E事
件
と
呉
っ
て
、
実
施
権
者
は
複
数

い
る
が
、
彼
等
の
閉
じ
は
価
格
決
定
の
合
意
や
了
解
が
な
か
っ
た
と
認
定

し
、
適
法
な
実
施
権
許
諾
の
単
な
る
集
合
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
た
。

ハ
ー
ト
ン
判
事
の
意
見
は
、
初
期
判
決
に
忠
実
な
考
え
方
に
た
ち
、
特
許

権
の
著
し
い
濫
用
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
で
主
る
だ
け
特
許
権
者
の
収
益

(nv 

確
保
を
保
護
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

本
件
に
お
い
て
、

G
E
事
件
の
先
例
性
は
辛
く
も
肯
定
さ
れ
、
本
件
事
実

は
、
こ
の
先
例
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
と
判

決
さ
れ
た
。
本
件
は
、
被
告
た
ち
の
市
場
占
有
率
も
比
較
的
低
く
、
当
事
者

北法Z7(1・87)87

間
の
産
業
支
配
の
意
図
な
い
し
目
的
が
、
事
実
に
よ
っ
て
明
確
に
示
さ
れ
て

い
ず
、
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ツ
・
サ
ー
キ
ッ
ト
事
件
の
先
例
に
よ
っ
℃
当
事
者

聞
の
共
同
行
為
が
認
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
で
、
裁
判
所
の



料

厳
格
な
態
度
を
よ
く
知
る
こ
と
の
で
き
る
判
決
で
あ
ろ
う
。
本
件
事
実
の

G

E
事
件
の
事
実
と
の
区
別
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
複
数
の
特
許
権
者
の
特
許

資

の
結
人
口
(
相
互
特
許
実
施
許
諾
に
よ
る
結
合
〉
と
い
う
比
較
的
明
瞭
な
事
実

に
お
か
れ
た
。
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
、
今
後
、
少
な
く
と
も
所
有
者
の
呉
る

特
許
の
結
介
に
基
づ
く
価
格
拘
束
実
施
許
諾
は
、

G
E
理
論
の
保
護
下
に
お

か
れ
ず
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
と
な
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
本
件
に
お
い

て
、
相
互
特
許
出
火
施
許
諾
が
、
特
許
発
明
の
実
用
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
も
、
そ
の
特
許
の
結
合
に
基
づ
く
仙
格
拘
束
実
施
許
諾
が
反
ト
ラ

ス
ト
法
違
反
と
さ
れ
た
こ
と
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
判
決
の
厳
格
さ
を
示

し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
件
判
決
の
厳
し
さ
が
、

G
E
理
論
の
肯
定
と
、
ど
の
よ
う
な

関
係
に
た
つ
の
か
、
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
、
競
争
制
限
の
程
度
に
お
い

て
、
本
件
と

G
E
事
件
を

K
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑

〈

uv

問
も
H
3
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
川
事
件
に
つ
い
て
、
市
場
占
有
率
、
特
許

相
互
聞
の
閃
辿
性
等
を
比
較
す
れ
ば
、
そ
れ
程
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
リ
l
ド
判
事
の
本
件
に
お
け
る
区
別
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
あ
ま
り

に
形
式
的
な
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
を
受
け
る
余
地
を
残
し
て
い

円
割
》る
。
結
局
、
本
判
決
は
、

G
E
理
論
を
廃
棄
し
な
か
っ
た
事
に
よ
っ
て
、
今

後
ど
の
よ
う
な
事
実
が

G
E
理
論
の
下
に
置
か
れ
る
か
と
い
う
、
明
確
に
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
を
残
し
た
こ
と
に
な
る
の

ま
た
、
本
件
に
お
い
て
、
リ
ー
ド
判
事
が
、

G
E
事
件
の
先
例
を
、
「
特
許

北法27(1・88)88

権
者
は
、
価
格
拘
束
を
し
て
、
他
の
者

(BG件
}
百
円
)
に
特
許
の
製
造
・
販
売

の
実
施
権
を
与
え
て
も
よ
い
」
と
い
う
内
容
に
限
定
し
て
解
釈
し
た
こ
と

は
、
後
に
な
っ
て
、

E
0
5
2
を

g
q
C
5
に
解
す
る
か
否
か
の
問
題
を

生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ニ
ュ

l
パ
1

グ
・
モ

イ
ア
事
件
で
検
討
す
る
。

(
門
川

)
C
Z
H
同
止
己
主
2
〈
・
ピ
ロ
ぬ
豆
旦
色
白
-
。
0
.
、

ω
ω
ω
C
・
ω

M
∞吋

(
一

U
A
∞)・

(
同
〕
こ
れ
ま
で
の
一
連
の
事
件
と
比
較
す
る
と
、
本
件
に
お
け
る
被
告

た
ち
の
市
場
占
有
率
は
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
。
ち
な
み
に
、

G

E
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
た
ち
は
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
高
い
市
場

内
有
率
を
有
し
て
い
た
。
裁
判
所
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
何
等
一
一
一
一
円
及

し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

G
E
判
決
の
先
例
性
を
承
認
し
た
以
上
、

本
件
の
こ
の
事
実
FL
何
等
か
の
言
及
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思

わ
れ
る
の
だ
が
ー
ー
ー
。

(日〉

ω
ω
ω
C
・
ω

N
∞
ア
え

ω
E

(
同

)
F
E
-

(
げ

)

E
・白件

ω
日・

(
m
m
)

包

巳

ω
O
吋|一
0

・

こ
の
点
に
関
す
る
リ
l
ド
判
事
の
議
論
は
、
現
代
反
ト
ラ
ス
ト
法



価絡拘束特許失施許諾契約と反トラスト法

の
思
必
的
廿
哨
礎
を
一
以
す
上
川
県
的
論
述
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
抗
二
節

註
(
什
)
前
出
向
の

Z
白
〉
亡
山
論
文
、
ヲ

ω
8・
コ
・
吋
参
照
。

(
川
口

)
ω
ω
ω
C
ω
-
M∞
ア
己

ω
一。

(
却
)
リ
l
ド
判
事
が
、
こ
う
し
た
反
ト
ラ
ス
ト
法
と
特
許
法
と
の
調
整

に
か
か
わ
る
廿
柄
本
原
則
を
明
示
し
た
の
は
、
当
時
の
司
法
省
反
ト
ラ

九
ト
部
を
小
心
に
し
た
以
特
許
攻
勢
に
対
し
て
、
裁
判
所
の
態
度
を

示
寸
色
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
司
法
省
反
ト
ラ
ス
ト
部
を
中
心
と

し
た
一
群
の
人
々
は
、
村
許
制
度
に
基
づ
く
排
他
的
権
利
H
独
占
の

付
与
'H体
を
以
ト
ラ
ス
ト
訟
に
抵
触
す
る
と
考
え
て
い
た
。
彼
等

は
、
彼
等
の
根
深
い
特
許
制
度
に
対
す
る
不
信
と
同
制
限
へ
の
挑
戦

に
よ
っ
て
「
反
特
許
十
字
年
」
(
仲

Z
g
Z
E
2込
町

E
E牛
耳
乙
と

呼
ば
れ
て
い
る
。

n
h
h

・

0Pσσovdmw
同J
M
n
m
m，
即
日
吉
田
戸
口
匂
ω宏
口
同
「

Fnm口
百

ω
ω
ロ
仏
叶
7
0

〉
コ
門
広
円
己
防
仲
間
k
m
凶当
F

印
}
〈
回
目
・
「
・
同
州
回
〈

M
吋
ω
4
ω
丹

日

〕

1u
・

(
引

)
ω
ω
ω
C
-

∞-
N
∞
ア
巳

2
0
1
二・

(
幻
〉

E
・

2
一-

(
お
)
芯
・

ω

一MI
G
-

(
刊
日

)
E
ω
一目

(

お

〉

5
.
2叶
・

(

お

〉

目

J
向

2
n
o三
・
(
一
C
号
〈
・

7
t門
ア
向
。
三
百

g件
同
ロ
〈
ゆ
弘
吉
ゆ
口
仲
(
U
0
・w
ω
M
C

c・
ω・
8
一
つ
由
主
)

ハ
幻
)

(
汚
)

円《{・

ω仲
間
回
目
・

ω
ω
u
d
'
ω
・
N
∞
ア
町
出
件

ω一吋
l
a
.

(
却

)
E
-
主

ω
N
一-

(
初
)
パ

l
ト
ン
判
事
の
説
明
は
、
こ
う
で
あ
る
。
特
許
権
は
、
完
全
に

排
他
的
権
利
で
あ
る
。
特
許
実
施
許
諾
は
、
こ
の
完
全
な
排
他
的
権

利
を
一
部
解
除
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
特
許
実
施
許
諾

上
の
制
限
は
、
こ
う
し
た
解
除
の
一
部
を
間
保
す
る
こ
と
で
あ
り
、

や
は
り
完
全
な
排
他
的
権
利
を
一
部
解
除
し
て
い
る
こ
と
に
変
り
は

な
い
。
完
全
な
排
他
的
権
利
が
特
許
権
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
以

上
、
特
許
実
施
許
諾
ト
一
の
制
限
も
、
当
然
そ
の
権
利
の
中
に
含
ま
れ

で
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
。
こ
の
説
明
は
、
初
期
判
決
ベ

l
メ
ン
ト

事
件
の
判
旨
を
論
理
的
に
整
序
し
た
も
の
と
い
え
る
。

円『・

ω
ω
ω
C
-
∞

-
M∞
ア

主

ω
a
l
g・

(
引
〉
リ
l
ト
判
事
が
重
視
し
た
、
相
互
実
施
許
諾
H
所
有
者
の
異
る
特

許
の
結
合
と
い
う
事
実
は
、
パ
ー
ト

γ
判
事
に
と
っ
て
は
単
な
る
形

式
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
バ

l
ト
ン
判
事
に
よ
れ
ば
、
相
互
申
人
施
許
諾

と
い
う
形
式
に
拠
ら
ず
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
特
許
を
譲
渡
す
る
形
式

に
基
づ
い
て
特
許
実
施
許
諾
を
寸
れ
ば
、

G
E
事
件
の
事
実
と
異
る

と
こ
ろ
が
な
く
な
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

競
争
制
限
の
程
度
も
、
異
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
。
結
局
、
パ

ー
ト
ン
判
事
に
と
っ
て
、
リ
ー
ド
判
事
の
意
見
1
1
「
競
争
関
係
に

あ
る
、
相
互
に
侵
害
し
な
い
特
許
の
所
有
権
た
ち
が
、
そ
の
特
許
を

結
介
し
て
、
そ
の
特
許
で
製
造
さ
れ
る
製
品
の
す
べ
て
を
価
格
拘
束

す
る
場
合
、
単
一
の
特
許
権
者
が
実
施
権
者
の
側
格
を
拘
束
す
る
よ

り
、
よ
り
一
一
層
重
大
な
競
争
侵
害
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
」

1

1
は、
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Ir 
和
'

本
件
古
市
災
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
忠
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
初

期
判
決
を
踏
襲
す
る
立
助
か
ら
で
は
あ
る
が
、
本
件
判
決
の
山
題
点

を
指
摘
し
た
も
の
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
バ

l
ト
ン
判
事
は
、
ヲ
イ

γ
・
マ
テ
リ
ア
ル
討
の
尖
随
許

諾
の
対
象
企
業
に
、
有
9

バ
企
栄
G
E任、

W
H
社
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
を
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
社
の
価
格
拘
束
に
対
抗
力
的
性
格

を
認
め
る
ベ
ケ
も
の
と
し
て
、
指
摘
し
て
い
る
。

(
位
〉
パ

l
ト
ン
判
事
も
、
肘
刊
行
総
の
著
し
い
滋
用
ゃ
、
特
許
権
者
お
よ

び
実
施
権
者
間
に
競
争
制
限
を
日
的
と
す
る
共
謀
が
明
確
に
立
証
さ

れ
る
場
合
は
、
特
許
一
川
尖
施
許
誌
上
の
価
格
拘
束
を
、
反
ト
ラ
ス
ト
法

違
反
と
す
る
こ
と
に
郎
防
し
な
い
。
こ
の
点
は
、
次
の
ジ
プ
サ
ム
事

併
に
よ
っ
て
一
亦
さ
れ
よ
う
。

(お
)

Z

C

合
唱
三
回
hp

出
子
円
、
.
見
出
ィ
・
一
A
M
吋
〈
一
宝
∞
)
・

(
川
出
)
前
掲
註
(
引
〉
参
照
。

(お
)

Z

C
昨

P

E官
包
ロ

c
g
G
3
・
民
一
会
N

・

(お
)
ω
ω
ω
C・
ω・
M

∞ア

a
ω
E
.

ff 

四

〈
幻
〉

ユ
l
・
エ
ス
・
ジ
プ
サ
ム
事
山
口
〈
一
九
四
八
年
〉

本
件
は
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
任
事
件
と
向
日
に
判
決
さ
れ
、

G
E
事

件
の
解
釈
に
つ
い
て
川
事
件
と
川
一
の
見
解
に
た
っ
て
い
る
。
本
件
で
は
、

建
築
材
の
石
有
製
品
に
関
連
し
て
、
被
作
た
ち
が
、
特
許
製
品
と
非
特
許
製

品
の
価
格
決
定
、
競
争
排
除
の
た
め
の
特
前
ボ

l
ド
の
タ
イ
プ
と
そ
の
生
産

方
法
の
標
準
化
、
仲
買
人
の
市
場
か
ら
の
締
め
出
し
、
特
許
ボ

l
ド
の
流
通

の
規
制
等
の
共
謀
を
し
た
と
し
て
問
題
さ
れ
た
。

被
合
た
ち
は
、
石
有
の
生
産
お
よ
ひ
石
膏
製
品

l
l石
背
プ
一
ア
ス
タ
ー
-

ボ

l
卜
、
石
一
日
行
ラ
ス
、
石
育
壁
ボ
!
ド
、
石
脊
プ
ラ
ス
タ

l
l
iの
製
造
販
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売
事
業
に
従
事
し
て
い
た
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
共
謀
が
申
し
立
て
ら
れ

た
当
時
、
す
ベ

ζ

の
被
告
は
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
以
東
の
市
場
で
最
初
の
一
一
一
製
品

ー

i
石
灯
プ
ラ
ス
タ

l
、
石
育
ボ

l
ト
、
石
膏
ラ
ス
ー
ー
の
ほ
と
ん
ど
全
部

を
飯
允
し
て
い
た
。
石
一
一
骨
プ
ラ
ス
タ
!
の
販
売
も
、

M
地
域
の
実
質
的
部
分

を
占
め
て
い
た
。
当
該
石
官
製
品
は
建
築
産
業
で
広
範
に
使
用
さ
れ
て
い

た

一
九
一
一
一
年
以
前
、
石
存
ボ
ー
ド
と
し
て
は
、
石
一
村
が
ボ

l
ド
の
四
辺
か

ら
露
山
し
て
い
る
オ
ー
プ
ン
・
ボ

l
ド
が
製
造
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、

U

-
S
・
ジ
プ
サ
ム
社
〈
以
下
ジ
プ
サ
ム
社
)
は
、
ボ
ー
ド
の
四
辺
を
閉
じ
た

ボ
ー
ド
の
製
造
特
許
討
を
譲
り
受
け
た
。
こ
の
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ボ

l
ド
は
、
生

産
コ
ス
ト
が
低
く
、
運
搬
中
に
破
損
さ
れ
に
く
く
、
釘
付
し
て
も
崩
れ
な
い

の
で
、
オ
ー
プ
ン
・
ボ

l
ド
よ
り
も
質
的
に
優
れ
て
い
た
。
ジ
プ
サ
ム
社

は
、
こ
の
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ボ
l
ド
の
製
造
工
程
に
他
の
多
く
の
特
許
を
獲
得

し
て
い
た
。

も
と
も
と
、
ン
プ
サ
ム
社
は
、
)
九

O
一
年
の
設
立
以
来
、
石
有
産
業
の

中
心
企
業
で
あ
っ
た
。
一
九
三
九
年
に
、
問
社
は
東
部
の
4
1
石
有
ボ

l
ド
の



五
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
問
問
先
し
て
い
た
。

一
九
二
六
年
の
初
め
に
、
同
社
は
他

の
競
争
企
業
に
削
機
拘
束
を
付
し
た
特
許
実
施
権
を
与
え
、

一
九
二
九
年
以

降
、
向
托
は
ほ
と
ん
ど
の
被
刊
が
販
売
す
る
石
膏
ボ
1

ド
の
価
格
を
決
定
し

』、--。

1

0し
手
れ

一
九
三
七
午
に
は
、
他
の
被
行
二
社
、
が
同
特
許
実
施
許
諾
を
受
け

た
の
で
、

M
序
業
に
お
け
る
側
協
拘
束
特
許
実
施
許
諾
契
約
の
ネ
ッ
ト
ワ

i

ク
が
完
成
し
た
。

当
該
不
ッ
ト
ワ
l
夕
、
が
完
成
す
る
過
程
で
、
ジ
プ
サ
ム
社
は
、
他
の
被
告

を
特
許
佼
咋
訴
訟
で
訴
え
、
次
に
、
制
約
拘
束
付
き
の
特
許
実
施
権
を
相
手

に
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
争
い
を
解
決
す
る
方
法
を
と
り
つ
づ
け

IiJfi絡拘束特許尖施許諾契約と反トラストiJ:

た
。
他
の
被
代
企
業
に
と
っ
て
も
、
こ
の
過
程
は
、
本
件
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

入
あ
か
、
止
ま
る
か
の
侵
雑
な
川
心
感
の
絡
ん
だ
市
場
戦
略
的
判
断
の
過
程
で

〈日以

あ
っ
た
。

政
府
は
、
各
被
行
た
ち
が
、
同
点
版
業
の
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
が
価
栴
拘
束

を
含
む
川
一
の
特
許
尖
施
許
諾
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
印
刷
り
つ
つ
、
ジ
プ

サ
ム
社
と
当
該
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
結
果
、
特
許
ボ
l
ド
の
価
格
競
争
が

排
除
さ
れ
、
非
特
許
製
品
の
生
保
が
抑
圧
さ
れ
、
特
許
ボ
ー
ド
の
販
光
が
規

制
さ
れ
た
と
主
仮
し
た
。
こ
の
事
を
立
証
す
る
た
め
に
、
政
府
は
多
数
の
証

拠
を
提
出
し
た
。

そ
の
証
拠
に
よ
る
と

一
九
二
九
午
の
各
特
許
実
施
許
諾
契
約
は
実
質
的

に
M
一
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
契
約
に
、
①
同
一
の
恩

恵
的
条
件
、
①
特
許
製
品
か
否
か
に
関
係
な
く
販
売
価
絡
か
ら
一
定
額
の
使

用
料
の
徴
収
、
①
本
契
約
は
、
将
来
、
新
し
い
特
許
に
基
づ
い
て
さ
ら
に
継

続
さ
れ
る
と
い
う
合
意
、
④
製
造
販
売
業
者
(
ヨ
自
己
F
Z
ュZ
L
Z
E
E
2
2
)

に
対
寸
る
特
許
壁
ボ
l
ド
の
販
売
は
、
シ
プ
サ
ム
社
の
同
意
が
な
け
れ
ば
託

さ
れ
な
い
と
す
る
販
売
先
の
制
限
、
③
特
許
権
者
と
実
施
権
者
の
両
者
を
拘

東
す
る
最
低
側
格
条
項
等
、
が
含
ま
れ
て
い
た
。

政
府
は
、
一
九
二
九
年
の
特
許
実
施
許
諾
契
約
が
同
産
業
の
転
換
点
で
あ

る
と
述
べ
、
以
下
の
証
拠
を
提
出
し
た
。
①
第
一
級
品
質
の
ボ
1

ト
の
価
格

が
高
騰
し
た
。
②
ジ
プ
サ
ム
社
は
、
製
造
す
る
ボ
ー
ド
の
タ
イ
プ
を
標
準
化

し
、
そ
の
タ
イ
プ
に
応
じ
て
川
一
側
格
で
販
売
さ
せ
た
。
販
売
方
法
も
標
準

化
さ
れ
、
結
果
と
し
て
、
各
実
施
権
者
は
他
の
実
路
権
者
よ
り
も
好
条
件
で

当
該
製
品
合
同
剛
容
に
販
走
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
③
当
該
契
約

上
、
竹
丸
川
権
者
は
巾
ト
、
施
権
者
の
特
許
製
品
販
売
に
最
侭
価
絡
を
付
け
る
だ
け

の
権
利
を
有
し
℃
い
た
が
、
ジ
プ
サ
ム
社
は
、
さ
ら
に
特
許
石
一
九
日
ボ
!
ド
の

阪
必
川
川
橋
お
よ
び
他
の
販
売
条
件
を
記
載
し
た
一
連
の
公
報

(
}
)
己

-rt=)
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を
先
行
し
配
布
し
た
。
こ
の
公
報
に
は
、
価
格
に
影
響
す
る
す
べ
て
の
条
件

が
ー
!
本
氏
点
制
絡
シ
ス
テ
ム
を
含
め
て

l
l詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、

実
質
的
な
側
格
引
き
下
げ
が
防
止
さ
れ
て
い
た
。

ω公
報
で
示
さ
れ
た
条
件



本ヰ

が
守
ら
れ
る
よ
う
に
、
ジ
プ
サ
ム
社
は
、
完
全
所
有
の
子
会
社
ボ
1

ド
・
サ

ー
ヴ
ェ
イ
任
を
一
九
三
二
年
に
設
立
し
た
。
各
実
施
権
者
は
、
他
の
実
施
権

資

者
の
条
件
迩
反
を
当
子
会
刊
刊
に
報
公
し
、
調
脊
一
さ
せ
た
。
条
件
違
反
に
対
し

て
、
当
子
会
社
は
、
裁
判
所
に
提
訴
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
℃
い
た
。

政
府
は
、
さ
ら
に
、
被
行
た
ち
が
、
非
特
許
オ
ー
プ
ン
・
ボ
!
ド
の
生
産

中
止
、
仲
買
人
の
排
除
、
石
刊
プ
ラ
ス
タ

l
等
の
非
特
許
生
産
品
の
価
格
安

定
を
行
っ
た
、
と
主
張
し
た
。

① 

非
特
許
ポ

l
ド
の
生
産
中
止

以
前
、
特
許
ボ
ー
ド
よ
り
安
価
で
版
必
さ
れ
て
い
た
非
特
許
オ
ー
プ
ン
・

ボ
ー
ド
は
、
一
九
二
九
年
以
降
、
被
告
た
ち
に
よ
っ
て
、
生
産
が
中
止
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
特
許
ボ
l
ド
を
競
争
か
ら
守
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
と
見
ら

れ
た
。
そ
の
直
践
の
ん
日
立
は
立
証
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
オ
ー
プ
ン
・
ボ

l
ド

が
版
先
さ
れ
て
い
れ
ば
、
特
許
ボ

l
ド
の
価
格
安
定
を
維
持
で
き
な
く
な
る

と
被
告
た
ち
が
了
解
し
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
あ
っ
た
。
ま
た
、
村
許
実
施

許
諾
契
約
上
に
は
、
村
許
製
品
で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
販
先
さ
れ

た
す
べ
て
の
ボ
l
ド
か
ら
特
刊
行
使
用
料
を
徴
収
す
る
と
い
う
規
定
が
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
コ
ス
ト
向
の
非
特
許
ボ

l
ド
の
生
産
を
抑
え
、
排
除
す
る
こ

と
を
狙
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
た
c

② 

仲
買
人

(
]
C
F
R
ω
)
の
締
め
山
し

一
九
二
九
年
五
月
の
特
許
実
施
許
諾
契
約
は
、
中
い
〈
施
権
者
に
対
し
、
製
造

販
売
業
者
や
仲
買
人
に
ボ

l
ド
を
販
売
す
る
前
に
、
特
許
権
者
に
同
意
を
求

め
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
公
報
は
、
実
施
権
者
が
こ
れ
ら
の

購
入
者
に
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
引
き
を
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
。
し
か

し
、
同
年
一
一
月
の
特
許
申
犬
施
許
諾
契
約
は
、
出
火
筋
権
者
に
対
し
て
、
仲
買

人
の
販
売
に
つ
い
て
、
同
意
を
要
請
し
な
く
な
り
、
一
九
三

O
年
八
月
以
降

の
公
報
は
、
仲
買
人
に
対
す
る
割
引
き
は
中
止
し
た
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の

結
果
、
仲
買
業
者
は
ボ

l
ド
販
売
事
業
で
収
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
、
同
分
野
か
ら
駆
遂
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

③ 

石
有
プ
ラ
ス
タ

l
等
の
非
特
許
製
品
の
販
売
価
格
の
安
定
化

被
告
た
ち
は
、
特
許
ボ
1

ド
の
価
務
安
定
が
、
す
べ
て
の
石
存
製
品
の
仰

格
安
定
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
一
証
拠
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

事
実
、
非
特
許
プ
ラ
ス
タ
ー
や
他
の
非
特
許
製
品
の
価
格
は

一
九
二
九
年

以
降
、
内
騰
し
た
。
特
許
権
者
は
、
特
許
ボ

l
ド
と
共
に
プ
ラ
ス
タ
ー
を
販

売
し
て
い
る
実
被
権
者
に
、
プ
ラ
ス
タ
ー
を
高
価
絡
で
販
売
す
る
よ
う
に
要

求
し
た
。
そ
の
結
果
、
プ
ラ
ス
タ
ー
の
価
格
は
安
定
し
た
。

プ
ラ
ス
タ
ー
は
、
普
通
、
ボ
l
ド
と
い
っ
し
ょ
に
版
売
さ
れ
て
い
た
が
、
被

L
E

口
た
ち
は
、
プ
ラ
ス
タ
ー
の
側
格
を
引
き
下
げ
て
、
ボ
l
ド
の
購
入
者
へ
の
リ

ベ
ー
ト
と
し
て
こ
れ
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
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う
な
プ
ラ
ス
タ

l
の
価
絡
支
配
は
適
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
政

府
は
、
ジ
プ
サ
ム
任
の
子
会
社
ボ

l
ド
・
サ

l
ヴ
ェ
イ
社
が
、
下
一
筋
一
権
苫
か

ら
、
他
の
実
施
権
者
が
プ
ラ
ス
タ
ー
を
仰
引
さ
し
て
販
売
し
て
い
る
と
い
う

苦
情
を
受
け
て
い
た
と
い
う
証
拠
を
促
山
し
て
、
こ
の
主
張
を
一
合
(
必
し
た
。

政
府
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
本
づ
い
こ
、
被
告
た
ち
が
、
特
許
製
品
ぬ
よ

び
非
特
許
製
品
の
価
神
的
決
定
、
競
争
排
除
の
た
め
の
石
一
一
骨
ボ
l
ド
の
タ
イ
プ

と
生
産
方
法
の
標
準
化
、
仲
間
質
業
者
の
立
場
か
ら
の
締
め
山
し
、
石
一
竹
ポ
l

ド
の
流
通
規
制
等
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
注
反
の
共
謀
を
行
っ
た
と
巾
し
立
て

た

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

本
裁
判
所
は
、
政
府
の
主
張
を
ほ
ぼ
認
め
、
全
員
一
致
で
、
被
牝
け
た
ち
が

反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
共
謀
を
し
た
と
判
決
し
た
。
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
、

地
裁
の
事
実
認
定
と
判
決
が
潔
え
さ
れ
た
。
リ
ー
ド
判
事
が
、
放
判
所
を
代

表
し
て
意
見
を
述
べ
た
。

本
件
で
は
、
証
拠
の
扱
い
方
、
す
な
わ
ち
、
各
被
告
企
業
の
証
三
内
容

(
被
行
企
業
の
役
員
の
並
立
)
は
、
そ
の
証
言
を
し
た
被
符
企
業
に
の
み
誕

拠
力
が
認
め
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
被
告
企
業
全
社
に
対
し
て
そ
れ
が
認
め

ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
裁
判
所
は
、
後
者
を
選
ん
で
、
次
の
よ
う
に

述
べ
た
。

「
・
・
・
し
か
し
我
々
は
、
各
被
告
の
誕
百
は
、
証
言
し
た
当
該
被
作
に
の

み
適
用
さ
れ
る
と
い
う
地
裁
の
判
決
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、

証
人
の
供
述
の
扱
い
方
が
結
論
に
相
当
の
影
響
を
与
え
る
の
で
、
こ
の
点
の

配
慮
は
、
事
件
の
核
心
に
か
か
わ
っ
て
く
る
n

当
該
協
定
と
公
報
だ
け
で
は
、
共
謀
を
立
証
す
る
の
に
充
分
か
と
疑
う
者

も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
個
々
の
一
証
一
一
一
一
口
を
す
べ
て
の
被
告
に
あ
て
は
め
る
事
が

汗
さ
れ
れ
ば
、
政
府
の
主
張
は
強
く
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
、

特
許
権
者
と
実
施
権
者
が
、
他
者
が
加
入
す
る
の
を
知
つ
℃
締
結
し
た
、
当

該
契
約
と
公
報
と
を
通
じ
て
価
格
と
販
売
方
法
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
こ

ろ
の
全
庭
菜
的
な
特
許
実
施
み
諸
契
約
は
、

一
応
の
推
定
上
の
共
誌
を
立
証

す
る
の
に
充
分
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
件
の
各
契
約
に
先
だ
っ
会
議
と
協
議

に
つ
い
て
の
争
い
の
な
い
事
実
に
よ
れ
ば
、
各
実
施
権
者
は
、
全
産
業
的
な

契
約
を
結
ぶ
ジ
プ
サ
ム
仕
や
他
の
災
施
権
者
た
ち
の
意
図
に
気
付
か
な
か
っ

(
油
)

た
は
ず
が
な
い
。
」
と
。

」
の
一
応
の
推
定
上
の
共
謀
を
、
リ
ー
ド
判
事
は
、
当
該
特
許
実
施
許
諾

契
約
お
よ
び
公
報
の
諸
条
件
を
示
し
て
茶
礎
づ
け
た
。
そ
し
て
、
地
裁
が
各

被
告
の
証
一
一
一
同
を
、
証
一
一
目
し
た
被
合
の
み
に
限
定
し
て
適
用
し
た
こ
と
に
つ
い

北法27(1・93)93

て
、
次
の
よ
う
に
評
し
た
。

ー寸

も
し
地
方
裁
判
所
カL

当
該
特
許
'J~ 
施
許
諾
協
定

J大
A 

報

ょ
っ

刀t

さ
れ
た
計
画
を
シ
ャ

l
マ
ン
法
違
反
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
な
ら
ば
、
証
言



半:↓

門
川

W
〉

の
扱
い
方
の
問
題
に
周
到
っ
た
結
論
を
山
し
た
ろ
う
。
」
と
。

さ
ら
に
、
地
裁
が

G
E
判
決
を
本
件
に
通
用
し
て
適
法
と
判
決
し
た
こ
と

資

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
G
E
判
決
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
地
方
裁
判
所
は
、
ジ
プ
サ
ム
托
と

実
施
権
者
の
特
許
に
よ
る
作
権
と
、
シ
ヤ

1
7
ン
法
に
よ
る
違
法
な
結
合
お

よ
び
独
占
化
の
禁
止
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
な
か
っ
た
。
本
件
に
一
不
さ
れ
る

側
格
や
販
売
規
制
の
共
謀
は
、
特
許
慌
の
特
権
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
考

(
U
V
 

え
る
o
」と。

そ
し
亡
、
リ
[
ド
判
事
は
、
木
件
に
お
け
る

G
E
判
決
の
解
釈
は
、
地
裁

の
解
釈
で
は
な
く
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
任
事
件
の
解
釈
に
拠
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。

リ
ー
ド
判
事
は
、
次
に
、
前
述
し
た
被
行
の
一
証
言
口
の
扱
い
方
を
前
提
に
し

亡
、
地
裁
の
事
実
認
定
を
浪
り
と
し
て
退
け
た
。
地
裁
の
事
実
一
必
定
で
は
、
政

府
の
多
数
の
証
拠
に
よ
っ
て
も
、
の
被
ん
小
川
た
ち
の
オ
ー
プ
ン
・
ボ

l
ド
の
生

産
中
止
の
共
謀
、
②
被
告
た
ち
の
仲
間
凡
染
者
の
締
め
出
し
の
共
謀
、
③
被
北
川

た
ち
の
非
特
許
石
一
汁
製
品
の
価
格
安
定
の
共
ぷ
、

は
立
証
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
リ

l
ト
判
事
は
、
政
府
提
出
の
証
拠
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ら

の
共
謀
が
あ
っ
た
と
般
山
し
た
。
こ
の
場
介
、
リ
ー
ド
判
事
は
、
反
ト
ラ
ス

卜
法
上
の
共
謀
の
抗
定
に
つ
主
、
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
y
・
サ
ー
キ
ッ
ト
事
例

お
よ
び
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
事
件
の
先
例
に
拠
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
彼
は

G
E
事
件
と
本
件
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

北法27(1・94)94

「
G
E
事
件
判
決
は
、
本
件
の
多
数
の
記
録
で
一
不
さ
れ
た
一
連
の
被
告
の

行
動
を
被
い
思
す
手
段
に
は
な
ら
な
い
。

G
E
事
件
判
決
は
、
同
定
業
の
メ

ン
パ
l
に
、
法
業
を
完
全
に
規
制
し
、
非
特
許
製
品
の
生
zH
陀
を
抑
圧
し
、
阪

売
業
者
の
あ
る
ク
ラ
ス
を
締
め
川
し
、
非
特
許
製
品
の
価
格
を
安
定
さ
せ
る

よ
う
な
実
質
的
に
川
一
条
件
の
特
許
尖
施
許
諾
を
与
え
て
、
皮
業
の
す
べ
て

の
メ
ン
バ
ー
と
共
同
行
為
す
る
特
許
権
者
に
保
護
を
与
え
る
も
の
で
は
な

(
U
)
 
い
。
」
と
。

さ
ら
に
、
リ

l
ト
判
事
は
、
本
件
の
結
論
と
し
て
、
た
と
え
認
定
さ
れ
た

特
許
滋
用
的
行
為
(
少
な
く
と
も
、
特
許
石
育
製
品
の
価
格
安
定
を
目
的
と

し
た
、
非
特
許
ボ
ー
ド
の
生
斥
一
中
止
の
共
謀
と
、
非
特
許
プ
ラ
ス
タ

I
等
の

価
格
安
定
の
共
謀
)
が
な
く
と
も
、
本
件
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
な
る
と

述
べ
た
。

シ
ャ

1
7
ン
法
に
よ
っ
て
伝
統
的
に
禁
止
さ
れ
て
い

「
本
件
に
お
い
て
、

る
滋
用
が
な
い
と
し
て
も
、
以
下
の
こ
と
|
|
一
産
業
内
で
以
前
旭
川
争
者
だ

っ
た
被
告
た
ち
か
、
版
業
を
規
制
し
、
価
格
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
特
許

実
施
許
諾
契
約
を
通
じ
て
、

A
沢
民
業
の
取
引
制
限
の
共
同
行
為
を
し
た
こ
と

、
ハ
A
H
〕

ー
ー
ー
を
示
せ
ば
充
分
で
あ
る
。
」
と
。



こ
う
し
て
、
被
告
た
ち
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
取
引
制
限
の
共
謀
を

し
た
と
判
決
さ
れ
た
。
な
お
、
本
件
は
全
員
一
致
の
判
、
決
で
あ
る
が
、
こ
の

中
に
は
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
で
反
対
意
見
を
述
べ
た
判
事
も
含
ま

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
判
事
た
ち
が
、
被
告
た
ち
の
特
訂
活
用
的

行
為
か
ら
判
断
し
て
、
本
作
の
特

A
の
利
川
形
態
を
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
違
反

の
不
当
な
隠
れ
蓑
と
見
な
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
件
の
結
論
と
し
て
、
た
と
え
特
許
濫
用
的
行
九
が
無
く
と

も
、
全
産
業
的
な
価
格
安
定
の
た
め
に
、
特
許
権
者
と
実
結
権
者
と
が
取
引

制
限
の
共
同
行
為
を
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
反
ト
ラ
ス
ト
法
刀
法
反
で

あ
る
、
と
い
う
厳
格
な
環
論
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
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こ
の
理
論
は
、
全
産
業
的
な
価
格
安
定
め
た
め
の
共
同
行
為
と
し
て
、
ど

の
よ
う
な
事
実
を
含
ま
せ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

〈

H
〉

こ
の
点
に
つ
い
ζ

、
リ
ー
ド
判
事
は
、
第
二
次
ジ
プ
サ
ム
事
件
に
お
い

て
、
若
干
言
及
し
て
い
る
。

「
我
々
は
、

G
E
事
件
と
ほ
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
共
同
行
為
を
強
調

し
た
。
そ
の
共
同
行
為
は
、
標
準
的
作
行
実
施
許
諾
契
約
中
の
、
実
施
権
者

〔
品
)

に
対
す
る
(
同
一
の
)
恩
恵
的
条
件
か
ら
立
証
さ
れ
た
。
」

「
第
一
次
ジ
プ
サ
ム
事
件
に
お
い
て
、
単
な
る
複
教
の
特
許
実
施
可
川
諾

が
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
に
違
反
す
る
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
c

事
実
と
判
決

文
言
に
よ
れ
ば
、
我
々
の
判
決
は
、
明
確
に
以
下
の
よ
う
な
根
拠

i
l
一
産

業
内
で
以
前
競
争
者
だ
っ
た
被
告
た
ち
が
、
産
業
を
コ
γ
ト
ロ
ー
ル
し
価
格

を
安
定
さ
せ
る
た
め
、
特
許
実
施
河
川
諸
に
よ
っ
て
、
全
産
業
的
な
取
引
制
限

の
共
同
行
為
を
し
た
こ
と
を
示
せ
ば
充
分
で
あ
る
1
1
0
に
立
脚
し
て
い
た
。

・
側
格
拘
束
条
件
を
含
む
、
単
な
る
複
数
の
実
施
許
訪
が
、
シ
ヤ
[
マ
ン

法
に
違
反
す
る
か
否
か
は
考
慮
す
る
必
要
が
な
か
っ

M
J

な
る
ほ
ど
、
リ
l
ド
判
事
は
、
価
格
拘
束
条
件
を
含
む
、
単
な
る
複
数
の

実
施
許
認
を
、
価
格
安
定
の
た
め
の
共
同
行
為
と
は
区
別
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
区
別
は
、
尖
際
ト
し
、
リ
i
ド
判
事
が
文
吾
一
口
上
で
区
別
す
る
ほ
ど
容

易
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

合
制
d

解
が
あ
る
。

い
く
つ
か
の
批
判
的
見

ま
た
、
本
件
に
が
い
て
は
、
被
仕
け
た
ち
の
共
同
行
為
の
存
在
が
、

G
E
事

件
の
事
完
と
灰
別
さ
れ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
市
場
占
有

率
等
を
比
較
す
れ
ば
、
本
件
も
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
と
同
様
、
客
観

的
な
競
争
へ
の
影
響
力
に
お
い
て
、

G
E
事
件
と
区
別
で
き
な
い
点
が
あ

る
。
こ
の
点
で
、
や
は
り
、
競
争
制
限
の
程
度
か
ら
は
、

G
E
判
決
の
先
例

ハ刊〕

の
適
用
範
囲
の
限
定
は
、
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

~ti.t27( 1・95)95

こ
れ
は
、
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
か
否
か
の
判
断
が
、
そ
の
権
利

行
使
の
怠
図
や
H
H
的
に
お
い
て
判
断
さ
れ
て
お
り
、
競
争
制
限
の
程
度
と
は



料

パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
な
い
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
反
ト
ラ
ス

資

ト
法
の
目
的
か
ら
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
理
山
に
よ
る
判
決
問
の
ア
ン
マ
ハ
ラ
ン

(
M
V
 

ス
は
、
妥
当
な
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
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円
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∞
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ω
ω
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∞
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山
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お
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包
・

ωコ
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∞
一
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〈
鈎

)

Z
・
弘

ω∞
∞

(
川
刊
〉

H
r
F
仏

(
川
引
)
ぽ
・
同
門

ω
8
1
ω
2
・

(
川
町

)
H
L
'
主
A
G
O
-

(
川
刊
〉

Z
・

ω丹
念

一

-

〈
川
明
)
口
三
宮
内
山

ω
g常
国

〈

C
E
Z仏
辺
国
同
町
出
。
ョ
v
苦
言
。
0
・
4ω
ム

O
C
'

ω・
吋
白
(
一
回
印
一
〕
)
'

〈
日
制

)

E・
弘
∞
ω

〈
川
判
〉

E
・

宝

l印・

(
円
引
)
単
な
る
複
数
の
価
格
拘
束
特
昨
日
実
施
許
諾
と
価
務
安
定
の
た
め
の

共
同
行
為
と
は
、
区
別
が
難
し
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
y
d論
の
腿
旨

は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

通
常
、

G
E
事
件
の
事
実
の
よ
う
な
、
一
特
許
権
者
と
一
実
施
権

者
と
の
問
に
も
、
同
契
約
に
際
し
て
交
渉
・
協
議
の
機
会
が
持
た

れ
、
価
格
決
定
を
含
む
各
条
項
に
つ
い
て
合
意
が
成
立
す
る
。
そ
し

て
、
当
事
者
は
、
制
怖
が
当
事
者
に
と
っ
て
適
当
ー
ニ
考
え
る
と
こ
ろ

(
川
刊
)

に
設
定
さ
れ
る
こ
と
、
応
業
内
で
独
占
的
地
位
に
な
る
こ
と
、
代
替

口
聞
の
製
造
を
中
止
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
お
よ
び
販
売
方
法
が
コ

γ
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
こ
と
等
を
知
り
つ
つ
共
同
行
為
す
る
。

こ
う
し
た
共
同
行
為
は
、
復
数
の
価
格
拘
束
特
許
実
施
許
諾
に
も

伴
う
。
こ
の
場
合
、
実
施
権
者
に
な
る
者
は
他
の
実
施
権
者
の
契
約

条
件
を
知
り
た
が
る
。
他
の
実
施
権
者
よ
り
も
大
き
な
競
争
上
の
ハ

ン
デ
ィ
・
キ
ャ
ッ
プ
を
負
う
こ
と
は
、
ど
の
実
施
権
者
も
欲
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
す
べ
て
の
実
純
権
者
に
対
し

て
同
一
の
契
約
条
件
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
い
。
ま
た

ん
学
、
版
権
者
に
な
る
者
は
、
相
互
に
、
特
許
権
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ

た
条
件
に
関
し
て
、
そ
の
有
利
・
不
利
を
協
一
議
し
あ
う
こ
と
も
あ

る
。
こ
う
し
た
共
同
行
為
は
、
特
許
出
火
施
許
諾
の
目
的
を
発
制
押
さ
せ

る
た
め
の
共
刊
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
を
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
共
同

行
為
と
す
る
こ
と
は
、
不
当
で
あ
る
、
と
。

確
か
に
、
リ
1

ト
判
事
の
い
う
区
別
は
、
実
際
上
困
難
で
あ
る
こ

と
が
理
解
で
さ
る
。
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〉

U
Z
E
E
-
F七日

g斥
(
一
一
)
ム

N
ω
同

ω
一
M
I
G
-

(

m
刊

)
Z
c
g
-
町
一
回
k
p

ヨJ
F
・
如
何
ペ
-
一
A
M
ア
弘
一
お
一
|
一
お
N
(

↓出品∞)・

〈
日
)
後
期
判
決
は
、

G
E事
件
判
決
を
先
例
と
し
て
斤
定
し
た
う
え

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
の
事
沢
、
を
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
被

告
た
ち
の
市
場
占
有
率
を
さ
ほ
ど
に
考
慮
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、

ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
の
か
、
判
然
と
し
な
い
点
で
あ
る
。

市
場
占
有
中
ゃ
か
ら
見
れ
ば
、

G
E事
件
l
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
ラ

イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
i
四
0
・
七
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
ジ
プ
サ
ム

事
件

l
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
以
来
の
市
場
に
お
い
て
一

O
O
パ
ー
セ
ン
ト

と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
出
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア

ル
事
件
・
ジ
プ
サ
ム
事
件
の
事
突
が
一
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
な
の
で
あ

る
か
ら
、

G
E
判
決
も
廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
、
判
決
問
の
バ
ラ
ン
ス

が
と
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
の
点
に
バ
及
す
る
論
者
は
、
あ
ま
り
い
な
い
。
わ
ず
か
、
前
註

(川刊)の

x
c
g
だ
け
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

五

ニュ

i
・
リ
ン
ク
ル
事
件
(
一
九
五
二
年
)

本
件
は
、
特
許
光
沢
塗
料
の
特
許
0

ア
ー
ル
会
社
と
同
塗
料
の
製
造
販
売
業

者
が
、
同
製
品
の
統
一
最
低
価
絡
を
設
定
し
て
、
合
衆
国
全
体
の
同
串
開
業
に

お
け
る
実
質
的
続
争
を
排
除
し
た
と
し
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
問
わ
れ

た
事
件
で
あ
る
。

一
九
三
七
年
に
至
る
ま
で
、
被
合
ケ
イ
・
ア
ン
ド
・
エ
ス
礼
れ
は
、
共
謀
者

の
カ
デ
ロ
イ
ト
化
学
に
対
し
て
、
光
沢
険
料
の
製
造
に
か
か
る
特
許
訴
訟
を

し
て
い
た
。
両
札
札
は
、
相
互
に

rH己
の
特
許
が
基
本
特
許
で
あ
り
、
相
手
方
の

特
許
は
改
良
特
許
で
あ
る
、
と
主
張
し
あ
っ

τい
た
。
一
九
三
七
年
十
一
月

に
、
両
社
が
和
解
し
、
そ
の
結
果
、
本
件
被
告
で
あ
る
ニ
ュ

l

・
リ
ン
ク
ル

社
(
以
下
N
W
社
〉
を
設
立
す
る
協
定
が
な
さ
れ
、
ケ
イ
・
ア
ン
ド
・
エ
ス

社
と
カ
デ
ロ
イ
ド
化
学
は
、
各
社
所
有
の
特
許
L
Y

一
引
換
え
に
、

N
W
社
の
株

式
を
受
取
る
事
に
同
怠
し
た
。

N
W
社
は
、
ヶ
イ
・
ア
ン
ド
・
エ
ス
社
お
よ

び
カ
デ
ロ
イ
ド
社
を
含
め
た
実
施
権
者
に
最
低
格
価
条
件
を
課
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
価
格
拘
束
条
件
は
、
州
産
業
の
主
要
な
十
二
企
業
が

当
該
契
約
に
加
入
す
る
ま
で
は
効
力
を
生
じ
さ
山
中
な
い
事
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
協
定
に
基
づ
き
、
ヶ
イ
・
ア
ン
ド
・
エ
ス
社
と
カ
デ
ロ
イ
ド
化
学

は
、
関
述
特
許
を

N
W
任
に
引
渡
し
た
。

N
W
社
と
カ
デ
ロ
イ
ド
化
学
は
、

そ
の
他
の
企
業
や
個
人
に
対
し
て
、

N
W
計
所
有
の
特
許
実
施
許
諾
を
受
け

る
よ
う
に
、
共
同
で
説
得
活
動
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
両
社
は
、
当
該
契
約

上
に
、
価
格
拘
束
そ
の
他
の
販
売
条
件
が
含
ま
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
れ

ら
の
条
件
は
、
産
業
全
体
の
価
絡
安
定
の
た
め
に
、
他
の
実
施
権
者
の
契
約
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に
も
含
ま
れ
る
h

」
と
を
知
ら
せ
た
。

一
九
三
八
年
五
月
に
、
不
可
欠
な
十
二
の
主
要
製
造
業
者
が
、
当
該
特
許

実
施
許
諾
を
受
け
た
の
で
、
価
格
安
定
プ
ラ
ン
は
実
施
さ
れ
た
。
一
九
三
九



料

年
九
月
の
本
件
提
訴
ま
で
に
、
ほ
と
ん
ど
全
闘
の
二
百
以
上
の
塗
料
製
造
業

者
が
、

N
W
社
か
ら
、
実
質
的
に
同
一
の
一

0
年
間
の
特
許
実
施
前
諾
を
受

け
た
。
当
該
契
約
は
、
段
低
価
格
、
割
り
引
き
、
そ
の
他
の
販
売
条
件
の
遊

資

守
を
要
請
し
た
。

政
府
は
、
こ
れ
ら
の
被
告
の
行
為
が
、
ン
ヤ
|
マ
ン
法
一
条
に
反
す
る
価

格
決
定
の
共
謀
で
あ
る
と
問
責
し
た
。

裁
判
所
は
全
員
一
致
で
政
府
の
主
張
を
認
め
、
リ
ー
ド
判
事
が
、
意
見
を

述
べ
た
。
被
告
は
、

N
W
社
が
特
許
製
品
の
製
造
業
者
で
は
な
く
、
た
だ
他

社
に
製
造
・
使
用
・
販
売
権
を
与
え
る
特
許
権
者
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
、
こ

の
た
め
の
契
約
は
州
際
通
商
で
は
な
い
と
主
張
し
た
が
、
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
被
告
は
、
さ
ら
に
、
本
件
事
実
に
ベ
l
メ
ン
ト
事
件
、

G
E
事
件
の
光

例
が
適
用
さ
れ
る
の
で
、
シ
ャ
l
マ
ン
法
違
反
に
な
ら
な
い
と
主
仮
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
リ

l
ド
判
事
は
、
ま
ず
、
ラ
イ
ン
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
判
決

と
、
そ
こ
に
お
け
る

G
E
事
件
の
解
釈
を
参
照
し
た
。

ご
九
四
八
年
に
、
我
々
は
詳
細
に
そ
の
原
則
を
検
討
し
た
の
で
、
本
件

の
結
論
に
も
、
そ
の
議
論
を
参
照
し
た
い
。

ベ
l
メ
ン
ト
事
件
と

G
E事
件
は
、
特
許
権
者

F

3窓
口
需
乙
が
、
実

施

権

者

会

主

g目
。
)

に
、
価
格
拘
束
つ
き
で
製
造
・
販
売
の
災
施
許
諾

を
す
る
事
を
認
め
て
い
る
。

一
九
四
八
包
'
に
、
我
々
が
検
討
し
た
時
の

G
E事
件
の
先
例
は
、
右
の
よ

う
に
解
釈
さ
れ
た
。

し
か
し
、
『
有
効
な
特
許
を
所
有
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
特
許
権
の
限

界
を
超
え
た
特
許
権
者
は
、
シ
ャ

1
7
ン
法
の
適
用
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
指
適
し
て
お
い
た
。
ハ
そ
し
て
、
)
我
々
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
の

で
あ
る
。

『
同
一
特
許
分
野
の
、
複
数
の
特
許
権
者
が
、
相
互
の
利
益
を
確
保
す
る

た
め
に
、
当
事
者
や
実
施
権
者
と
特
許
製
品
の
価
格
支
配
を
す
る
契
約
上
の

合
意
を
し
て
、
相
互
に
有
効
な
特
許
を
結
合
す
る
こ
と
は
適
法
と
は
な
る
ま

い
』
と
。
相
互
特
許
実
施
許
諾
を
通
じ
た
価
格
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
特
許

独
占
の
範
囲
を
越
え
る
も
の
と
し
て
禁
止
さ
れ
た
。
」
と
。

次
に
、
リ
l
ド
判
事
は
、
ジ
プ
サ
ム
事
件
に
言
及
し
た
。

「
ジ
プ
サ
ム
事
件
は
、
特
許
権
者
が
製
造
業
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
除
け

ば
、
本
件
と
類
似
し
た
事
件
だ
っ
た
。

N
W
社
が
製
造
業
者
で
な
い
事
は
抗

弁
に
な
ら
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
ジ
プ
サ
ム
事
件
で
、
我
々
は
次
の

よ
う
に
述
べ
た
。
『
我
々
は
、
特
許
権
者
と
実
施
権
者
が
‘
他
の
者
が
加
入
す

る
の
を
知
っ
て
締
結
し
た
、
当
該
契
約
と
公
報
と
を
通
じ
て
価
格
と
販
売
方

法
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
こ
ろ
の
全
庵
業
的
な
特
許
実
施
許
諾
契
約
は
、

一
応
の
推
定
上
の
共
謀
を
立
証
す
る
の
に
充
分
で
あ
る
と
考
え
る
。
』
こ
の
一
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応
の
推
定
上
の
事
件
は
、
地
裁
に
差
し
戻
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
、
再
び
本
裁
判

所
で
支
持
さ
れ
て
、
確
定
判
決
と
な
っ
た
。

G
E事
件
を
論
じ
て
、
本
裁
判

所
は
、
全
員
一
致
で
次
の
如
く
述
べ
た
。
『
G
E
事
件
は
、
次
の
よ
う
な
特
れ

権
者

l
l同
定
業
の
メ
ン
バ
ー
に
、
北
限
業
を
完
会
い
に
規
制
し
、
非
特
ぺ
河
川
製
品

の
生
産
を
抑
圧
し
、
販
売
業
者
の
あ
る
ク
ラ
ス
を
締
め
出
し
、
非
特
許
製
品

を
安
定
さ
せ
る
よ
う
な
実
質
的
川
一
条
件
の
特
許
実
施
許
諾
を
与
え
て
、
士
他

業
の
す
べ
て
の
メ

γ
パ
!
と
共
川
行
為
を
す
る
特
許
権
者
i
ー
に
保
護
を
与

え
な
い
。
・
:
:
一
心
従
業
内
で
以
前
競
争
者
だ
っ
た
被
告
た
ち
が
、
庭
菜
を
規

制
し
価
格
を
心
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
州
竹
丘
実
施
持
諸
に
よ
っ
て
、
ふ
れ
定
楽
的

(
日
)

な
取
引
制
限
の
共
同
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
示
せ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。
』
」
以

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

上
の
先
例
検
討
心
基
づ
b
i
c

、
り
l
ド
判
事
は
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
い

た。
「
我
々
は
、
本
件
の
事
実
と
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
お
よ
び
、
シ
プ

サ
ム
事
件
の
事
実
と
の
問
に
実
質
的
な
差
異
を
認
め
な
い
。
本
件
協
定
は
、

特
許
所
有
者
の
間
で
特
許
を
プ
ー
ル
し
、
特
許
権
者
お
よ
び
実
施
権
者
の
製

品
の
販
売
価
格
を
決
定
す
る
た
め
に
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
目
的
と
結
果
は
、

明
白
に
シ
ャ

l
マ
ン
法
に
違
反
す
る
。
」

本
件
で
は
、

一
方
に
、
ヶ
ィ
・
ア
ン
ド
・
エ
ス
社
と
カ
デ
ロ
イ
ド
化
学
と

い
う
所
有
者
の
異
る
特
許
の
結
合
1

1
特
許
プ

l
ル
会
社
N
W
批
ー
ー
が
あ

り
、
他
方
に
、
注
業
内
の
実
質
的
に
大
部
分
を
占
め
る
被
告
た
ち
の
、
価
格

安
定
の
た
め
の
共
川
行
為
が
あ
っ
た
。
こ
れ
等
の
事
実
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ラ

イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
と
ジ
プ
サ
ム
事
件
の
事
実
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、

結
論
は
比
較
的
容
易
に
導
か
れ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
本
件
事
実
に
お

け
る
競
争
制
限
の
程
度
に
つ
い
て
は
、

G
E事
件
い
の
そ
れ
と
区
別
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
こ
の
点
は
、
ラ
イ

γ
・
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
、
お
よ
び
ジ
プ
サ
ム

事
件
に
お
い
て
述
べ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

(
引

)

C
ロ

R
E
ω
E
Z広
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-
Z
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ぞ
く
ユ
ロ

r
F
E
n
-
-
ω
品

N
C
ω
ω

コ

(
一
也
印

N
)
・

〈
臼

)
E
-
ω
司∞
l
g

(
日
〉
包
・

ω
芯
|
∞
口
・

(
日
)
包

ω
∞0
・

〈
日
)
広

Z
2ふ己吋
m
T
Z
2円四
{
U
C
-
〈

-
F宮
ユ
2
ζ
2
3
η
色
ゐ
ω吋

司
-
N
ι
J
M

∞ω・
白

昨

日

U
ω
(
-白
山
田
)
・

ム
ノ、

一ュ

l
パ
1

グ
・
モ
イ
ア
事
件
(
一
九
五
二
年
)

本
件
は
、
連
邦
地
方
裁
判
所
の
判
決
で
あ
る
。

G
E
判
決
は
、

一
連
の
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ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
、
ジ
プ
サ
ム
事
件
、
お
よ
び
ニ
ュ

l

・
リ
ン
ク

ル
事
件
の
判
決
に
よ
っ
て
、
そ
の
適
用
範
囲
を
限
定
さ
れ
て
き
た
。
本
判
決

は
、
そ
れ
ら
の
適
用
範
囲
の
限
定
内
容
を
吟
味
し
、
価
格
拘
束
条
項
は
、
単



料

一
の
特
許
実
施
許
諾
契
約
以
外
に
は
挿
入
で
き
な
い
と
い
う
解
釈
を
導
き
出

し
た
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
巴
ロ
m
r
z
R
D
m
m
E
r
で
あ
る
。
本
件
の
理
論

は
、
連
邦
巡
回
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
再
び
支
持
さ
れ
て
い
羽
山
し
か
し
、
ま

だ
最
高
裁
判
所
で
こ
の
理
論
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
は
な

JT

資

原
告
ニ
ュ
l
パ

l
グ
・
モ
イ
ア
社
(
以
下
N
M
社
)
は
あ
る
発
明
者
か

ら
、
織
物
を
熱
処
理
し
て
模
様
を
つ
け
る
モ
イ
ア
加
工
の
特
許
権
を
購
入

し
、
当
該
特
許
の
下
で
、
織
物
の
モ
イ
ア
加
工
業
に
従
事
し
て
い
た
。
本
件

審
理
の
時
に
は
、
全
国
で
四
社
の
モ
イ
ア
加
工
業
者
が
い
た
が
、
最
近
、
五

番
目
の
加
工
業
者
が
新
規
参
入
し
、
五
托
に
な
っ
て
い
た
。

N
M
社
は
、
こ

の
内
の
二
社
に
、
最
低
価
格
条
項
を
含
む
特
許
実
施
権
を
与
え
て
い
た
。
被

告
シ
ュ
ベ
リ
オ
ア
・
モ
イ
ア
社
(
以
下
S
M
杜
)
は
、
こ
れ
ら
の
出
火
焔
権
者

の
一
社
で
あ
っ
た
o
N
M
社
は
、

S
M
社
が
当
該
特
許
実
路
許
諾
契
約
に
逃

反
し
た
の
で
、
特
許
侵
害
訴
訟
を
提
訴
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
S
M

社
は
、
原
告
N
M
社
が
価
格
拘
束
条
件
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
ト
ラ
ス

ト
法
に
違
反
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
、
競
争
制
限
の
手
段
と
し
て
特
汗
を

濫
用
し
て
い
る
の
で
、
本
訴
は
却
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
抗
弁
し
た
。

裁
判
所
は
、
こ
の
抗
弁
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
特
許
濫
用
の
法
理
に
関
す

る
先
例
を
検
討
し
、
も
し
特
許
が
競
争
制
限
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

る
な
ら
ば
、
特
許
侵
害
に
対
す
る
裁
判
上
の
救
済
は
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
そ
し
て
、
本
件
の
特
許
が
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
違
反
し
て
、
あ

る
い
は
、
競
争
制
限
の
手
段
と
し
て
澄
周
さ
れ
て
い
れ
託
、
特
許
侵
害
訴
訟

は
却
下
さ
れ
る
と
述
べ
た
。

次
に
、
本
件
原
告
が
、
そ
の
よ
う
な
特
許
濫
用
を
し
て
い
る
か
否
か
を
検

討
し
た
。
裁
判
所
は
、
当
該
特
許
実
施
許
諾
上
の
価
格
拘
束
に
つ
き
、
反
ト

ラ
ス
ト
法
事
件
の
こ
れ
ま
で
の
先
例
を
検
討
し
た
。

一
般
に
、
価
格
決
定
の
契
約
・
結
合
は
当
然
違
法
と
さ
れ
て
い
る
が
、
特

許
権
が
関
連
す
る
分
野
で
は
、

G
E
事
件
判
決
に
よ
っ
て
適
法
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
ま
た
、

G
E
事
件
の
先
例
の
適
用
範
囲
が
、

最
近
の
一
連
の
判
決
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
、
裁

判
所
は
、
そ
れ
ら
の
最
近
の
判
決
か
ら
二
つ
の
限
定
的
傾
向
を
引
き
出
し

た
。
ま
ず
、
裁
判
所
は
、
実
施
権
者
の
数
に
制
限
が
あ
る
と
考
え
た
。
ラ
イ
ン

-
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
に
お
い
て
、
リ
ー
ド
判
事
が
、

G
E
事
件
の
解
釈
を
、

「
G
E
判
決
は
、
特
許
権
者
に
、
価
格
拘
束
付
き
の
突
焔
権
を
他
の
者

守口
O
子
2
)
に
与
え
る
権
利
を
付
与
し
た
」
と
述
べ
た
こ
と
を
、
裁
判
所
は
、

「
特
許
権
者
は
、
た
だ
単
一
の
競
争
者
守
口
ぞ

0
5
8
5阿国
E
C『
〉
に
、
価

格
拘
束
付
き
の
実
施
権
を
与
え
て
も
よ
び
と
述
べ
た
も
の
と
解
釈
し
た
。

こ
の
裁
判
所
の
解
釈
は
、

2
ロ
m
r
r
B
E巾

E
r
(単
一
実
施
許
諾
の
原
則
〉

と
称
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
次
に
、
裁
判
所
は
、
姥
業
内
に
お
い
て
、
被
告
た
ち
の
占
め
る
割
合

も
限
定
さ
れ
る
傾
2

同
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
プ
サ

ム
事
件
に
お
い
て
、
被
竹
た
ち
は
、
産
業
内
の
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
守
口

ヨ
2
d
Z
2
0
h
子
何
回
口
内
山
口
切
だ
可
)
で
あ
っ
た
が
、
ニ
ュ
i
・
リ
ン
ク
ル
事
件

で
は
、
座
業
内
の
実
質
的
に
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー

(
E
Z
Z
三
百
厚
生

で
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
、
こ
の
事
実
の
差
を
、
ニ
ュ
!
・

g
m
w
D己

p
a
2
2
)

リ
ン
ク
ル
事
件
、
が
保
業
内
に
お
け
る
被
告
た
ち
の
占
め
る
割
合
に
つ
い
て
、

ジ
プ
サ
ム
事
件
よ
り
も
限
定
的
に
な
っ
た
も
の
と
解
釈
し
た
。
そ
し
て
、
こ

の
解
釈
は
、
本
仰
の
事
実

l
i全
モ
イ
ア
加
工
業
者
五
社
の
中
、
三
社
が
価

格
拘
束
を
し
て
い
る
こ

lfTー
を
評
価
す
る
場
合
に
、
示
唆
的
で
あ
る
と
考

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

え
た
。
裁
判
所
は
、
確
か
に
、
小
中
件
の
よ
う
な
単
純
多
数
で
反
ト
ラ
ス
ト
法

違
反
が
川
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
と
必
め
た
が
、
最
近
の
一
連
の
判
決
が

G
E

判
決
の
適
用
範
閤
に
対
し
て
ま
す
ま
す
限
定
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、
こ
の
よ
う
な
場
什
で
も
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
と
な
し
う
る
こ
と
を
示

唆
し
た
。

ま
た
、
本
件
判
決
を
下
す
に
あ
た
り
、
裁
判
所
は
次
の
前
提
1

1
特
許
権

付
与
範
囲
は
厳
格
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
特
許
権
者

が
白
己
の
発
明
に
何
か
を
結
び
つ
け
れ
ば
、
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
契
約
に
課

せ
ら
れ
る
一
般
法
の
す
べ
て
の
制
限
に
服
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
前

提
ー
ー
に
立
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
前
提
を
ガ
イ
ド
・
ポ
ス
ト
に
し
て
、
裁
判
所
は
、
原

告
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
行
為
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
で
あ
る
と
判
断
し
、

本
件
特
許
侵
害
訴
訟
を
却
下
し
た
。

本
件
は
、

G
E
事
件
は
複
数
の
実
施
権
者
に
対
す
る
価
格
拘
束
を
許
容
し

て
い
な
い
と
解
し
、
ま
た
、
価
格
拘
束
を
産
業
内
の
史
質
的
多
数
の
者
が
遵

守
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
な
る
と
解
し
、

こ
の
二
回
か
ら
本
件
判
決
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
て
い
る
。
こ
の
二
面
の
理

論
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
応
、
産
業
内
で
特
許
権
者

と
実
施
権
者
が
、
相
当
部
分
を
占
め
る
よ
う
な
場
合
、
特
許
実
施
許
諾
上
の

価
格
拘
束
は
、
単
数
以
外
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。

本
件
に
お
け
る

ω
E
m
r
r
2
5
2
r
は
、
巡
回
裁
判
所
で
再
び
支
持
さ

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
巴
口
同

r
z
n
m
D
m
o
E
r
に
つ
い
て
は
、
い
く

{
引
)

つ
か
の
批
判
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
理
論
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
厳
格
に
適
用
し
よ
う
と
い
う

立
場
か
ら
、

G
E事
件
の
先
例
と
最
近
の
一
連
の
判
決
と
の
調
和
を
計
ろ
う

と
す
る
ひ
と
つ
の
試
み
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
問
題
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
究
経
的
に
は
、

G
E
事
件
の
先
例
の
適
用
範
闘
を
限
定

し
て
き
た
一
連
の
判
決
が
、
必
ず
し
も
明
瞭
な
限
定
内
容
を
示
し
与
え
て
い
な

北法27(1'101)101 



本}

い
こ
と
に
理
由
が
求
め
ら
れ
る
よ
ろ
に
思
わ
れ
一
智

資

(日
)
Z
E与
ロ

円

四

}

戸

云

OH耳
〈
VC-
〈・

ω
C
3ユ
ミ
冨
2
2
(リ
O
L
O印
司
・

ωロ
古
田
】
・

ω〕1
N
(
-
旧
日
日
)
・
。
『
・

ω広
司

E
口
0
4げ
角
川
(
印
印
〉
・

(
日
)
前
註
(
日
)
に
引
用
し
て
い
る
事
件
を
参
照
。

(
日
)
次
に
検
討
す
る
ハ
ッ
ク
事
件
の
地
裁
判
決
に
は
、
2
ロ

m
r
r
g問。

E
r
が
適
用
さ
れ
て
い
る
と
評
す
る
人
が
い
る
。

え
-
C
M
r
r
cロ
mwmG七
E
=
c
r
(
ム
∞
)
-
己

NUU
巧
R
L
ω

・∞
Oをロ】
2
・

』
『

J
F↓
出
回
4

シ
河
口
〉

2
H
Z
E円

t
F
ぇ
-
U

吋|∞∞

(
S
U
)・

し
か
し
、
同
事
件
を
扱
っ
た
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
理
論
を

否
定
も
口
定
も
し
な
か
っ
た
。

(回〉

ω
g
d
-
ω
M∞
ア
巳

ω
E
士
宮
∞
)
・

(
印
)

-

O
印

司

・

ω巳
-
)
甘

ω
芯
唱
え
ω
三
-

(
引

)
c
r
g
E
-
E℃
E
E
Z
(品
∞
〉

L同
M
U
U
1
8
一

2
0件
何

回

目

νえ
の
口
門
司
ユ

2
H
N
2可
-
2
5
2
m
H丘
三
百
〉
ロ

t円
円
己
的
丹

「
hwt〈
ω
日
〉
∞

mLmwEHOC日
E
Z・
町
一
~
ペ

E
L出
「
・
(
『
・
〕
1cc.

(
位
)
註
(
叩
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
市
場
の
占
有
率
が
区
別
の
内
容
に

な
っ
て
い
な
い
の
で
、

G
E
判
決
と
そ
の
後
の
一
連
の

G
E
理
論
限

定
判
決
と
の
差
異
は
、
実
施
権
者
の
数
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
無
論
、
こ
う
し
た
指
標
は
一
エ
間
的
で
あ
る

か
ら
、
批
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

七

円
削
}

ハ
ッ
ク
事
件
〈
一
九
六
四
年
)

本
件
は
、
特
許
権
者
ハ
ッ
ク
礼
が
、
州
刊
引
一
川
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
の
製
造
・
販
売

の
突
施
権
を
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
社
に
、
価
格
拘
束
条
件
付
き
で
与
え
て
い
た

北法27(1・102)102 

こ
と
が
、
政
府
に
よ
っ
て
、
シ
ャ

1
7
ン
法
違
反
の
価
格
決
定
の
結
合
と
し

て
問
責
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
裁
判
所
は
、
本
件
を

G
E
判

決
の
先
例
に
基
づ
き
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
違
反
し
な
い
と
判
決
し
た
。

被
告
ハ
ヅ
ク
社
は
、
主
に
ジ
ェ
ッ
ト
機
、
プ
ロ
ペ
ラ
機
の
機
体
製
造
に
際

し
て
使
用
さ
れ
る
止
め
金
、
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
の
製
造
・
販
売
に
従
事
し
て
い

た
。
こ
の
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
に
は
特
許
権
が
与
え
ら
れ
て
お
り
発
明
者
は
ル
イ

ス
・
ハ
ッ
ク
と
い
う
人
で
、
特
許
権
の
所
有
者
は
、
同
氏
が
社
長
で
あ
り
最

大
株
主
で
あ
る
ハ
ッ
ク
社
で
あ
っ
た
。

一
九
五

O
年
以
来
、
同
社
は
こ
の
特
色
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
を
製
造
・
販
売
し

て
い
た
。
当
該
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
は
、
使
用
分
野
に
よ
っ
て
形
・
サ
イ
ズ
が
異

り
、
金
属
も
ん
H

金
・
ア
ル
ミ
・
チ
タ
ン
等
の
種
類
、
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
該

ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
に
は
、
他
の
止
め
金
の
代
替
品
が
あ
り
、
そ
れ
等
と
競
争
関

係
に
た
っ
て
い
た
。

一
九
五
一
年
に
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
卜
社
も
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
の
製
造
・
販
売
を

開
始
し
た
が
、
ハ
ッ
ク
社
に
よ
っ
て
、
特
許
侵
害
訴
訟
を
提
訴
さ
れ
、
そ
し
て

敗
訴
し
た
。
こ
の
た
め
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
社
は
本
件
を
上
訴
す
る
一
方
で
、

ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
の
生
産
を
中
止
し
ハ
ッ
ク
社
に
当
該
特
許
の
突
施
許
諾
を
要

請
し
た
。



他
方
、

ハ
ッ
ク
社
は
、
顧
客
か
ら
特
許
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
の
別
の
供
給
源
を

設
け
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
、
ま
た
、
顧
客
の
注
文
日
に
間
に
合
わ
な
い
と
い

う
事
故
も
起
き
た
の
で
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
社
に
特
許
実
施
権
を
与
え
る
こ
と

一
九
五
四
年
九
月

を
考
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
両
社
交
渉
後
、

に
、
ハ
ッ
ク
社
は
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
打
に
特
許
実
施
権
を
与
え
る
こ
と
を
決
定

し
た
。
そ
の
後
、
係
争
中
の
特
許
役
引
訴
訟
に
却
下
判
決
が
下
さ
れ
、
両
社

の
争
い
は
最
終
的
に
結
着
が
つ
け
ら
れ
た
。

本
件
特
許
実
施
許
諾
契
約
中
に
は
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
社
が
当
該
特
許
の
改

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

良
特
許
や
-
取
得
し
た
場
人
口
そ
の
改
良
特
許
の
、
再
実
施
許
諾
権
も
含
め
た
通

常
実
施
権
を
ハ
ァ
夕
刊
行
に
与
え
る
事
を
義
務
づ
け
る
、
い
わ
ゆ
る
グ
ラ
ン
ト

・
パ
ッ
ク
条
項
、
お
よ
び
、
ハ
ッ
ク
社
に
よ
る
タ
ウ
ン
ゼ

γ
ト
社
へ
の
こ
年

間
の
専
用
実
施
格
付
与
の
保
障
条
項
と
、
そ
の
二
年
間
は
ハ
ッ
ク
社
が
タ
ウ

ン
ゼ
ン
ト
社
の
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
の
販
売
価
格
を
指
定
す
る
と
い
う
価
格
拘
束

条
項
等
が
含
ま
れ
て
い
た
。

政
府
側
の
証
人
は
、
こ
れ
ら
の
契
約
条
項
の
他
に
、
口
頭
に
よ
っ
て
で
は

あ
る
が
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
社
が
指
定
価
格
を
遵
守
す
る
限
り
、
ハ
ッ
ク
社
は

本
件
特
許
の
突
施
権
を
タ
ウ

γ
ゼ
γ
ト
社
以
外
に
は
与
え
な
い
と
い
う
合
意

が
あ
っ
た
と
証
言
し
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
の
こ
の
点
に
つ
い
て
の
認
定
で

は
、
こ
の
口
約
束
な
る
も
の
は
、
当
事
者
の
一
九
五
四
年
九
月
の
契
約
文
書

上
に
含
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
。
そ
れ
は
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
礼
が
指
定
価
格

を
遵
守
す
る
限
り
、
ハ
ッ
ク
社
は
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
社
以
外
に
災
施
権
を
与
え

な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
専
用
実
施
権
の
効
力
町
乞
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、

と
い
う
。
裁
判
所
は
、
特
許
有
効
期
間
中
に
、
他
者
に
専
用
実
施
権
を
与
え

指
定
価
格
の
遵
守
を
要
求
す
る
の
は
、
ハ
ッ
ク
社
の
特
許
権
者
と
し
て
の
権

利
行
使
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
た
。

裁
判
所
は
、
さ
ら
に
、
以
下
の
事
を
認
定
し
た
。
ハ
ッ
ク
社
は
、
顧
客
お

よ
び
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
社
に
対
し
、
特
許
製
品
の
価
格
の
公
報
を
配
布
し
守
ら

せ
た
が
、
タ
ウ
ン
ゼ
ソ
ト
社
が
、
こ
の
価
格
決
定
に
参
与
し
た
と
か
、
他
者

に
守
ら
せ
る
よ
う
仕
向
け
た
と
い
う
証
拠
は
な
か
っ
た
。
本
件
契
約
後
に
、

両
杜
は
数
回
の
交
渉
を
し
た
が
、
そ
の
交
渉
の
目
的
は
、
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
の

品
質
・
サ
イ
ズ
・
仕
上
げ
等
の
遵
守
規
定
の
遂
行
、
お
よ
び
技
術
改
良
の
情

報
交
換
、
設
備
の
取
り
付
け
、
共
同
宣
伝
等
の
た
め
で
あ
っ
て
、
価
格
決
定

や
価
格
決
定
権
の
行
使
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
。

ハ
ッ
ク
社
は
、
チ
タ
ン
の
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
を
除
い
て
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
社

以
外
に
特
許
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
の
製
造
・
販
売
の
実
施
権
を
与
え
ず
、
他
の
五

北法27(1・103)103

社
、
が
実
施
許
諾
を
要
請
し
た
が
断
っ
た
。
こ
の
ハ
ッ
ク
社
の
実
施
許
諾
の
拒

否
決
定
に
、
タ
ウ

γ
ゼ
ン
ト
社
が
参
与
し
た
証
拠
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、

ハ
ッ
ク
社
は
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
社
に
数
種
の
特
許
の
実
施
権
を
与



料

え
た
が
、
各
契
約
中
に
は
最
初
の
引
詐
実
施
許
諾
契
約
と
向
様
の
グ
ラ
ン
ト

-
パ
ッ
ク
条
項
が
合
ま
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
価
格
拘
束
条
件
は
含
ま
れ
て

資

い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
グ
ラ
ン
ト
・
パ
ッ
ク
条
項
も
、

ハ
ッ
ク
社
に

タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
任
の
改
良
特
許
の
取
引
制
限
や
独
占
化
を
許
す
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
さ
ら
に
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
任
が
改
良
特
許
を
得
た
と
い
う
証
拠
も

な
か
っ
た
。

結
局
、
裁
判
所
は
、
本
件
付
市
川
災
施
許
諾
契
約
に
は
、
特
許
権
の
通
常
で

合
理
的
な
報
般
を
獲
ね
す
る
こ
と
以
外
の
意
図
は
認
め
ら
れ
な
い
と
述
べ

た
ま
た
、
特
許
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
の
購
入
者
、
使
用
者
は
、
当
該
製
品
の
利
用

以
外
の
理
由
に
よ
っ
て
、
当
該
製
品
を
購
入
し
た
と
か
、
他
の
代
替
口
聞
を
購

入
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
な
か
っ
た
。
申
し
立
て
ら

れ
た
共
同
行
為
が
、
川
J
該
製
品
市
場
、
代
替
製
品
市
場
に
決
定
的
な
影
響
を

与
え
た
と
い
う
証
拠
も
、
同
札
札
が
、
作
日
出
川
に
よ
る
独
占
を
超
え
て
、
特
許
ロ

ツ
ク
ボ
ル
ト
の
独
占
化
や
取
引
制
限
の
立
図
を
有
し
た
と
か
、
共
謀
し
た
と

い
う
証
拠
も
な
か
っ
た
。

裁
判
所
は
、
以
上
の
事
尖
を
川
民
ん
し
た
う
え
で
、
本
件
を

G
E
判
決
の

先
例
に
基
づ
き
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
逃
反
し
な
い
と
判
決
し
た
。
マ
ク
ロ

l

ピ
ッ
ツ
判
事
が
代
表
志
H
ん
を
述
べ
た
。

政
府
側
は
、
本
件
に
関
し
て
、

G
E
判
決
の
先
例
性
を
争
う
こ
と
は
し
な

か
っ
た
た
め
、
本
件
は

G
E
判
決
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
裁
判
所
は
、
ハ
ッ
ク
社
の
価
格
指
定
と
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
任
に
よ
る
そ
の
価

格
の
遵
守
と
い
う
事
実
は
、

G
E事
件
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
認
め

た
。
ま
た
、
グ
ラ
ン
ト
・
パ
ッ
ク
条
項
も
、
排
他
性
が
な
く
、
改
良
特
許
に

か
か
わ
る
取
引
制
限
や
独
占
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め

た
。
ハ
ッ
ク
社
が
、
自
己
の
判
断
で
、
他
の
五
社
に
特
許
実
施
権
を
与
え
な

か
っ
た
こ
と
も
適
法
で
あ
る
と
認
め
た
。

ま
た
、
裁
判
所
は
、
本
件
に
次
の
よ
号
な
事
実
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と

述
べ
た
。

① 
寺三
産
業
[ドj
な

frJli 
格
拘
束
を
{半
う
特

実
施
lit 
8'fj 
契
約
の
不

ワ

ク
、
①
特
許
権
者
の
他
者
へ
の
実
施
許
諾
に
対
す
る
、
多
数
の
実
施
権
者
に

よ
る
妨
害
の
合
意
・
共
謀
、
③
競
争
関
係
に
あ
る
多
数
の
事
業
者
へ
の
仙
格

拘
束
を
併
う
実
施
権
の
付
与
、
@
二
特
許
権
者
聞
の
、

一
方
の
特
許
権
者
に

そ
の
者
の
所
有
し
な
い
特
許
の
再
実
施
許
諾
権
と
側
格
決
定
権
と
を
与
え
る

相
互
実
施
許
諾
契
約
、
⑤
競
争
関
係
に
あ
る
特
許
権
の
プ
ー
ル
に
基
づ
く
、

価
格
j折拘右匂j 
束
を
伴
フ
特
=許午
突
施
長許午
言詩持
契
約

@ 
9非ド
特
J 
製
Eコ
n口
0) 

h仙町
格
i'J;: 
/と
0) 
ノh

意
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こ
れ
ら
の
列
挙
事
尖
は
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
事
件
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル

事
件
、
ジ
プ
サ
ム
事
件
、
-
二

l
・
リ
ン
ク
ル
事
件
、
ニ
ュ

l
パ

i
グ
・
モ

イ
ア
事
件
、
そ
の
他
数
件
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
事
実
を
摘
出
し
た
も
の
で

あ
る
。こ
う
し
て
、
本
引
は
、

G
E事
件
の
原
則
の
下
で
適
法
と
判
断
さ
れ
、
政

府
の
申
し
立
て
は
楽
却
さ
れ
た
。
政
附
は
‘
本
件
を
最
高
裁
判
所
に
上
訴
し

一
判
事
を
除
い
た
八
人
の
判
事
に
よ
っ
て
本
件
を
検

(
H
V
 

討
し
た
け
れ
ど
も
、
結
論
が
困
対
四
に
分
か
れ
た
の
で
、
同
裁
判
所
の
意
見

〈
向
)

を
付
す
る
こ
と
な
く
、
地
裁
判
し
伏
を
確
定
判
決
と
す
る
と
述
べ
た
。

た
。
刊
以
内
帆
批
判
所
は
、

ト
ト
小
h
a
ふ
t
h

、

-ノ

'ψ
』

'
j
b司

j
hリ
ギ
水
、

1

i

i

 

G
E事
件
の
現
代
版
で
あ
り
そ
の
帰
趨
が
花
目
さ
れ

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

こ
:
、

L
え

J
d
h
E
1
J
町
士
、

f
b
z
w刈
adi--円
i

G
E
羽
町
論
を
T

品
目
定
も
肯
定
も
し
な
か
っ
た
。
し
た

つヵ:
てつ
いて
る66
O~ 今

11 
な
.JJ 

G
E心
事
件
の
先
例
は
辛
く
も
生
き
て
い
る
こ
と
に
な

〔
回
〉

C
ロユ
E
r
a
2
〈

-
E
R
r
p戸時間・
(
U
0

・w
M
M
吋
出

ωc宅・

3
一

(一回目九千〉・

(
則
的

)
ω

∞N
C
・
ω・
一
回
吋
へ
石
田
印
)
・

(
前
)

H

Z

L

・

(
前
)
こ
の
点
を
ぷ
一
二
百
丹
念

2
5一一可
2
2
2
F
L・
-
と
表
現
す
る
論
者

も
あ
る
。
え

ωz℃
2
5
R
2
U
)
.

/¥ 

後
期
判
決
の
ま
と
め

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ

γ
ル
事
件
に
お
い
て
も
、

ク
事
件
に
お
い
て
も
、

G
E
判
決
の
先
例
を
'
挺
棄
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

G
E
判
決
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
道
を
選
ん
だ
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
そ

の
限
定
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

ラ
イ
ン

-
Tア
リ
ア
ル
事
件
に
お
い
て
、
リ
ー
ド
判
事
は
、

G
E事
例
の

先
例
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。

「
特
許
権
者
会
宮
常
三

2
)
は
、
価
格
拘
束
を
し
て
他
の
者

(
E三
宮
『
〉

に
特
許
の
製
造
・
販
売
実
縮
機
を
与
え
て
も
よ
い
。
」

そ
し
て
、
本
件
と
そ
れ
以
降
の
判
決
は
、
こ
の
種
の
価
格
拘
束
に
つ
い
て

の
特
許
後
者
の
正
当
な
権
利
行
使
の
範
囲
を
、
あ
た
か
も
、
右
の
文
一
一
け
が
一
不

寸
内
容
に
で
き
る
だ
け
接
近
さ
せ
、
そ
の
範
悶
へ
限
定
し
て
ゆ
く
よ
う
配
慮

し
て
き
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

ま
ず
、
特
許
権
者
は
岱
宮
窓
口
丹

2
に
限
定
さ
れ
、
複
数
の
特
許
権
者
の

結
ん
川
に
基
づ
く
特
許
実
施
許
諾
上
の
価
格
拘
束
は
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
え

ょ
う
。
こ
の
点
は
、
相
互
特
許
実
施
許
諾
が
関
連
す
る
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア

ル
事
件
、
作
許
0

ア
ー
ル
が
関
連
寸
る
ニ
ュ

l
・
リ
ン
ク
ル
事
件
に
よ
っ
て
示

さ
れ
る
。

次
に
、
自
己

r
R
と
い
う
文
言
を
、

g一可
E
ゅ
の
立
味
に
解
す
る
か
、

D

子
の
訟
の
意
味
に
解
す
る
か
、
問
題
が
残
る
け
れ
ど
も
、
制
格
拘
束
を
遵
守

ノ、

ツ
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す
る
突
版
権
者
の
総
数
(
件
前
権
者
も
含
め
て
)
が
制
限
さ
れ
て
き
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
ジ
プ
サ
ム
事
件
、
ニ
ュ

1

・
リ
ン
ク
ル
事
件
、
ニ
ュ

l
パ
l

グ
・
モ
イ
ア
事
件
の
一
述
の
判
決
が
こ
の
点
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
、
戸
一

fr 

ュ
l
パ

l
グ
・
モ
イ
ア
事
件
判
決
で
は
、
，
作
業
内
の
多
数
(
五
社
中
の
三

社
)
の
事
業
者
が
側
協
拘
束
を
遵
守
し
て
い
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
と
さ

れ
た
。
ま
た
、
木
件
は
、
リ

l
ド
判
事
の

EMD子
日
と
い
う
話
を
、
単
一
の

突
純
権
者
守
口
一
可

C
5
8
E
B
E
D円
)
の
怠
味
に
解
し
、

m
z
m
F
E
R
E
F
4

Z
Z
に
基
づ
い
て
判
決
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
が
、
今
後
、
最

高
裁
判
所
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
、

さ
し
あ
た
り
、
E

ー
な
木
内
の
多
数
の
競
争
者
、
か
、
特
許
権
者
や
実
施
権
者
と
し

高
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
に
止
め
る
。

て
側
格
拘
束
に
従
っ
て
い
れ
ば
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
と
さ
れ
る
可
能
性
は

(
と
こ
ゐ
で
、
位
向
期
判
決
は
、

G
E
事
件
の
判
決
の
適
用
範
囲
を
制
限
し

て
ゆ
く
方
向
に
お
い
て
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
リ
ー
ド
判
事
の

G

E
判
決
の
解
釈
の
扱
い
方
に
お
い
て
は
、
二
つ
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

ニュ

l
バ
1
ー
グ
・
モ
イ
ア
事
件
だ
け
は
、
リ
ー
ド
判
事
の
解
釈
文
言
が
示
す

内
容
以
外
は
、
す
べ
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

他
方
、
そ
れ
以
外
の
後
期
判
決
は
、
リ
ー
ド
判
事
の
解
釈
交
一
吉
田
が
示
す
内
容

以
外
は
、
ま
だ
裁
判
所
に
よ
っ
て
同
断
さ
れ
て
い
ず
、
今
後
の
判
決
が
u

七
の

空
白
を
矧
め
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

前
者
の
考
え
方
で
は
、
特
許
権
者
と
実
施
権
者
が
注
業
内
の
相
当
部
分
を

占
め
て
い
て
、
付
許
実
施
許
諾
上
の
価
格
拘
束
が
複
数
あ
れ
ば
、
五
回
dmr

一月刊口的。

E
F
に
基
づ
き
、
そ
れ
だ
け
で
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
と
な
し
う

る
。
特
許
権
者
の
意
図
、
目
的
、
当
事
者
間
の
共
謀
的
要
素
は
、
こ
の
場
介
、

軍
要
な
法
的
評
価
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
種
の
伽
絡
拘

束
肉
体
が
、
本
来
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
契
約
条
項
で
あ
る
が
、
百
戸
間
『

}M2ロ団。門戸
M
F
に
あ
て
は
ま
る
場
合
だ
け
違
反
と
さ
れ
る
の
を
免
除
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
特
約
権
者
の
意
図

-
H的

・
当
事
者
間
の
共
謀
的
要
素
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
法
的
-
評
価
の
軍
要
な
対

象
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
事
実
が
、
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行

使
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
獄
用
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
り
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の

適
用
の
問
題
、
が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ

の
考
え
方
の
場
合
に
お
い
て
も
、
特
許
権
者
の
意
図
・
目
的
を
、
特
許
実
施

許
諾
上
の
師
格
拘
束
が
な
さ
れ
て
い
る
産
業
分
野
の
事
実
の
態
様
か
ら
厳
し

く
認
定
し
、
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
の
範
囲
を
限
定
し
て
い
る
。
)

次
に
、
後
期
判
決
に
よ
る

G
E
理
論
の
限
定
方
法
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

後
期
判
決
は
、
当
事
者
間
の
共
同
行
為
の
認
定
、
が
よ
り
積
極
的
に
な
っ
て
い
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る
と
い
え
る
。
ベ

l
メ
ン
k

事
件
お
よ
び

G
E
事
件
の
判
決
は
、
特
治
安
施

許
諾
上
の
価
格
拘
束
を
、
そ
れ
だ
け
で
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
契
約
・
結

合
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
後
期
判
決
は
、
こ
の
点
に
踏
ま
え
な

が
ら
も
、
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ツ
・
サ
ー
キ
ッ
ト
事
件
お
よ
び
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト

事
件
の
判
決
を
先
例
に
し
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
結
合
・
共
謀
と
い
う

法
律
構
成
を
、
よ
り
積
極
的
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

」
の
場

合
、
実
施
権
者
と
な
る
べ
き
者
が
、
他
の
山
中
古
施
権
者
と
な
る
べ
き
者
も
同
一

内
容
の
契
約
に
加
入
す
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
締
結
し
た
価
格
拘
束
れ
許
安

施
許
諾
は
、
川
川
内
伯
決
ぺ
応
の
共
謀
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
共
謀

の
認
定
の
仕
方
に
対
し
て
、
通
常
の
れ
れ
尖
施
許
諾
に
伴
う
了
解
を
共
謀
と

仙i格拘束特許災施許諾契約と反トラストil;

す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
述
べ
た
通

り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
裁
判
所
の
反
ト
ラ
ス
ト
訟
の
瑚
用
姿
勢
の
積
極
性
と
並
行
し

て、

G
E
理
論
に
基
づ
く
作
汗
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
の
範
囲
が
、
怒
法

上
の
特
許
制
度
の
日
的
規
定
「
科
学
お
よ
ひ
有
益
な
技
芸
の
進
歩
の
促
進
」

と
い
う
制
約
原
理
に
よ
っ
て
、
限
定
さ
れ
て
ぎ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
作

A
制

度
が
、
そ
の
日
的
か
ら
逸
脱
し
て
、
単
に
企
業
へ
競
争
上
の
特
権
を
付
与
す

る
制
度
へ
と
変
質
し
つ
つ
あ
る
一
耐
へ
の
反
省
に
基
づ
く
も
の
だ
と
い
え

る
。
一
九
三

0
年
代
以
降
の
、
特
許
制
度
の
再
検
討
の
成
果
は
、
特
汀
法
の

改
正
提

mば
か
り
で
な
く
、
裁
判
所
の
特
許
法
の
解
釈
に
も
影
響
を
及
ぼ
し

て
主
た
の
で
あ
る
。
村
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
の
範
聞
の
制
限
は
、
こ

う
し
た
影
響
の
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
特
許
権
者
の
正
当

な
権
利
行
使
の
範
囲
は
、
何
等
か
の
競
争
制
限
に
対
す
る
客
観
的
基
準
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
特
許
権
者
の
意
図
や
目
的
の
削
酌
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て

き
て
い
る
。
こ
の
点
は
次
に
述
べ
よ
う
。

後
期
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
、
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
の

範
囲

(
G
E
理
論
の
適
用
範
囲
)
を
限
定
し
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
適
用
範
囲

を
拡
大
し
て
き
て
い
る
と
い
え
る
け
れ
ど
も
、
他
国
、
そ
の
限
定
方
法
が
、

反
ト
ラ
ス
ト
法
の
日
的
の
見
地
か
ら
見
て
、
ネ
カ
テ
イ
ブ
な
面
も
な
い
わ
け

(
臼
)

で
は
な
か
っ
た
。

ノ

CI--

J
j
f
 
一
方
で
、

一
連
の
後
期
判
決
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
厳
格
に
適

用
し
、
他
方
で
、

G
E
理
論
を
廃
来
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

G
E
事

件
の
事
実
と
そ
の
後
の
一
連
の
終
期
事
件
の
事
実
と
は
、
続
争
制
限
の
程
度

に
お
レ
て
、
ほ
と
ん
ど
区
別
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
生
じ
た
点
に
あ
ら
わ

(
問
〉

れ
て
い
る
。
級
期
判
決
は
、
む
し
ろ
、
競
争
制
限
の
程
度
の
区
別
と
は
対
応

し
な
い
形
式
的
区
別
や
、
特
許
権
者
の
意
図
・
目
的
に
よ
っ
て
反
別
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
か
否
か
の
判
断

が
、
競
争
制
限
の
程
度
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
な
い
判
断
で
あ
る
た
め
か
も
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料

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
、
特
許
実
施
許
諾
上
の
価
格
拘
束
に
対

す
る
反
ト
ラ
ス
ト
抜
本
刊
の
判
決
を
、
相
互
に
整
合
性
の
な
い
も
の
に
し
て

資

い
る
而
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
分
野
に
は
、
ま
だ
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
原
則

な
り
そ
の
経
済
的
日
的
な
り
が
、
民
徹
さ
れ
て
い
な
い
と
評
せ
ざ
る
を
え
な

い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
け
ん
れ
ば
、
判
例
の
動
向
を
整
合
的
に
説
明
す
る
こ

と
は
難
か
し
く
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
我
々
は
、
ニ
ュ

l
パ
l

(
刊
)

グ
・
モ
イ
ア
事
件
の
巡
回
裁
判
所
の
判
決
に
お
け
る
、
ビ
ッ
グ
ズ
裁
判
長
の

言
葉
を
想
起
せ
ざ
る
を
仰
な
い
。
彼
は
、

G
E事
件
の
事
実
と
ニ
ュ

l
・
リ

ン
ク
ル
事
件
の
事
災
と
が
、
市
場
占
有
率
等
の
競
争
制
限
の
程
度
に
お
い

て
、
区
別
を
つ
け
難
い
と
述
べ
た
あ
と
、
こ
う
い
っ
て
い
る
。

「
こ
の
説
明
は
、
多
分
、
論
理
よ
り
も
歴
史
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ

ぅ
。
と
い
う
の
は
、
廃
史
と
い
う
も
の
は
、
だ
ら
し
の
な
い
家
政
婦
と
同
じ

(
引
》

だ
か
ら
で
あ
る
o
」

(
肝
)

(
印
〉
(
印
)

(
刊
〉

門
町

-
m口問

)
s
z
o
-げ
の
(
ム

3
・
(
ム
∞
)
・

円
『
・

ωロ
℃
門
知
コ
C
T
u
(
ω
一
)
・

n
h
-
m戸
円
》
円
mw

ロC

件。
(
h
S
)
畑
(
印
{
〕
)
・

ωC℃
冨
ー
ロ
o
f
w
(印
印
〉
・

(η
〉

H
r
F
L

白

昨

日

田

ω

第
四
節

判
例
全
体
の
総
括

本
山
川
で
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
特
許
実
施
許
諾
契
約
上
の
伽
格
拘

束
条
項
に
対
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
規
制
状
態
を
、
判
例
全
体
を
通
じ
て
概

観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

特
許
法
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
は
、
そ
の
目
的
に
お
い
て
、
現
代
の
白
山
私
企

業
体
制
の
中
で
、
相
互
に
補
完
し
あ
い
両
立
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
特
許
法
に
よ
っ
て
発
明
者
に
付
与
さ
れ
た
排
他
的
権
利
H
独

占
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
規
制
を
う
け
な
い
。
そ
し
て
、
特
許
権
者
の
、
こ

の
排
他
的
権
利
に
基
づ
く
正
当
な
権
利
行
使
は
、
特
許
権
の
濫
用
的
行
為
と

区
別
さ
れ
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
と
は
き
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
阿
法
の

共
存
可
能
性
を
前
提
に
し
て
お
り
、
両
法
の
関
係
を
調
整
す
る
基
木
原
則
と

な
っ
て
い
る
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
事
件
に
お
い
て
、
こ
の
原
則
自
体
が
山
題
と

な
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
原
則
は
、
抽
象
的
で
あ
り
、
何
が
特
許
権
者
の
正
当
な
権

利
行
使
に
あ
た
る
か
を
、
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

具
体
的
に
は
、
こ
の
問
題
が
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
事
件
に
お
い
て
重
要
な
調
整
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の
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
リ

l
ド
判
事
は
ラ
イ

γ
・
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
に

お
い
て
、
こ
の
内
…
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
無
効
な
の
は
特
許
の
独
占
で
は
な
く
、
そ
の
独
占
の
不
当
な
利
用
で
あ

る
。
我
々
は
、
特
許
の
適
法
な
取
引
制
限
と
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
が
広
く
然
止

〔

1
)

す
る
違
法
な
取
引
制
限
と
の
調
整
を
要
請
さ
れ
る
o
」

そ
し
て
、
村
許
の
排
他
的
権
利
か
ら
派
生
し
た
犠
々
な
制
限
的
商
抑
制
行

が
、
こ
の
調
整
を
要
訪
さ
れ
る
前
九
要
な
分
野
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
判
リ
戸
川
ぃ
川

実
施
許
諾
上
の
価
格
拘
束
と
い
う
代
夫
的
な
制
限
的
商
慣
行
を

た

検
討
し

初
期
判
決
は
、
こ
の
絡
の
側
格
拘
束
を
、
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使

価格拘束特許実路許諾契約と反トラスト法

と
見
な
し
、
特
ル
バ
権
の
保
護
範
間
に
含
め
た
。
と
く
に
、

G
E
判
決
は
、
付

古
川
権
者
の
通
常
で
合
理
的
な
報
償
の
確
保
と
い
う
論
拠
に
基
一
づ
い
て
、
こ
の

こ
と
を
是
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
判
決
の
理
論
構
成
は
、
将
斤
権

者
の
保
護
を
重
観
す
る
立
場
か
ら
、
こ
の
括
恨
の
価
格
拘
束
が
特
許
権
者
の
正

当
な
依
利
行
使
に
含
ま
れ
る
と
述
べ
、
つ
い
で
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
観
点
か

ら
、
こ
の
よ
う
な
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
心
述

反
し
な
い
、
と
す
る
偶
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
判
決
理
論
の
背
後
に
あ

る
の
は
、
特
許
権
者
の
保
護
が
、
発
明
や
技
芸
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
い
う

特
詳
制
度
の
理
念
に
対
す
る
い
い
頼
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
一
九
一
七
年
の

モ
ー
シ
ョ
ン
・
ピ
ク
チ
ャ

1
・
パ
テ
ン
ツ
事
件
に
お
け
る
、
特
許
濫
用
の
法

理
の
形
成
は
、
特
許
法
の
分
野
に
新
し
い
観
点

'
l特
許
権
者
の
過
大
保
護

を
戒
め
、
競
争
秩
序
と
い
う
公
長
を
よ
り
重
視
す
る
観
点

i
iを
導
入
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
の
影
響
は
、

G
E
判
決
に
よ
っ
て
、

反
ト
ラ
ス
ト
法
分
野
の
ベ
l
メ
ン
ト
判
決
の
先
例
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
防
止

さ
れ
た
。
む
し
ろ
、
後
期
判
決
が
、
こ
の
影
響
を
う
け
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
初
期
判
決
の
理
論

l
l
i
G
E
理
論
は
、
そ
の
後
、
司
法
省
反
ト
ラ
ス

ト
部
の
執
搬
な
訴
追
に
よ
っ
て
、
廃
棄
を
迫
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
が
、
後
期
判

決
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
結
局
、

G

E
判
決
の
先
例
を
除
棄
し
な
か
っ
た
。

G
E
判
決
の
廃
棄
を
め
ざ
す
最
高
潮
は
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
で

あ
っ
た
。
間
判
事
が
、

G

E
現
論
の
廃
棄
を
主
張
し
た
。
そ
の
見
解
は
、
特

許
災
胞
な
川
北
向
上
の
価
格
拘
束
を
、
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
と
し
て
で

は
な
く
、
す
べ
て
一
般
の
契
約
上
の
制
限
と
し
て
扱
う
こ
と
が
、
憲
法
と
特

昨
日
法
の
け
的
お
よ
び
反
ト
ラ
ス
ト
訟
の
目
的
に
叶
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
も
し
、
こ
の
見
解
が
、
裁
判
所
の
多
数
を
占
め
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の

種
の
価
格
拘
束
に
つ
い
て
の
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
の
範
聞
は
、
極

め
て
厳
格
か
つ
明
確
な
境
界
線
に
よ
っ
て

K
切
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

て
、
裁
判
所
は
、
個
々
の
事
件
ご
と
に
、
被
合
た
ち
の
行
為
の
態
様
や
怠
図

y c 
し
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料

-
目
的
に
よ
っ
て
、

G
E
判
決
と
の
関
係
を
吟
味
す
る
と
い
う
困
難
な
作
業

か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
裁
判
所
の
判
決
は
、
こ
の
方

向
を
辿
ら
な
か
っ
た
。

資

裁
判
所
の
後
期
判
決
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

G
E
判
決
の
先
例
性

を
承
認
し
、
か
っ
、

G
E
判
決
の
泊
川
範
囲
を
限
定
ナ
る
と
い
う
方
向
を
辿

っ
た
の
で
あ
る
。

裁
判
所
の
後
期
判
決
の
作
色
と
し
て
は
、
ま
ず
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
適
用

態
度
、
が
積
極
的
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
後
期
の
事
件
で
は
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト

事
件
や
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
、
ニ
ュ
l
・
リ
ン
ク
ル
事
件
の
判
決
の

論
四
社
構
成
が
示
す
よ
う
に
、
村
流
権
者
が
正
当
役
権
利
行
使
を
し
て
い
る
か

否
か
の
検
討
を
後
に
ま
わ
し
、
斜
計
総
が
い
や
件
に
関
連
し
て
い
な
け
れ
ば
、

被
告
た
ち
の
行
九
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
述
反
で
あ
る
こ
と
を
先
に
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
こ
の
場
介
、
被
告
た
ち
の
行
為
は
、
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ツ
・
サ
i

(
2
)
 

キ
ッ
ト
事
件
の
先
例
に
よ
っ
て
、
治
山
似
な
共
川
行
九
と
し
て
訟
一
必
さ
れ
て
い

る
。
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ツ
・
サ
ー
キ
ッ
ト
事
件
で
は
、
違
法
な
共
同
竹
山
仙
の

認
定
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
(
共
謀
の
立
証
は
、
)
阪
必
業
者
が
、
共
川
行
為
が
企
て
ら
れ
勧
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
そ
の
計
闘
に
参
与
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
.

違
法
な
共
謀
が
、
共
謀
者
の
同
時
の
契
約
や
行
怠
に
よ
ら
な
く
と
も
な
さ
れ

〈

3
〉

る
こ
と
は
既
k
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
」

こ
の
用
論
が
、
特
許
権
者
と
実
施
権
者
た
ち
と
の
述
、
仏
な
共
同
行
為
を
認

定
す
る
基
準
と
し
て
使
わ
れ
た
。
ま
た
、
ニ
ュ

l
パ

l
グ
・
モ
イ
ア
事
件
で

は
、
か
く
べ
つ
に
特
許
権
者
と
二
任
の
尖
施
権
者
と
の
間
の
共
謀
が
検
討
さ

れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
取
引
制
限
の
行
為

と
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
裁
判
所
は
、
事
件
に
特
許
権
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
、
被
告
た

ち
|
|
特
許
権
者
と
実
施
権
者
た
ち
1

1
の
共
同
行
為
を
正
当
化
「
る
か
否

か
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
内
出
検
討
に
あ
た
り
、
裁
判
所
は
、
初
期
判
決

の
立
場
と
異
っ
て
、
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
を
極
め
て
厳
絡
に
解
釈

し
て
い
る
。
こ
の
厳
格
さ
は
、
憲
法
上
の
特
許
制
度
の
け
的
規
定
「
発
明
と

技
芸
の
進
歩
の
促
進
」
を
基
準
に
し
て
、
特
許
権
者
の
収
益
の
保
護
が
過
大

に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
。
こ
の
憲
法
的
茶
話
平

に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
後
期
判
決
で
は
、
被
告
た
ち
の
行
為
は
、
特
許
権

者
の
正
当
な
権
利
行
使
に
あ
た
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
被
告
た

ち
|
|
特
許
権
者
と
突
脳
権
者
た
ち

l
ー
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
伏
注
反
の
価
格

決
定
を
し
た
と
判
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

」
う
し
た
憲
法
的
基
準
は
、
特
許
潜
用
の
法
理
に
よ
っ
て
、
す
で
に
、
特

許
法
の
分
野
に
導
入
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
基
準
は
、
特
許
権
者
の
特

;jti1;27(1・110)110



許
製
品
購
入
者
に
対
す
る
抱
き
合
せ
条
項
の
付
加
や
再
販
売
価
格
維
持
の
拘

束
に
対
し
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
適
用
す
る
場
合
、
そ
の
前
提
的
議
論
と
し
て

導
入
さ
れ
て
い
た
。
後
期
判
決
は
、
こ
の
基
準
を
、
特
許
実
施
尚
治
ト
-
の
仙

格
拘
束
の
分
野
に
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
基
準
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

「
(
特
許
制
度
)
は
、
有
益
な
技
術
の
取
一
歩
の
促
進
が
主
目
的
で
あ
り
、
免

明
の
報
僚
は
第
二
義
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
、
主
目
的
に
対
す
る
手
段
に
す

(
4
)
 

ぎ
な
い
。
」

価格拘束特許実施許諾契約と反トラスト法

「
特
許
権
者
は
特
権
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
共
ロ
的
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ

た
特
権
で
あ
る
。
そ
の
特
許
は
定
明
に
由
来
し
、
明
細
書
に
記
載
さ
れ
た
危

〈

5
)

間
切
に
の
み
限
定
さ
れ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
憲
法
的
巷
準
を
、
判
決
を
下
す
直
体
慌
の
集
準
と

し
て
導
入
し
た
の
は
、
メ
イ
ソ
ナ
イ
ト
事
件
の
代
表
怠
見
お
よ
び
ラ
イ
ン
・

マ
テ
リ
ア
ル
事
件
の
補
足
立
見
を
書
い
た
ダ
グ
ラ
ス
判
事
で
あ
っ
た
。
ラ
イ

ン
-
7
f
ア
リ
ア
ル
事
件
の
補
足
立
見
の
中
で
、
，
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
こ
の
基

準
に
拠
っ
て
、
特
許
権
者
の
怠
図
や
白
的
に
関
係
な
く
、
特
許
夕
、
施
許
必
上

の
価
格
拘
束
を
、

一
作
に
特
許
権
者
の
正
当
な
権
利
行
使
の
諮
問
外
に
お

き、

G
E
判
決
の
zM

開
業
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
ほ
と
ん
ど
の
後
期
判
決
は
、
こ
こ
ま
で
大
担
に
、
同
基
準
を

徹
底
さ
せ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
後
期
判
決
は
、

G
E
判
決
の

適
用
範
囲
の
限
定
に
際
し
て
、
山
特
許
権
者
の
産
業
支
配
的
な
怠
図
や
目
的
を

厳
格
に
認
定
す
る
た
め
の
前
提
的
議
論
と
し
て
、
同
基
準
を
導
入
し
た
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
し
、
初
期
判
決
が
、
特
許
権
者
の
収
益
獲
得
の
保
護
に
重
点

を
置
い
て
い
た
こ
と
に
比
較
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
憲
法
的
基
準
を
、

G
E
理

論
の
制
約
原
理
と
し
て
導
入
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
ベ
主
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
後
期
判
決
は
、
初
期
判
決
1
1
G
E
理
論
の
適
用

範
囲
を
限
定
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
特
許
実
施
許
諾
上
の
価
格
拘
束
の
分
野
に
お
け

る
、
特
丘
権
者
の
一
止
当
な
権
利
行
使
の
範
囲
は
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
の
出
恨
み

前
一
一
ね
に
よ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
明
瞭
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま

で
の
判
例
の
相
支
の
関
係

l
lと
り
わ
け
、

G
E
事
件
判
決
と
ラ
イ
ン
・
マ

テ
リ
ア
ル
事
件
お
よ
び
ジ
プ
サ
ム
事
件
判
決
と
の
関
係

l
ー
が
、
市
場
の
競

争
秩
序
へ
の
影
響
と
い
う
点
か
ら
見
て
、
整
合
的
・
安
定
的
な
関
係
を
形
成

〈

6
d

し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
は
、
後
期
判
決
に

よ
る

G
E
理
論
の
適
用
限
定
お
よ
び
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
適
用
強
化
と
い
う
判

例
の
動
向
に
注
目
し
つ
つ
も
、
ま
だ
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
原
則
な
り
目
的
な
り

が
、
特
許
実
施
許
諾
上
の
価
格
拘
束
の
規
制
の
分
野
に
、
充
分
に
貫
ぬ
か
れ

て
い
な
い
と
い
う
評
価
も
加
え
て
お
く
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
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料

こ
の
点
の
解
決
は
、

G
E
m論
を
完
全
に
出
来
す
る
か
、
も
し
く
は
、

G

E
理
論
の
存
在
意
義
と
そ
の
内
容
と
限
度
を
明
確
に
す
る
よ
う
に
、
総
判
所

資

が
判
決
を
民
恵
深
く
税
み
前
一
ね
て
ゆ
く
か
、

の
い
ず
れ
か
の
近
に
委
ね
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

司
法
省
反
ト
ラ
ス
ト
部
は
、
ハ
ッ
ク
事
件
の
連
邦
最
高
波
判
所
の
判
決
の

後
に
、
近
い
将
来
G
E
判
、
決
は
、
日
収
尚
裁
判
所
に
よ
っ
て
廃
策
さ
れ
る
だ
ろ

(
7
d
 

ぅ
、
と
予
想
を
述
べ
て
い
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
こ
の
分
野
の
何
絡
拘
束
に

も
、
反
ト
ラ
ス
ト
訟
の
何
絡
決
定
に
対
す
る
一
般
法
理
で
あ
る
当
然
進
法
の

法
理
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
他
削
、

G
E
判
決
の
廃
楽
は
、
尚
早
に
過
去
の
造
物
の
除
去
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
、
忘
れ
る
べ
主
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ

は
、
特
許
法
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
と
の
、
あ
る
い
は
、
特
許
政
策
と
反
卜
ラ
ス

ト
政
策
と
の
、
高
度
の
熟
慮
合
要
請
す
る
調
強
川
題
の
要
に
あ
た
る
問
題
で

〈

8
)

あ
る
。
裁
判
所
は
、

G
E
理
論
を
廃
楽
す
る
に
し
ろ
、
出
内
定
す
る
に
し
ろ
、

こ
の
よ
う
な
高
度
の
調
整
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
今
後
、
こ
の
点
の
裁

判
所
の
判
断
が
注
日
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
高
度
の
調
整
問
題
は
、
連
邦
議
会
に
よ
る
、
立
法
的

(
Q
H
d
 

解
決
の
道
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
者
過
で
主
な
い
だ
ろ
う
。

(
1
)
 
ω
ω
ω
C
-
ω
ω
∞
吋
唱
え

ω
一O
(

一
室
∞
)

(
2
)
F
Z
E
g
g
(
U
F『円ロ戸丹

H
R・
4
・

c
z
z
g広
巾
ω
・

ω
o
m
C
ω
・

M
O
∞
(
一
∞
ω山
)

(
3
)
H
L
・
え

M
M
?
M
M吋・

(
4
)
H
v
gコ
2
r
〈

O
E
-
c
m
E
M
司
己
(
己
ω〉
ア
丘
一
回

(
5
)
室
内

2
0正
門
C
H
℃
・
戸
宮
正

l
n
g立
日
三
円
口
耳
切
件
。
G
J
ω
N
o
d
.

ω・
mm
ア

ω仲
田
町
田
・

(

6

)

E

吋
「
巾
一
山
君
。
『
℃
コ
円
。
ご
と
口
問
ゲ
可
甘
え
2
d同一一
2
ロ
耳
切

}dE
ロ
C
丹

可
2
3
2
r
E
田
口
命

A
E
-
-
r
2
cヨ
・
・
・
・
、
『
}
戸
内
叶

g門
目
。
ロ
ミ

Z

F
。

E
問。

m

g
ォ
g丹
mHヨ
ニ
月
号

B
コ
m
g
d
g
g
ロ
♀
ヨ
ω件。コ
ω
ご
甲
子
命

。円。ロ
O
ヨ

-
n
n
oコ凹
2
己
巾
口
口
巾
印
。
『
子
巾
白
『
『
白
口
問
巾

5
2
?
お『一巾

n
t

J

〈
「
え
ヨ
ロ
〈
ゲ
ぬ
門
出
町
戸
田
口
牛
凶
口
再

HME7MG口町
5
5ロ
c
g同
子
命

m
n
qロ
O
E百

σ
=
ι
m
d加、
r-nrzμ
。一
m
Z〈
ω
7
0
口
一
己
向
。
ω
同角川町・=

Z
C件。・

2
雪
山
口

o
g
(
A
S
W
明

ω
え

手

ω
ω
(
一
宝
∞
)
'

右
の
文
一
三
円
は
、
ラ
イ
ン
・
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
お
よ
び
ジ
プ
サ
ム
事

件
の
判
決
が
下
さ
れ
た
直
後
の
判
例
評
論
の
一
部
で
あ
る
が
、
今
日

に
お
け
る
判
例
の
現
状
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
評
価
だ
と
思
わ
れ

る。

(
7
)
〉

0

2
回
伊
同
レ
デ
さ
ヨ
m
D
G
Z
(
一一

γ
期

日

ω仲

ωoω

ロ・

M
-

(
8
)
G
E
煙
論
が
廃
楽
さ
れ
た
場
介
、
そ
の
影
響
は
、
他
の
制
限
的
商

慣
行
に
及
ぶ
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
特
許
突
指
許
諾
上
の
制
限
的
商

慣
行
一
般
が
、
一
以
ト
ラ
ス
ト
法
に
よ
っ
て
厳
し
く
規
制
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

G
E
浬
論
の
廃
棄
か
肯
定
か
の
問
題

が
、
特
許
法
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
と
の
、
あ
る
い
は
、
特
治
政
策
と
反
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価格拘束特許実施許諾契約と反トラ久ト法

ト
ラ
ス
ト
政
策
と
の
、
極
め
て
軍
要
な
調
整
問
題
に
ま
で
波
及
せ
ざ

る
を
え
な
い
事
を
示
し
て
い
る
。

必
ず
し
も
右
の
問
題
に
限
ら
れ
な
い
が
、
や
は
り
、
こ
の
種
の
政

策
問
題
に
ま
で
た
ち
返
っ
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
論
文
と
し
て
、

左
の
諸
論
文
が
あ
る
。

特
許
突
施
許
諾
卜
い
の
価
情
的
拘
束
を
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
当
然
違
法

ζ

し
て
処
四
時
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
詳
細
な
ぷ
論
を
展

開
し
て
い
る
示
唆
的
論
文
こ
し
て
、
左
の
論
文
を
参
照
せ
よ
。

。】

σ
σ
c
=
F
Tユ
向
。
明
】
何
回
口

m
-口
問
》
俗
件
。
コ
門
戸
-
n
m
w
口
問
。
沼
山
口
仏
同
一
以
内

〉
口
三
丹

E
m門
戸
印
有
印
印
ブ
〈
岡
田

-
F
-
m開
ぐ

M
吋
一
凶
(
一
回
目
印
一
)
・

ジ
プ
サ
ム
事
件
の
共
同
行
為
の
認
定
の
理
論
に
疑
問
を
投
じ
、
ん
け

理
的
な
価
終
拘
束
と
不
介
理
的
価
絡
拘
束
と
を
区
別
す
る
判
断
廿
崎
地
中

と
し
て
、
「
競
争
l-
の
優
位
性
」

(
2
3
3巾
C
Z
2
2
3
ュ2
5心
の

理
論
の
導
入
を
旧
民
明
す
る
論
文
と
し
て
、
左
の
論
文
を
参
照
せ
よ
。

明
ロ
ユ
}f
句
コ
ロ
リ
1
一
一
河
内
問
門
己
円
一
一
コ
吊
司
町
二
河
口
丹
戸
同
町
内
川
口
ω命
日
出
己
ロ

L
2
1
2】mw

ω7巾
司
ヨ
山
口
〉

2
.
吋
一
回
ト
ロ
4
1

円
、
月
間
〈
・
∞
一
印
.

ま
た
、
特
託
制
度
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
一
般
的
間
短
の
レ
ヴ
ェ
ル

で
、
特
許
制
度
の
改
正
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
強
化
を
提

m寸
る
議
論

と
し
て
、
左
の
論
文
を
参
照
せ
よ
。

ア
ル
フ
レ
ッ
ド

-
E
・
ヵ
l
ン
「
市
場
支
配
力
に
関
す
る
公
共
政
策
」

二
八
五
頁

l
二
九
八
頁

ホ
l
レ
ス
・

M
・
グ
レ
イ
「
反
ト
ラ
ス
ト
強
化
の
た
め
の
補
足
借
置
」

二
四
一
一
氏
l
二
五
八
頁
『
管
理
価
格
公
共
政
策
論
集
[
米
川
上
院

反
ト
ラ
ス
ト
小
委
員
会
編
坂
根
勝
夫
監
修

昭
和
四
二
年

(
9
)

ア
メ
リ
カ
独
禁
法
改
正
に
関
す
る
勧
告
付
同
司
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
四

二
号
、
四
四
三
号
、
四
四
四
号
一
九
七

O
年

右
改
正
勧
告
の
中
に
、
「
自
己
の
特
許
に
関
し
実
筋
権
を
許
諾
す
る

特
許
権
者
は
、
同
等
の
条
件
で
す
べ
て
の
資
格
の
あ
る
実
施
希
望
者

に
そ
の
実
施
を
許
諾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
を
勧
告
し
て
い

る
部
分
が
あ
る
。
(
四
四
二
号
一
一
一
一
七
頁

i
一
三
八
頁
、
四
四
三
号
一

三
六
頁
l
一
三
七
頁
参
照
)
こ
の
勧
告
は
、
直
接
に
、
特
許
実
施
許

諾
上
の
価
格
拘
束
条
件
に
つ
い
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
勧
告
を
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「
限
ら
れ
た
メ
ン
バ
ー
と
の
特
許

実
施
許
諾
契
約
は
、
価
格
を
定
め
、
市
場
を
分
割
す
る
方
法
以
外
の

何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
o
」
と
述
べ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

ま
た
、
「
合
理
的
な
特
許
権
者
は
、
適
当
な
特
許
実
続
料
を
賦
課
す
る

こ
と
に
よ
り
そ
の
発
明
か
ら
十
分
独
占
的
な
報
酬
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
己
と
述
べ
て
い
る
点
は
、
暗
に
G
E
理
論
の
妥
当
性
を
否
定

す
る
見
解
じ
た
つ
も
の
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

G
E
理
論
の
廃
棄
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
連
邦
議
会
の
立
法
に
よ
っ
て
実

質
的
に
廃
棄
さ
れ
る
可
能
性
も
見
逃
せ
な
い
の
で
あ
る
。

独
禁
政
策
研
究
会
訳
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5. Sllmmary 

III. The Late Cases 

1. Introdllction 

2. Masonite Case (1942) 

3. Line Material Case (1948) 

4. U. S. GYPsllm Case (1948) 

5. New Wrinkle Case (1952) 

6. Newburgh Moire Case (1952) 

7. HllCk Case (1964) 
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lV. Conclllsion 

Examination of U. S. antitrat cases on patent licenses with price restriction 

indicates that COllrts are in agreement that there is no basic conflict betweeen 

the antitrust law and the patent law-a patentee's practice which is within the 

permissible scope of the patent right does not violate the antitrust laws. The 

real problem is where to draw a line in deciding whether a patentee's certain 

practice is olltside this scope or within. 

The classical General Electric case of 1926 held the imposition of the price 

restriction on the licensee to be legal， provided the restriction is sllch one as 

“normally and reasonably adopted to secure the pecllniary reward" to the patentee 

This G. E. doctrine appears to have given the patentee a hroad power to fix 
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price "t which his licensee may se!! the produds processed under the patent. 

Howewer， while the G. E. case has not been overrl1led， late cases tend to give 

more attention to tbe pl1blic intercst in maintaining competition hy restricting， 

one way or anotber， tbe application of the G. E. doctrine. (eg. Line Material， 

U. S. GYPsl1m cascs) And it is hnrd to find consistency with the G. E. doctrine 

in view of similar market power ohservable throl1日bOl1ttbese cases. No concrete 

principle inberent in the antitrllst laws can be traceable. Only throu日hthe ov-

err111ing of the G. E. doctrine， consistency c0111d be restored. 

Tbe diffic111t problem connected with the adjl1stment between the antitrust law 

and patent law wOllld calJ for a thollghtfl1l policy-oriented reconsideration before 

overrllling the G. E. doctrine 
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